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春 夏 秋 太
、

当協会顧問・前常務理事をつとめられた山本欣子氏が平成8年9月10日 に逝去 されました。同氏は,当 協会設立

以来情報処理分野の草分けとして,研 究開発に携わり,一 貫 してわが国情報化の進展に取り組んでこられました
。

本号では,京 都大学名誉教授大野 豊氏と当協会常務理事市川 隆氏のお2人 に思い出を寄せていただきました
。

山本磯子さんを偲んで

京都大学名誉教授 大野 豊

山本欣子 さんが逝去 された由,人 づてにお聞 きし,

10年 ほど前 にお会い したときのお元気 な姿 を思い浮

かべ,ほ ぼ同年代 のコ ンピュータや情報処 理に携 わ

った者 として,大 きなシ ョックと共 に感慨 もひ とし

おの もので した。慎 んで哀悼の意を表 します。

山本 さんがわが国の コンピュー タ開発の草創期 に

パ ラメ トロ ン計 算機 「MUSASHINO-1」 の設計 ・

試作の プロジェ ク トに参加 され,ソ フ トウェアの研

究 ・開発 に先導 的役割 を果 たされ ま したのは良 く知

られてお ります。 ここで特 に申 し上げたいのは ,女

性 で コ ンピュー タの開発 にかかわ った方 と して は,

わが国では初代 と申 し上げて よい方で ,大 変ユニー

クで貴重な存在であ られた と記憶 してお ります。

その後,(社)日 本電子工業振興協会 に移 られ,さ

らに通商産業省の施策 に密接 にかかわる(財)日 本情

報処理開発協 会で重要 な役職 にお就 きにな り,情 報

処理にかかわる女性 の第一人者 と して,わ が国の情

報化社会の発展 に尽 くされ ま した。

筆者が山本 さんとかかわ りましたの は,主 に情報

処理学会 においてであ りま した。学会の理事 として,

山本 さん は昭和50,51年 お よび昭和54,55年 と2

期お務 めにな り,ま た昭和58,59年 には監事 を務め

られ ま した。筆者 も理事2期,副 会長,会 長 と務め

させ て頂 きま したが,山 本 さん とご一緒 に仕事 をさ

せ て頂 きま したの は昭和51年 の1年 間ですが ,そ の

他の委員会 などの会合 で何度か ご一緒 させ て頂 いて

お ります。 この間での印象に残 ってい ることは ,山

本 さんはさっぱ りしたご性格 で,は っき りした合理

的 な ご意見 を言 われてお られ た,と い うこ とで し

た。

山本 さんの学 会でのお仕事 で特筆 すべ きは,第8

回世 界 コ ンピュー タ会議(IFIPWorldCongress

T80)で 事務局長 をされ た ことです
。 この頃,筆 者

も別の国際 会議(6thICSE)を 計 画 してお りま し

たので,山 本 さんたちの活動 をフォロー してい たわ

けです。第8回 世界 コンピュー タ会議は学会 と して,

種 々の努力 の上 で誘致す るこ とにな った ものです

が,残 念 なが らオース トラリア と共催 とい うことに

な り,そ の準備 と運営 は大変やや こ しい もの とな り

ま した。組織委 員長 は 日本側 は尾 関氏,オ ース トラ

リア側 はGoldworthy氏 が任命 され,山 本 さんは日

本側の事務局長 で した。山 本 さんは両 国の調整 をと

りなが ら,こ の面倒 な仕事 を鮮や かにこな し,こ の

国際会議 を成功 に導 きま した。 当時,そ の手腕 は高

く評価 され てお りました。筆者は この国際会議の手

法 を学 びなが ら,2年 後 に第6回 ソフ トウェア工学

国際会議 を成功裏 に終わる ことがで きま した。 これ

も山本 さんたちの先例のおかげと考えてお ります。

山本 さんは,情 報処理学会の機関誌 に2回 巻頭言

を書かれ ました。昭和52年 の稿 では,わ が国のコン

ピュータ産業の国際的な成功の一方,国 際会議 など
ト

人や技術 の国際交流 の立 ち遅れ を指摘 され,国 際化

への努力 を促 されてお りました。 また,昭 和56年 の

稿では,コ ンピュータのハー ドとソフ トの相 関関係

を論 じられ,ソ フ トウェア問題の解決 には奇跡的 な

即効薬 などはない ことを指摘 され,地 道 にソフ トウ

ェ ア技術 の研 究 を進 め るべ きこ とを主張 され ま し

た。 これ らのご意見は,情 報処理技術の動 向 を国際
ら

的視野から把握され,的 確な進 むべ き方向を示され
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た傾聴すべ きもので した。

最近の世界 的な情報技術,情 報 システムの急展開

の 中で,こ れか らの発展方向 の見通 しに不 透明 さが

深 くなって きま したので,そ の閉塞感 を打開する強

力 な指導 力が求め られてお りますが,こ の ような時

期 に山本 さん を失 ったこ とは,大 変な損失 であった

と痛感 してお ります。

山本 さんの安 らか なご冥福 をお祈 りして筆 を置 き

ます。

珀・本願難を偲 んで

(財)日本情報処理開発協会

常務理事 市 川 隆

夏の暑さが残る今年の9月16日,私 は,恵 比寿ガ

ーデンヒルズの一角に建つ瀟酒なマンションの20階

の一室から東京湾方面を眺めていた。余命幾許もな

い病身で山本さんは,こ こから毎日どのような気持

で若者達で賑わう街を眺め,何 を考えていたのだろ

うか,と 感傷的な思いになった。眼を落 とす と,前

の小さな机の上に,「智英院繹尼欣浄大姉」 と記さ

れた位牌 と遺骨がある。初七 日の法要が行われた。

照山専務理事が協会を代表 して,私 が職員を代表 し

て招かれ参列 しご焼香させていただいた。 しか し,

この室の主はいない。

*

私 と山本さんとは,昭 和33(1958)年 以来続いた

仕事仲間でした。始まりは,(社)日 本電子工業振興

協会の電子計算機センターが開設された同年10月 で

した。この電子計算機センターは,国 産コンピュー

タを設置 して実問題に適用して実用性を実証するこ

とと,プ ログラマを育成することを目的としていま

した。山本さんは,当 時日本で数少ないプログラマ

の一人で,電 電公社電気通信研究所から転職 して来

られ ま した。 最初の 女性 プ ロ グラマ とい う ことで

(魅力的 で もあ り)新 聞雑誌 な どで話題 を集 めた も

のです。 ここでの最初の プログラムは,航 空機で撮

影 した地形写真 を補 正す るプログラムで,幾 度 も徹

夜 を して苦労 されていたのを思い出 します。プロ グ

ラマ育成 は,プ ログラ ミング技法 を教 える もので,

山本 さんは,森 口 繁一 東 京大学教授(現 当協 会理

事)等 とSIP言 語 を開発 し,若 い部下 たちと翻訳 プ

ログラムを作成 してセ ミナーを何 回も開催 した もの

で した。現在 になって時 々 「若い ときに山本 さんに

教わ りま した よ」 という声 を聞 くことがある,印 象

を強 く残 す 人 だ った ん だ な あ と改 め て思 い ます

(SIP言 語 については情報処 理学会編 「日本の コンピ

ュー タの歴 史」 に詳述 されてい ます)。 山本 さん を

中心 とした電子計算機 セ ンター職員の,国 産コ ンピ

ェー タを 日本国内 に何 とか普及 させ よう とい う想 い

と実用性 を実証す るための努力(苦 労)は,わ が国

の コンピュー タ発展 の礎 として大 きな役割 を果 た し

ています。

昭和43(1968)年1月,新 たに設立 された(財)日 本

情報処理開発 セ ンターに電子計算機 センターのほ と

んどの職員が(社)日 本電子工 業振興協会 か ら移管 さ

れ,事 業 も継承 され ま した。 ここで山本 さんは,特

に新 しい ソフ トウェアの研究 開発 に情熱 を燃や しま

した。国産機 による タイム シェア リングシステムや

現在ブーム となっているインターネ ッ トの源流 であ

るARPANETの 日本版 を開発 しようとす る もので,

プロジェク ト名 は 「異機種 間コンピュー タネ ッ トワ

ークシステム(JIPNET)の 研 究開発」で した。 当

時の電子計算機 センター には,FACOM,HITAC,

NEACの3種 の コンピュー タが設置 されてお り,こ

れ らの国産機 による異機種 コンピュー タをネ ッ トワ

ークで結合 して利 用する技術 を最初に研究 開発 した

のです。 さらには,分 散 デー タベ ースの利 用技術 で

ある リソースシェア リングシステムについて も研 究

を行 いま した。彼女 は,新 しい仕事 には夜昼 な く取

り組み,自 分 を叱咤 し部下 を指導す る研 究者で あ り,

マ ネー ジャで した。 これ らの研 究成果 は,国 内の研
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春夏秋冬

究機 関や情報処理学会等 において発表 ・研究交流 を

行 い,そ の後の わが国の情報技術の発展 に大い に寄

与 した もの と自負 されます。

晩年の10年 間は,情 報処理学会や 第五世代 コンピ

ュー タ ・プロジェク トな どの対外 活動 とともに ,通

商産業省の情報化人材対策 を支援 す る事 業に取 り組

んでお られ ました。今後 に必要 とされる情報化人材

ビジ ョンの枠組みの素案 を提案する とともに,17種

に及ぶ人材の育成指針 となる カリキュラムの作成 を

指導 され ま した。 さらに,こ のカ リキュラムに基づ

くモ デルテキス トの作成 に も情熱 を注いでお られ ま

した。 このハー ドな作業 の間に彼女の身体 を病魔が

襲 った こ とは否め ませ ん。平成8(1996)年9月10

日に山本 さんは此の世 を去 られ ま した。

山本 さんは40年 間 にわたるコンピュー タひと筋の

入生で した。 コ ンピュータの誕生期 か ら,成 長 して

現 在の成熟期 に至 るまでの過程 で,公 的 な立場 か ら

旗 を振 り続 けて きた戦士で した。特 に山本 さんの仕

事 に取 り組 む真摯 な姿勢は多 くの共感 を集める とと

もに,多 数の知人 を得 られたのだ と想い ます。彼女

の計報 を伝 えるたびに驚 きの心情 を述べ られた方が

実 に多いのです。山本顧 問の ご冥福 を祈 ります。

故山本欣子氏略歴

昭和3年2月8日 東京都生 まれ

昭和23年3月

昭和23年4月

昭和33年11月

昭和43年1月

昭和51年3月

昭和60年4月

平成5年4月

この間

東京女子大学数学科卒業

逓信省電気通信研究所

(日本電信電話公社電気通信研究所)入 所

(社)日本電子工業振興協会

(財)日本情報処理開発センター開発課長

(財)日本情報処理開発協会開発部長

同 常務理事

同 顧問

昭和43年4月 ～50年3月 東京女子大学文理学部講師

昭和51・55年 度(社)情 報処理学会常務理事

昭和50年9月 ～55年6月 過商産業省情報処理振興審議会 ソフ トウェア専門委員会委員

昭和59年12月 ～61年12月 通商産業省情報処理サービス業電子計算機システム安全対策委員会委員

昭和60年6月 ～62年10月,平 成2年8月 ～平成3年9月COMPSAC国 際会議組織委員会委員,

IFIP事 務局長((社)情 報処理学会)'

平成3年2月 ～7年1月 気象庁気象審議会委員

平成3年7月 ～ 総務庁統計審議会専門委員

平成6年2月 ～ 文部省学術審議会委員1

などを歴任 され,研 究 ・開発の分野から行政の分野まで,幅 広 い学識 を備えた専門家として活躍 されました。

平成3年 には,長 年 にわたる情報化の促進 に対す る多大な貢献が認め られ,情 報化月間記念式典において中

尾 栄一 通商産業大臣から情報化促進貢献個人として表彰されました。

著 書

「電子 計 算 機 の プ ロ グ ラ ミ ン グ」(1963年,共 立 出版 社)

「ソ フ トウ ェ ア の 知 識j(1984年,日 本 経 済 新 聞 社)

「セ キ ュ リ テ ィ ・マ ネ ジ メ ン ト ・ハ ン ドブ ック」(共 著 ,1990年,日 刊 工 業 新 聞 社)
句
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通商竃業欝に穀 ↑る ・

コンピュータ不竃アクセス対策関連施策について

通商産業省 機械情報産業局 情報処理振興課

一
わが国の不正アクセスの発生状況は,ア メリカ,

ヨーロソバ等 との比較では,相 当低い ものとなって

います。 しか し最近では,国 内の大手パソコン通信

において会員のパスワー ドが盗まれて会員の知らな

い間に不正アクセスが行われ,多 額の使用料金が請

求される等の事件が発生 しています。これらの事件

に見られるように,パ ソコン通信の会員増やインタ

ーネットの端末数の増加といった状況の下,わ が国

においても今後不正アクセスの発生が増加 してい く

ことが懸念されます。

これらの背景には,近 年の急速なダウンサイジン

グ化やオープンシステム化の進展が存在すると考え

られます。特に,今 後はクライアント/サ ーバー方

式に代表される分散処理形態 による情報システムの

利用が一層拡大すると考えられることから,不 正ア

クセスやコンピュータウイルスによる被害は深刻な

ものとなることが予想されます。

このため,高 度情報化社会実現へのスター トを切

った今,新 たな環境の下でのセキュリティ対策を検

討する必要があ ります。こうした観点から通商産業

省では,機 械情報産業局長の私的懇談会として,平

成6年11月 に 「セキュリティ ・プライバシー問題

検討委員会」を設置 し,情 報システムに係るセキュ

リティ ・プライバシー問題について,国 が取るべき

施策を総合的に検討 しました。施策の内容および方

向性については個々に具体的な検討を行いました。

本稿では,特 に不正アクセス等に対する施策につい

てその概要を紹介します。

コンピュータ不正アクセス対策基準

●基準の概要

近年の情報化の進展 に伴 い,経 済 ・社会の多 くの

分野 が情報 システ ムに依存する ようになってきてい

ます。その結 果,コ ンピュータシステムの機能が停

止 した り不完全 になると,経 済活動 は もとよ り,国

民生活全般 に深刻 な影響 を及ぼす こ とにな ります 。

したが って,今 後,情 報化社会が円滑 に機能 してい

くため には,情 報 システム に対す るセ キュリテ ィ対

策が十分 に行われることが必要です。

特 に,最 近では他 人のコ ンピュー タにネ ットワー

クを介 して侵入 し,デ ー タの改 ざんや破壊,不 正な

利用等 を行 う不正 アクセス による被害が起 き始 めて

い ます。今後,こ の問題 を社会的な問題 と して認識

して対 策 を講 じていかなければ,不 正 アクセス によ

る被害は増加の一途 をたどることが予想 されます。

この ような状 況 を踏 まえ,通 商産業省 では,不 正

アクセス対策の普及,促 進 を図るため,コ ンピュー

タへ の不正アクセスに対す る予防,発 見,復 旧 につ

いて実効性の高い対策基準 を とりまとめたガイ ドラ

イン として 「コ ンピュータ不正 ア クセス対 策基準」

を平成8年8月 に策定,公 表 しま した。本基準 は,

ネッ トワー クのセキュ リティ確保 の方策 を検討す る

ため通商産業省機械情報産業局長主催 の懇談会 とし

て設置 されている 「セキュ リテ ィ ・プライバ シー問

題検討委員会」の 「コンピュー タ不正 アクセス ・ウ

イルス対策 ワーキ ンググルー プ」 における検討結果

をとりまとめたものです。本基準では,コ ンピュー

タ不 正 アクセス につい て,「 システム を利用す る者

ξ
}
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が,そ の者 に与 えられ た権限 によって許 され た行為

以外 の行為 をネ ッ トワー クを介 して意図的 に行 うこ

と」 と定義 してい ます。

●基準 の考 え方

不 正 アクセスの対象者 は,お おむね ネッ トワーク

を使 ってサ ー ビスを提供する者 と,そ のサ ー ビスを

利用 する者 とに分類 され ます。サー ビスを利用す る

者 の範疇 には,個 人のユーザ ー,企 業のユ ーザー等

が含 まれ ますが,企 業 のユ ーザ ーはさらにシステム

管理者 とシステムユ ーザーに分類す ることがで きま

す。 また,サ ー ビス を提供す る者 とは,平 成4年 か

ら開始 され,平 成7年 中に100組 織 を超 えて,今 も

さらに増加 を続けてい る商用 インターネ ッ トプロバ

イダー と,閉 じた世界 ではあ りますが古 くか ら情報

提供や ネッ トワー クを通 じた商取引 を行 って きたパ

ソコ ン通信 の ようなネ ッ トワークサー ビス事業者が

対象 とな ります。

さらに,両 者 に共通的な もの として,不 正 アクセ

スはネ ッ トワー クを介 してコ ンピュータ上で行 われ

る行為で あるため,ネ ッ トワークの接続部分で不正

アクセスか ら物理的に防御 す る装置や内容 を解析 ・

改 ざんされない ようなソフ トウェ ア等 が重 要 となる

ことか ら,ハ ー ドウェアや ソフ トウェアを供給す る

事業者 に関する対策 も必要不可欠 なものです。

●基準の構成

本基準 は,シ ステムユ ーザ ー基準,シ ステム管理

者基準,ネ ッ トワー クサ ービス事 業者基準お よびハ

ー ドウェア ・ソフ トウェア供給者基準 か ら構成 され

てい ます。基準 の概要は次の とお りです。

1.シ ステムユ ーザーー一基準(27項 目)

エ ン ドユーザーがセキュ リテ ィ管理のために守 る

べ き行動基準 について まとめた ものです。具体 的に

は次の とお りです。

(1)パ スワー ドお よびユーザ ーID管 理

① ユ ーザ ーIDは,複 数の システムユ ーザ ーで利

用 しないこと。

② ユ ーザーIDは,パ スワー ドを必 ず設定す る こ

と。

③ 複数 のユーザーIDを 持 っている場 合 は,そ れ

ぞれ異 なるパスワー ドを設定す ること。

④悪いパ スワー ドは,設 定 しない こと。

⑤パ スワー ドは,随 時変更す ること。

⑥パ スワー ドは,紙 媒体等 に記述 しておかない こ

と。

⑦ パス ワー ドを入力す る場 合は,他 人 に見 られな

い ようにすること。

⑧他人 のパ スワー ドを知った場合 は,速 やかにシ

ステム管理者 に通知す ること。

⑨ ユ ーザ ーIDを 利用 しな くな った場合 は,速 や

かに システム管理者に届 け出ること。

(2)情 報管理

①重要 な情報 は,パ ス ワー ド,暗 号化等の対策 を

図 ること。

② 重要 な情 報 を送信 する場 合 は相手先 を限定 し,

宛先 を十分 に確認する こと。

③ ファイルの属性 は,内 容の重 要度 に応 じた アク

セス権限 を必ず設定すること。

④ コンピュー タお よび通信機器 を維持,保 守する

ために必要 なファイルは,盗 用,改 ざん,削 除

等 されないように厳重 に管理すること。

⑤ 重要 な情 報 を記録 した紙,磁 気媒体等 は,安 全

な場所 に保管 すること。 、

⑥重 要な情報 を記録 した紙 磁気媒体等 を廃棄す
タ

る場 合 は,内 容が漏 えい しない方法 で行 うこ

と。

⑦ ファイルのバ ックアップ を随時行 い,そ の磁 気

媒体等 を安全 な場所 に保管すること。

(3)コ ンピュータ管理

① コ ンピュータ,通 信機器お よびソフ トウェアの

導入,更 新,撤 去等 を行 う場合は,シ ステム管

理者の指導の下で行 うこと。

② コ ンピュー タを管理す るために与 え られた最上

位 の権 限(以 下 「特権」)』こよる コンピュー タ

ー5一



の利用 は,必 要最小限にするこ と。

③特権 によ りコンピュー タを利用す る場 合は,コ

ンピュータ,場 所,期 間等 を限定す ること。

④ コ ンピュー タが無 断 で利用 され た形跡 が ない

か,利 用履歴等 を随時確認すること。

⑤ コ ン ピュー タを入 力待 ち状 態 で放置 しない こ

と。

⑥パ スワー ドの入力 を省略す る機能は,シ ステム

管理者の指導 の下で使用すること。

(4)事 後対応

① システムの異常 を発見 した場合は,速 やか にシ

ステム管理者 に連絡 し,指 示 に従 うこと。

②不 正ア クセスを発見 した場合 は,速 やかにシス

テム管理者 に連絡 し,指 示 に従 うこと。

(5)教 育お よび1青報収集

① システム管理者か らセ キュリテ ィ対策 に関す る

教育 を随時受けること。

②セキ ュリテ ィ対策 に関する情報 を入手 した場 合

は,シ ステム管理者に随時提供す ること。

(6)監 査

① システムユ ーザーが行 う不正ア クセス対策 の実

効性 を高めるため,シ ステム監査 の報告 を受け

必要な措置 を講ず ること。

2.シ ステム管理者基準(58項 目)

システムユーザーの管理ならびにシステムおよび

その構成要素の導入,維 持,保 守等の管理を行 う者

が実施すべき対策についてまとめたものです。具体

的には次のとおりです。

(1)管 理体制の整備

① システムのセキュリテ ィ方針 を確立 し,周 知 ・

徹底すること。

② システムの管理体制,管 理手順を確立 し,周

知 ・徹底すること。

③緊急時の連絡体制および復旧手順を確立し,周

知 ・徹底すること。

④システム管理の業務上知 り得た情報の秘密を守

ること。

⑤ システム管理者 の権限 は,業 務 を遂行す る上で

必要最小限 にすること。

⑥ システ ム管理者は2人 以上 かつ必要最小 限の管

理者で,そ の業務 は定期的 に交代するこ と。

⑦ システム管理 者の資格 を喪失 した者 の権 限は,

速やかに停止す ること。

② システムユーザ ー管理

① システムユーザーの登録 は,必 要 な機器 に限定

し,シ ステムユ ーザーの権 限 を必要最小限 に設

定すること。

② ネ ッ トワー クを介 して外部 か らアクセスで きる

ユーザーIDは,必 要最小限にす ること。

③ ユ ーザ ー-IDは,個 人単位 に割 り当て,パ スワ

ー ドを必ず設定す ること。

④ 長期 間利用 してい ないユ ーザーIDは,速 やか

に停止するこ と。

⑤ ユ ーザ ・一ーIDの 廃止 等 の届 出が あった場 合 は,

速やかに登録 を抹消す ること。

⑥パス ワー ドは,当 該 システムユーザー以外 に知

らせ ない こと。

⑦ パスワー ドのチ ェ ックを随時行い,悪 いパ スワ

ー ドは ,速 やかに変更 させること。

⑧ パスワー ドが当該 システムユ ーザー以外 に知 ら

れた場合 またはその疑いのある場合 は,速 やか

に変更 させること。

⑨特権 を付 与する場合は,当 該 システムユ ーザー

の技術的能力等 を考慮す るこ と。

⑩ 必 要 としな くなった システムユ ーザ ーの特権

は,速 やかに停止す るこ と。

(3)情 報管理

①通信経路上の情報は,漏 えい を防止す る仕組み

を確立すること。

② 通信経路上で情報の盗聴 お よび漏 えいが行 われ

て も,内 容が解析で きない機密保持機 能 を用い

ること。

③通信経路上で情報の改 ざんが行 われても,検 出

で きる ような改 ざん検知機能 を用いること。

④ システム関連 のファイルは,シ ステムユーザ ー
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がアクセスできないように管理すること。

⑤重要な情報は,削 除,改 ざん,漏 えい等による

被害が少なくなるように分散化すること。

⑥重要な情報を記録 した紙,磁 気媒体等は,安 全

な場所に保管すること。

⑦重要な情報を記録 した紙,磁 気媒体等 を廃棄す

る場合は,内 容が漏えい しない方法で行 うこ

と。

⑧ ファイルのバ ックアップを随時行い,そ の磁気

媒体等を安全な方法で保管すること。

(4)設 備管理

①すべての機器およびソフトウェアの管理者を明

確にすること。

②重要な情報が格納 されているかまたは重要な処

理を行 う機器は,許 可を与えられた者以外立ち

入れない場所に設置 し,厳 重に管理すること。

③移動可能な機器は,盗 難防止策を行うこと。

④ システム構成を常に把握 してお くこと。

⑤機器およびソフ トウェアを導入する場合は,セ

キュリティ機能がセキュリティ方針に適合 して

いることをあらかじめ確認してから行 うこと。

⑥機器お よびソフ トウェアの設定情報がシステム

に適合 していることを随時確認すること。

⑦機器およびソフ トウェアは,供 給者の連絡先お

よび更新情報が明確なものを利用すること。

⑧セキュリティ上の問題点が解決済みの機器およ

びソフトウェアを利用すること。

⑨外部と接続する機器は,十 分なアクセス制御機

能を有 したものを利用すること。

⑩ システム構成の変更を行 う前に,セ キュリテ ィ

上の問題が生 じないことを確認すること。

⑪ ネットワークを介 して外部からアクセスできる

通信経路およびコンピュータは,必 要最小限に

すること。

⑫ネットワークを介 して外部からシステム管理を

行う場合は,認 証機能,暗 号機能およびアクセ

ス制御機能を設定すること。

⑬長期間利用 しない機器は,シ ステムに接続 しな

いこと。

⑭機器およびソフ トウェアの廃棄,返 却,譲 渡等

を行う場合は,情 報の漏えいを防ぐ対策を行う

こと。

⑮ ソフ トウェアおよびシステムファイルの改ざん

が生 じていないことを随時確認すること。

⑯ システムが提供するパスワー ド強化機能 は最大

限に活用すること。

⑰ネットワークの負荷状況を監視すること。

⑱システムの利用形態等に応 じて,ネ ットワーク

を分離すること。

(5)履 歴管理

① システムのセキュリティ方針に基づいたシステ

ムの動作履歴,使 用記録等を記録すること。

② システムの動作履歴,使 用記録等を記録する場

合は,改 ざん,削 除,破 壊および漏えいの防止

措置を施すこと。

③記録 したシステムの動作履歴,使 用記録等を随

時分析すること。

④記録 したシステムの動作履歴,使 用記録等 は,

安全な方法で一定期間保管すること。

(6)事 後対応

①異常の連絡 を受けた場合または異常を発見 した

場合は,速 やかに原因を追究すること。

②不正アクセスであることが判明 した場合は,関

係者と協調 して被害の状況を把握すること。

③関係者 と協調 して不正アクセス被害の拡大を防

止するための処置を行 うこと。

④事前に確立 した復旧手順を遂行 し,関 係者 と協

調 して不正アクセス被害の復旧に努めること。

⑤不正アクセス被害の原因を分析 し,関 係者 と協

調 して再発防止策を行 うこと。

⑥不正アクセス被害の拡大および再発を防止する

ため,必 要な情報を通商産業大臣が別に指定す

る者に届け出ること。

(7)情 報収集および教育

①セキュリティ対策に関する情報を随時収集する

こと。 じ こ
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② 収集 した情報 を分析 し,重 要な情報 については

速やかに対応す ること。

③ システ ムユーザーがセキュ リテ ィ対策 を行 う場

合に必要な情報 を提供す ること。

④ システムユ ーザー に,セ キュ リテ ィ教育 を随時

実施す ること。

(8)監 査

① システ ム管理者が行 う不正 アクセ ス対 策の実効

性 を高め るため,シ ステム監査 の報告 を受 け,

必要な措置 を講ず ること。

3.ネ ットワー クサー ビス事業者基準(27項 目)

ネ ッ トワー クを利 用 して,情 報サー ビスお よびネ

ッ トワー ク接続サー ビスを提供する事業者が実施す

べ き対策 につ いてまとめた ものです。具体的 には次

の とお りです。

(1)管 理体制の整備

① ネ ッ トワー クサ ービス事業者 の要員の業務範囲

を明確 にす ること。

②不正 アクセ スを発見 したときの連絡体制お よび

復 旧手順 を確立 し,周 知 ・徹底すること。

(2)ネ ッ トワークサービスユーザー管理

① ネ ッ トワー クサー ビス事業者 お よびネ ッ トワー

クサ ービスユーザ ーの責任範 囲 を明確 にす るこ

と。

② ネ ッ トワークサー ビス事 業者が提供で きるセキ

ュ リテ ィサ ービスを明示す ることも

③ ネ ットワークサー ビスユ ーザ ーとの連絡体制 を

複数確 立 し,周 知 ・徹底す ること。

④不 正アクセスを行 ったネ ッ トワー クサー ビスユ

ーザー に対 するサ ービス を制 限で きる仕組み を

確立する こと。

⑤ ネッ トワークサ ービスユ ーザーか ら要求があっ

た場合,本 人の利用情報等 を開示する こと。

⑥ ネ ッ トワー クサー ビスユーザーへ の不正 アクセ

スを監視 で きる仕組み を確立する こと。

⑦ ネッ トワークサー ビスユ ーザ ーの利用情報等 を

記録で きる仕組み を確立す ること。

(3>情 報管理

① ネ ッ トワークサー ビスユ ーザ ーの情報は,厳 重

に管理する こと。

② ネ ットワークサ ービスユーザーの情報 を公開す

る場合は,本 人の了解 を得 ること。

③ ネ ッ トワーク構 成等 の重要 な情報は,公 開 しな

いこ と。

(4)設 備管理

① ネ ッ トワー クサ ービスに係 る機器 は,許 可 を与

え られ た者以外立 ち入れ ない場 所 に設 置 し,厳

重に管理す ること。

② ネ ットワークサー ビス に係 る機器の管理が常 に

可能な仕組みを確立すること。

③ ネ ッ トワー クサービスに係 る機 器 を遠隔管理す

る通信 回線 は,複 数確保 すること。

④ ネッ トワークサー ビスユ ーザ ーにサ ービス を提

供 するネ ッ トワークは,他 の業務 のネ ッ トワー

クと分離するこ と。

⑥特定のサー ビスに関す る情報 は,そ のサ ー ビス

に関連 した機器 に限定 して流す こと。

(5)事 後対応

① 異常の連絡 を受 けた場合 または異常 を発見 した

場合は,速 やかに原因 を追究する こと。

②不正 アクセ スであ ることが判明 した場合 は,関

係者 と協 調 して被害の状況 を把握すること。

③ 関係 者 と協調 して不正 アクセス被害の拡大 を防

止す るための処置を行 うこと。

④ 事前に確立 した復 旧手順 を遂行 し,関 係 者 と協

調 して不正 アクセス被害の復 旧に努める こと。

⑤不正 アクセス被害の原因 を分析 し,関 係者 と協

調 して再発 防止策 を行 うこと。

⑥ 不正ア クセス被害の拡大お よび再発 を防止 する

ため,必 要な情報 を通商産業大 臣が別 に指定す

る者に届 け出ること。

(6)情 報収集お よび教育

① セキュ リティ対 策に関する情報 を随時収集す る

こと。

② ネ ットワークサー ビスユーザーが セキュリテ ィ
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対 策を行 う場合 に必 要な情 報 を提供すること。

③ ネ ッ トワークのセキュ リテ ィ上の問題お よびそ

の対策 に関す る十分な情報 を提供 し,必 要 に応

じて その情報 を活 用す るた めの教 育 をす る こ

と。

(7)監 査

① ネ ッ トワー クサー ビス事業者が行 う不正ア クセ

ス対策の実効性 を高め るため,シ ステム監査 の

報告 を受 け,必 要 な措 置を講ずる こと。

4.ハ ー ドウェア・ソフ トウェア供給者基準(24項 目)

ハー ドウェアお よびソフ トウェア製品の開発 ,製

造,販 売等 を行 う者が実施すべ き対策について まと

めた ものです。具体的には次の とお りです。

(1)管 理体制の整備

① ハー ドウェア ・ソフ トウェア供給者 の要員の業

務範囲 を明確 にする こと。

②不 正アクセスを発見 した ときの連絡体制お よび

復 旧手順 を確立 し,周 知 ・徹底す ること。

(2)設 備管 理

① 開発業務 に係 る機器 は,許 可 を与 え られ た者以

外立 ち入 れない場所 に設置 し,厳 重 に管理する

こ と。

② 開発業務 に係 るネッ トワークは,他 の業務 のネ

ッ トワー クと分離す ること。

(3)開 発管理

①製 品のセ キュリテ ィ機能の実装 に関する方針 を

明確 にすること。

② 製 品は,機 密保持機 能,認 証機能,改 ざん検知

機能等 のセキュリテ ィ機能を設けること。

③ 製 品の ネ ッ トワー クに係 る機能は,セ キュ リテ

ィ上の重要な情報 の解析 を防 ぐ機能 を組み込 む

こと。

④ 製品の保守 に係 る機能 は,利 用す る者を限定す

る機能 を組み込むこ と。

⑤ セ キ土リテ ィの設定 を行わ ない と製品が利用で

きない機能 を設けること。

⑥ 製品の開発 に使用 したデバ ッグ機能等 は,出 荷

前に削除 しておくこと。

⑦製品のセキュリティ機能が仕様 どおり動作する

か検査すること。

(4)販 売管理

①製品は,流 通段階における改ざん等を防止する

ための措置を施すこと。

②製品は,利 用上の制限事項および推奨事項を明

示の上,販 売等を行 うこと。

③製品は,供 給者の連絡先を明示 しておくこと。

④製品にセキュリティ上の問題が発見 された場合

は,製 品のユーザーおよび関係者に情報を通知

するとともに,問 題を解決するための適切な処

置を行うこと。

(5)事 後対応

①製品開発システムにおける異常を発見 した場合

は,速 やかに原因を追究すること。

②不正アクセスであることが判明 した場合は,関

係者と協調 して被害の状況を把握すること。

③関係者と協調 して不正アクセス被害の拡大を防

止するための処置を行うこと。

④事前に確立 した復旧手順を遂行 し,関 係者 と協

調 して不正アクセス被害の復旧に努めること。

⑤不正アクセス被害の原因を分析 し,関 係者 と協

調 して再発防止策を行 うこと。

⑥不正アクセス被害の拡大および再発を防止する

ため,必 要な情報を通商産業大臣が別に指定す

る者に届け出ること。 、

(6)情 報収集および教育
　

①製品のセキュリティ対策に関する情報を随時収

集 し,そ の情報を製品の開発に生かすこと。

②製品の販売を通 じてセギュリティ対策の情報を

提供 し,必 要に応 じて教育を行うこと。

(7)監 査

①ハー ドウェア ・ソフ トウェア供給者が行 う不正

アクセス対策の実効性を高めるため,シ ステム

監査の報告を受け,必 要な措置を講ずること。
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コンピュータ緊急対応センター(JPCERT/CC)

インターネ ットの普及 と拡大が進 むにつれ,さ ま

ざまなセ キ ュ リテ ィの重 要性 が注 目されて きてお

り,特 に,他 人 のコン ピュー タにネッ トワークを介

して侵入 し,デ ー タの改 ざんや破壊,不 正な利用等

を行 う不 正 ア クセ ス に対す る認 識が 高 まってい ま

す。実際 に,ア メリカでは不正 アクセスが社会問題

化 してお り,ま たわが国で も,近 年不正 アクセスの

被 害が起 き始 めてい ます。

このため,コ ンピュー タネ ッ トワー クのユ ーザー

か ら,不 正 アクセス による被害の連絡 を受 けて緊急

対応 を行 う組織 を整備す ることが重要である との観

点 より,コ ンピュータ緊急対応 センター(JPCERT/

CC:JAPANComputerEmergencyResponse

Team/CoordinationCenter)を 平成8年8月 に発

足 させ,10月1日 か ら業務 を開始 してい ます。事務

局は,(財)日 本情報処理開発協会(JIPDEC)の 情報

セ キ ュ リテ ィ対 策 室(TEL:03-3432-9387,E-

mail:jpcert@jipdec.or.jp)内 に設 置 され てい ま

す。 また,運 営費 については,当 初経費 として2億

円程度 を通商産業省が支援 することとしてい ます。

JPCERT/CCの 主 な業務 は次の とお りです。

① 緊急対 応:ユ ーザ ーへの対 処方法 の ア ドバ イ

ス,ベ ンダーに対する協力要請等

② 国際連携:ア メ リカのCERTを は じめ とす る,

海外 の同種の機 関 との協調 関係の構築 等

③啓蒙活動:セ ミナーの開催,勧 告文書 の作成 ・

配布等

また,大 学の研究者,メ ーカー,ベ ンダー,ネ ッ

トワー ク事業者,ユ ーザー等の代 表者か ら成 るア ド

バ イザ リー グルー プ を設置 し,JPCERT/CCの 運

営方針等 について決定 してい く予定です。

コンピュータ緊急対応 センター事務局(JPCERT/CC)

住 所:東 京都港 区東麻布1丁 目3番8号 八束 ビル(〒105)

TEL:03-5575-7762

FAX:03・5575-7764

'

桜 田通 り

・募 債 浜1

難 難 響 …・
・'東京 ・三

,プリンス 、

.ホテル,
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寄稿 ・解説

不正アクセス被害の届出制度

●制度の概要

今後は,特 にネッ トワー クが発展することに伴 い,

不正 アクセ スによる被害が発生す る可能性 が増大 す

ると考 えられ ます。 この ような状 況 を踏 まえ,不 正

アクセス被 害の実態 を把握 し,被 害の拡大 お よび再

発 を防止す るため,一 般か ら広 く不 正アクセスの被

害情報 を受 け付け る制度 を開始 しました。受付機関

は,通 商産業省の特別 認可法 人である情報処理振 興

事業協会(IPA)と し,平 成7年8月1日 か ら被 害

届出の受付 を開始 してい ます。

●不正 アクセスの対象

受け付 ける情報 は,ネ ッ トワー ク(イ ンターネ ッ

ト,LAN,WAN,パ ソコン通信 な ど)に 接 続 され

た コンピュータへの不 正ア クセスに よる被害 を対象

とします。

●被害情報の受付内容

被害情報は,電 話,フ ァクシ ミリお よび電子 メー

ル によ り受け付 け ます。被 害情報 は,次 の項 目内容

について記載 し,別 に定める様式 を利用す ること と

しますが,フ リーフ ォーマ ッ トで も可能 と します。

なお,事 情 によ り次 のすべての情報 を提 出す ること

がで きない場 合は,一 部の項 目についての提出 も受

け付 け ます。

①被害 を受けたシステムの構成

②発見年月 日

③発見の方法 または疑い を持 った理由

④侵入経路

⑤被害の状況

●対策の検討方法,啓 蒙普及等

被害内容 は,被 害状 況 を把握す るため,IPA .1こお

いて分析,検 討 します。有識者か ら成 る対策委員の

指 導の下,関 係ベ ンダーや有 識者,被 害情報提 供者

に対 し,必 要 に応 じてIPAが ヒア リングを行 い,原

因を究明 します。原因が判明 した場合には,被 害情

報提 供者 お よび関連 す る機 器の メー カー等へ通 知

し,必 要 な対策 を講 じるよう促 します。 また公表可

能 な範 囲で,そ の被害状 況,防 止策 を公表 します 。

平 成8年11月 現在,大 手 の商用パ ソコ ン通信事業

者 か ら3件 の被害が届 けられています。

■

、

`
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平成8年 度糟報化月間

情報化月間は,情 報化社会の健全な発展を進めて

い くために,広 く国民各層に情報化 に対する正 しい

認識と理解を深めることを目的に関係9省 庁(総 務

庁,経 済企画庁,科 学技術庁,大 蔵省,文 部省,通

商産業省,運 輸省,郵 政省および平成6年 度から自

治省が参加)に よる政府行事として,毎 年10月 に

行われています。昭和47年 に10月 第1週 を 「情報

化週間」 と定め発足 しましたが,昭 和57年 からは

10月 を 「情報化月間」と改め,本 年度で25回 目を

迎えました。

10月 を中心に全国各地で,関 係省庁,地 方自治体,

諸団体等により様々な行事が開催されました。その

冒頭を飾る行事 として,10月1日(火)に 「情報化

月間記念式典」が情報化月間推進会議(議 長:井 川

博(財)日 本情報処理開発協会会長)の 主催により,

東京全日空ホテルにおいて挙行 されました。

記念式典は,井 川議長の挨拶に始まり,山 本正和

通商産業政務次官をはじめ,関 係省庁の政務次官,

事務次官が各大臣の代理 として列席され,ご 挨拶が

あ りました。引 き続き情報化の促進に多大の貢献が

あった個人,企 業等の皆さんへの各大臣表彰 と優秀

情報処理システムへの情報化月間推進会議議長表彰

がそれぞれ行われました。 また,昨 年度から専門学

校生を対象に加えた 「全国高校生 ・専門学校生プロ

グラミングコンテス ト」に入選された方々に対 して,

通商産業大臣表彰が行われました。

また,当 日は記念式典特別行事 として,

①情報処理振興事業協会 ・(財)日本情報処理開発

協会の共催により,情 報化月間記念国際シンポ

ジウム 「健全な情報ネットワーク社会を目指 し

て」

②(財)コ ンピュータ教育開発センターの主催 によ

り,100校 プロジェクト 「インターネット教育

利用実践事例発表会」

③(財)ソ フトウェア情報センターの主催により,

「ソフ トウェアエ スクロウー制度創設 に向け

て一」,「わが国におけるソフトウェア関連発明

の特許保護」

④情報化月間併設行事 として,(財)日 本情報処理

開発協会の主催 により,「全国高校生 ・専門学

校生プログラミングコンテス ト入選作品展示 ・

デモンス トレーション」

等のシンポジウム ・講演会や展示 ・デモンス トレー

ションがそれぞれ開催され,い ずれの会場 も満員の

参加者を集め,熱 心に聴講される受講者や展示 ・デ

モを見学される人々で盛況な催 し物となりました。

なお,記 念式典後情報化月間の開始を祝 し,情 報

産業関係団体の主催による記念パーティが催 され,

主催者を代表 して井川情報化月間推進会議議長のご

挨拶および山本通商産業政務次官 よる乾杯の音頭,

ならびに来賓として原田 昇左右 自由民主党情報産

業振興議員連盟副会長からそれぞれご丁重なご挨拶

を頂 きました。

関係各方面からの多数の参加者をは じめ,記 念式

典において表彰を受けられた方々も加わ り,な ごや

かな懇親の場 となりました。
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受賞者代表の挨拶(渡 邊和也氏)
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1.平 成8年 度情報化促進貢献個人受賞者一覧
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通商産業大臣表彰

氏 名 所 属 業 績

影山 衛司
(財)商工総合研究所

理事長(79)

わが国の情報化の広範な分野において,す ぐれた識見と指導力 を発揮 し,

関係各審議会,団 体等の役職にあって,情 報化施策の策定と実施,普 及,啓

発の推進役 として尽力 し,わ が国の情報化の促進に多大な貢献 を果た した。

北畠 光弘
(株)CRC総 合研究所'P
専務取締役'〈58)

(社)日 本情報システム ・ユーザー協会の役員 として産業の情報化の推進

に尽力し,企 業情報システムに関する卓越 した知識 と経験を産構審委員の公

職でも発揮o産 業の情報化の指導者 として今後ますますの活躍が期待 される。

小柴 文一
(株)三重電子計算センター

代表取締役社長(7z)

(社)情 報サービス産業協会の役員を永年歴任 し,協 会の基盤づ くり等 に

尽力ずるとともに,そ の後,三 重県コンピュータ業協同組合理事長等 として,

地域の情報化の推進及び県内中小情報サービス業の発展に貢献 した。

杉田 繁治
.

国立民族学博物館

教授(57)

「コンピュータ民族学」 という新 しい分野を開拓 し,人 文系の多分野でコ

ンピュータ利用の活性化を推進するとともに,歴 史街道プロジェク トに関す

る委員長等 として地域の情報化促進にも貢献した。

野間 弓男
西 日本コンピュータ(株)

代表取締役社長(59)

(社)日 本システムハ ウス協会の役員を永年歴任 し,シ ステムハ ウス業の

位置づけに努めるとともに,マ イクロコンピュータ応用システムの普及促進,

技術者の養成 ・涌養,地 域の情報化等に貢献 した。 、.

村上 清
山口システム開発(株)

顧問(73)

(社)山 口県情報産業協会,(株)山 口県 ソフトウェアセ ンターの設立準備

等に尽力するとともに,長 きにわた り山口県内の情報処理産業界において,

情報処理技術の発展向上及び情報処理産業の振興発展に貢献 した。)

矢矧晴一郎
(株)矢矧経営研究所

代表取締役社長(66)

(社)パ ーソナルコンピュータユーザ利用技術協会の役員を永年歴任 し,

国際交流,協 会運営等に尽力するとともに,長 期 ・継続的に執筆 ・出版活動

及び教育研修活動を通 じて情報化の促進に貢献 した。 、

渡邊 和也
ノベル(株)

代表取締役社長(65)

(社)日 本パーソナルコンピュータソフトウェア協会の役員活動に精励す'

るとともに,(社)日 本電子工業振興協会パーソナルコンピェ一夕業務委員

会委員長等数々の要職を務める等,パ ソコンの育成に貢献 した。
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総務庁長官表彰

氏 名 所 属 業 績

茶谷 達雄
東京経営短期大学

経営情報学科教授(68)

地方自治体において行政事務運営の改善に尽力 した経験 を活か し,長 期に

わたり,総 務庁の情報システム統一研修の講師として奨励する等,行 政情報

化の推進に多大な貢献 をした。

郵政大臣表彰

氏 名 所 属 業 績

石塚 満
東京大学工学系研究科

電子情報工学専攻教授(48)

電気通信技術審議会委員等 を務め,ITUTSG11(交 換及び信号方式)に お

けるわが国からの寄与活動に主導的役割を担うとともに,わ が国の情報通信
'

分野の標準化活動に大 きく貢献をした。

川田 隆資
松下通信工業(株)

取締役社長(59)

携帯 ・自動車電話等の各種移動体通信機器の開発設計に携わ り,わ が国の

電気通信産業の発展に寄与するとともに,わ が国初のマルチ ・チャネル ・ア

クセス方式の移動無線システム 「MCA無 線システム」の開発により,周 波

数の有効利用に貢献した。

山科 誠
(株)バ ンダイ

代表取締役社長(51)

(社)マ ルチメディア ・タイ トル制作者連盟の理事長 としてCD・ROMタ イ

トルをはじめとするマルチメディアソフ ト産業の振興に尽力 し,高 度情報通

信社会構築に向けてコンテント振興に先導的役割 を果たした。
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2.平 成8年 度情報化促進貢献企業等受賞者一覧
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通商産業大臣表彰

企業等の名称 代 表 者 業 績

(株)石 川 コ ン ピ ュ ー

タ ・セ ン ター

代表取締役社長

山浦 克行

ローカルネットワーク構築等,地 域の情報化に貢献するサービスを展開す

るとともに,石 川県内の自治体,企 業等を対象 として地域社会の総合サービ

スを推進 し,石 川県の情報化進展の先導的役割を果たした。

医療法人鉄蕉会

亀田総合病院

理事長

亀田 俊忠

医用画像の電子化,患 者に係る診療情報を統合するシステムの構築等医療

に係る情報化に積極的に取り組み,地 域の中核病院としてわが国の医療機関

の情報の高度化に先導的な役割を果たしている。

(株)エ ヌ ・ケ ー ・エ

ク サ

代表取締役社長

後藤 墓薙

(社)情 報サービス産業協会の活動に積極的に参画 し,情 報サービス産業

界の地位向上に尽力するとともに,政 府関係機関のマルチメディア研究セン

ター設立において高い技術力をベースに積極的に協力 ・貢献 した。

(株)沖 電気 カス タマ

ア ドテック

中国銀行オンライン

システム保守グループ

グループ長

小鷹狩 和芳

中国銀行(本 店:岡 山県)が コンピュータを導入して以来の保守 ・管理の

経験 と実績をもとに高い技術力を有するとともに,同 行のネットワーク制御

コンピュータ等の長期に亘る円滑な運用の推進に寄与 し,地 域の情報化に貢

献 した。

姫路市役所
市長

堀川 和洋

コンピュータの高度利用を計画的に推進 して市民サービス向上 と事務処理

の効率化に寄与 し,自 治体行政の情報化の先導的な役割を果たす とともに,

2000年 問題についても早 くから積極的に対応 している。

(株)ミ ス ミ
代表取締役社長

田口 弘

金型部品の企画 ・販売 を支えるため導入 した情報システムにより膨大な商

品管理,注 文を効率 よく処理。情報化のメリットをフルに活かした中堅企業

のモデルとして情報化の推進に大 きく貢献 した。.

三菱電機 ビル

テクノサービス(株)

代表取締役社長

小林 凱

高度情報通信ネットワークによりエレベータを中心とした膨大なビル設備

機器の保守 ・管理を安全 ・効率的に実施し,異 常発生時は短時間で現場に到

着できる体制を整える等ビル保守業界における情報化の促進に貢献 した。
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運輸大臣表彰

企業等の名称 代 表 者 業 績

(財)港 湾空港建設技

術サービスセンター

会長

藤井 健太郎

港湾土木の積算用パソコンシステムの開発 ・普及により,大 型の計算機シ

ステムや積算要員を有さない地方公共団体や中小企業等においても,容 易に

積算の技術支援 を受けることが可能 となり,公 共事業の円滑な施行促進に貢

献 した。

郵政大臣表彰

企業等の名称 代 表 者 業 績

GIIジ ュニアサミット
,95推 進会議実行委員

会

実行委員長

大川 功

21世 紀を担 う子供たちにインターネッ トを利用 したネットワーク上での

会議を体験させ,ネ ットワークの有効性 とグローバルな情報通信社会の構築

の重要性を認識させることで,情 報化促進に貢献 した。

日本放送協会放送技

術研究所超高感度撮

像管開発グループ

所長

西澤 台次

従来の撮像管に比べ600～800倍 という超高感度撮像管(ス ーパーハープ

管)の 開発 ・改良に取 り組み,テ レビの撮像技術の進歩を実証 した。

北海道自治体

情報システム協議会

会長

佐野 力三

行政情報システムの開発 ・運用等の事業を通 じて,事 務の近代化及び事務

の生産性の向上に寄与するとともに,地 域における行政情報システムの基盤

整備に大きく貢献 した。

、

、
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3.平 成8年 度優秀情報処理システム受賞者一覧
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情報化月間推進会議議長表彰

システムの名称 表 彰 理 由

[戸籍情報システム]
岐南広域行政組合計算センター

戸籍法改正に対応 し,戸 籍のペーパ レス化,戸 籍管理や審査事務の電算化をいち早 く実現するこ
とで,行 政分野の情報化の進展に貢献 した。

[さがみ は らネ ッ トワー クシステム]

相模 原市役所

街頭マルチメディア端末,電 話による音声応答,FAX,パ ソコン通信といった市民に身近なメディ

アを通じた行政情報提供,公 共施設利用予約等のサービスを提供 し,行 政,地 域の情報化に貢献 した。

[さ くら銀行人 事部OAシ ステ ム]

(株)さ くら銀行

人事稟 議 のペーパ レス化 を,イ メー ジ処 理 やワ ーク フロー制御 とい った技 術 を導入 し,か つ 高 い

セキ ュ リテ ィを維持 しなが ら,パ ソ コンベー スの クラ イア ン トサ ーバ システム に よって経 済的 に実

現 し,高 い評価 を得 た。

[INTIMATEシ リー ズ]

住商情報 システム(株)

ボ トムアップ,ト ップダウンの何れのシステム設計方法にも対応できるCASEツ ールで,優 れた

排他制御により本格的な協調分散作業 を可能 とし,情 報処理技術の確立やエンドユーザコンピュー
ティングの促進に寄与 した。

[経理総合情報システム]

東京電力(株)

本システムは会計処理のペーパレス化を実現すると共に,非 同期連携型の経理データメーリングを

採用することでホス ト/ク ライアントサーバ型の分散協調処理を先駆的に実現 し,高 い評価 を得た。

[福祉総合相談窓口支援 システム]

東京都足立区役所

本システムは多種多様 な福祉サービス受給条件情報と住民情報 とを組合せることにより,正 確で

平等な福祉サービスを迅速に提供できるようにし,行 政による住民サー ビスの高度化に寄与した。

[保健 ・医療 ・福祉 情報 シス テム 「TIQLS」

トラ ンス ・コス モス(株)]

高齢化社会を迎えるにあた り,本 システムは要介護者の情報を一元管理することで総合的なケァ

プランの作成等の現場での適切なケアサービスの提供を支援することを可能とし,高 い評価 を得た。

[弥生 シリーズ]

日本マ イ コン販売(株)

財務会計 を中心とした,販 売管理,仕 入管理,給 与管理の業務統合 システムを経済的に実現 し,

個人や中小企業における業務効率改善 に寄与し,高 い評価を得た。

[所轄水道局対応提出書類 自動作成システム

「写楽々」](株)ビ ジネス ・ワン

行政機関向けの各種許認可制度申請用の文書作成事務 を効率化することで,行 政手続のために必

要な業務を改善 し,高 い評価 を得た。

[気象情報配信 システム]

(財)気象業務支援センター

気象庁から1年 中24時 間提供される膨大な気象データを高速回線により迅速に分岐配線すること
により,民 間気象事業者が質の高い気象サービスを提供することを可能とし,気 象情報の高度利用

の促進に大きく貢献 した。

[New'SEAS]

東京都地 下鉄建 設(株),東 京都交通 局

地下鉄の空調設備設計について,20年 後までの環境予測を行い最適設計を実施することを可能 と

し,地 下鉄建設 に係わる初期投資の削減,設 備の効率的運転 に大きく貢献 した。

[ジ ェ イ ドス]

日本海 洋デ ー タセ ン ター

膨大な海洋データが登録されているデータベースに,イ ンターネットから直接アクセスできる世

界初のオンラインデータサービスであり,国 際的な海洋データの利用の促進に大 きく貢献した。

[ACEMessenger400]

(株)イ ンテ ッ ク

電子メールの国際標準X400に 準拠 したシステムとして,パ ソコン通信向けの電子メール網及び

LAN上 の電子メールの相互接続 を可能 とし,企 業内ネッ トワークの高度化に大きく貢献 した。

[双 方向CATVホ ームセキ ュ リテ ィシス テム]

近鉄 ケー ブルネ ッ トワー ク(株)

警備会社の監視ターミナルと各家庭のホームセキュリティ端末を双方向ケーブルテレビ伝送路を

介 して接続,ケ ーブルテ レビの双方向性を利用 したフルサービスの有効性 を実証 し,情 報化の促進
に貢献 した。

[プ ロップ ・ネ ッ ト]

竹 中 ナ ミ

パソコン通信 による在宅勤務等,障 害者の自立支援パソコンネットワークとして,情 報通信 シス

テムの福祉分野での有効性 を実証 し,情 報化の促進に貢献 した。
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4.平 成8年 度全国高校生 ・専門学校生 プログラ ミ

ングコンテス ト

全 国高校生 ・専門学校生 プログラ ミングコンテス

トは,通 商産業省が次代 を担 う青少年の情報教 育の

重 要性 に着 目 し,昭 和55年 か ら情報 化 月間の主 要

行事 として 「全国高校生 プログラ ミングコンテス ト」

を実施 してお ります。

平成7年 度か らは,将 来各種 の高度情報処理技術

者 となるための基礎 的な知識 ・技術 を備 えた人材 と

して期待 され る専門学校生 もコ ンテス トの対象 に加

え,新 たに専門学校生 の部 を設け 「全国高校生 ・専

門学校生 プログラミングコンテス ト」 として実施 し,

今回が新 コンテス トの2回 目とな りま した。

今 年度 は,8月16日(金)に 応 募 を締 め切 り,

高校生部 門,専 門学校生部門 とも力作が寄せ られ ま

した。応募作 品は 「全国高校生 ・専門学校生 プログ

ラ ミングコンテス ト審査委員会」 での厳正公正 な審

査 によ り,以 下 の7作 品(高 校生部 門4点,専 門学

校生部門3点)が 入選 され ま した。

入選 された方 々には,10月1日(火)の 「情報化

月間記念式典」 において,通 商産業大臣(代 理:山

本正和通商産業政務次官)か ら賞状,記 念の楯 と副

賞のパー ソナル コンピュー タ((社)日 本電子工業振

興協 会の協力)が 贈 られ ました。

また,入 選作 品は,記 念式 典の併設行事 として,

展示 ・デモ ンス トレーシ ョンを行 い,多 数の来場 者

に紹介 され ました。
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平成8年 度全国高校生 ・専門学校生プログラミングコンテス ト入選作品一覧

(高校生の部)

作 成 者
口 作 品 の 概 要作 叩 名

学校 ・学科 ・学 年 氏 名

最

優

秀

陸上解析 プログラム

ForWindows

福岡

大牟田高等学校
建築科3年

普通科3年

電子機械科3年
〃

〃

江上 啓二

野田 雄一

原田 憲昭

古閑 康高

緒方 亮

コ ンピュー タで陸 上選 手 の フ ォー ム を分析 し,効 果的 に トレーニ

ング方法 を解析 す る ことをね らい に作成 した。

有 名選手 の プ ロフ ィール紹 介 と個 人デ ー タ記 録 を登録 と基 本 フ ォ
ー ム と個 人 フ ォーム とを画面 上 で比 較 して 自己採 点 す る と ともに,

そ れ を分析 し,分 析 結 果 に合 った トレーニ ング方 法 を表示 す る機 能

が あ る。 また,デ ジ タル カ メラで撮 影 した個 人 デー タ(側 面図)を

も とに,真 上 か ら見 た 図(ス ライ ドの伸 び,ピ ッチ等),右45度 角

か ら見 た図(腰 を中心 と した動 き,リ ズム等)を 表 示 し,分 析 す る。
賞

個 人 デー タを もとに,骨 組 み フ ォー ムを作 成 し,そ の フ ォームで シ

ミュ レー シ ョン(連 続動 画)を 行 い,外 か ら見 た 自分 を評価 し,動

きを中心 とした フ ォームの分析(ス ター ト等)を 行 う機 能が あ る。

LogicalCircuit

Sensor

福島県立

清陵情報高等学校

情報電子科3年 大桃 優一

工 業 系高 等学 校 の実 習授業 で 不可 欠 な,GP/IB(複 数 の測 定器

と コ ン ピュー タ間の イ ンタフ ェー ス装 置)を 利 用 したTTL,IC測

定 システ ム(ICに 電圧 をかけ た とき素子が どう対 応す るか グ ラフ表

〃 大橋 友和 示)で あ る。 処理 と して,GP/IBの 初期 化,GP/IB機 器の制御,

〃 赤坂 淳 デ ー タの 入出 力,デ ー タの表 示 等が あ る。 アプ リケ ーシ ョンソフ ト

優 〃 小林 大輔 の デー タの蓄積,グ ラフ表示,印 刷 等の機 能 を利 用 して,複 数 のデ
一 タの表 示

,測 定 デ ー タの比 較 検討 もで き,操 作 も簡 略化 され てい

る 。

たの しい さんす う 千葉県立
一宮商業高等学校

情報処理科3年
〃1年

中山 和幸

田中しのぶ

この プ ログ ラム は,「 きほ んれ ん レゆ う」,「九九 表パ ズル」,「双

六 」 か ら構 成 され てい る。 「きほ んれ ん しゅう」 は,音 声 も利 用 し

て,計 算 の仕 方 を解 説 七 練 習 もで き,ま とめて テ ス トを して実 力

を確 認 で きる。 「九 九表 パ ズル 」 は,九 九の答 が 問題 にな り,も と

秀 〃1年 山口 里枝 の九九を考えて九九の表を完成させるのに,パ ズル形式で九九の習

熟を高めることがで きる。「双六」は計算力プラス運(い くつ進む
'

か戻 るか は運 次第)が 必 要 で,4人 まで参 加 しゲ 一一ム と して競 うこ
"

ぷ とが で きる。
. 、〉

.

'

読み 上 げ算 プログ弘
"ね がい ま して は"

岐阜県立
海津北高等学校
情報処理科3年

-

神戸 淳一

珠算 の授 業で読 み上 げ算 を行 う とき,読 み手 に よっ て声の 大 き さ

や,速 さに違 いが あ り,読 み 違い が生 じる可 能性 があ り,こ れ を解

消す るため に,コ ンピュー タの利 用 を考 え,こ の プ ログ ラム を作 成

賞 〃3年 田野原弘充 した 。

〃3年 藤田 朗宏 内容的には,桁 数の異なる数値をランダムに発生させ,数 字と桁

〃3年 伊藤 愛子 の組合せに応じた発声音で自動的に読み上げたり,珠 算大会と同じ

〃2年 近藤美由紀 ル ールで の練習 が可 能で あ り,リ プ レイボ タンで,先 ほ どの 問題 を

〃1年 当間 彩子 もう一度読み上げ,そ の問題に合わせてそろばん玉の動 きを再現ず

る 。 ・

レ ∵:王 ≡ ・'ご ∵.,.

や き二 .♪ でぶ,.
トロ ロ で

び ぷ も こコ

ルゴ ご れ い ほゴそ 　 ぐ ぱ"∴ 〉璽

二毒忌:・㌦ 、
↓∵
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(専門学校の部)

作 成 者
作 ロ 名 口

ロロ 作 口口 の 概 要

学校'学 科 ・学年 氏 名

星 に願 い を… 静岡産業技術専門 プ ラネ タリ ウム と して必 要 な円天 井 に星座 を映 し出 し,恒 星,惑
最 学校 星,太 陽,月 な どの位置 ・運 動 の模様 を映 し出す機 能が ほぼ 実現 さ

優 情 報テクノ科2年 花井 浩二 れて い る。星座 名,天 の川等 星座 の説 明が 出せ るの と,説 明 して い
〃 持塚 昌吾 る星座,天 の 川等 を点滅 させて,天 体 での位 置関係 が理解 で きる。

秀 〃 松浦 一生

賞 〃 鈴木慎太郎
〃 田川 素之

優 ゲーム 神経衰弱 サ ッポ ロハ イテ クア トラ ンプ遊 びで,各 カー ド(画 面 上)を1つ の オブ ジェ ク トと し

秀
カデ ミー専門学校 て 表現 しアイ コ ンの ク リ ップ等 の メッセ ージ を送 られた と きに,そ

賞
コ ンピュー タグラ れ に返答 する メソ ッ トと して神 経衰 弱 ゲーム を行 う。

フィック科2年 後藤 智絵
.

努 JAVAを 使用 した 静岡産業技術専門 イ ンターネ ッ トホームペ ー ジ記述言 語(JAVA)対 応 の ブラ ウザ を

力
イ ン ター ネ ッ ト上 の 学校 使い第二種情報処理技術者共通カリキュラムに則った問題を提示

賞
CAIア プリケーシ ョン 情報システム研究科2年 川島 功 し,そ の解答及び解説を行う。操作法の説明及び質問事項の受付け
"二 種 トレ ー ル" 〃 上村 貴弘 と電子 メ ール機 能 もあ り,全 体 的 に音 を楽 しめ る。

細

評

ぺ 与、

竺ピ 〆 壌 ㌧

ぐ

濠
㌶

　

/

展示 ・デモ風景
、

なお,本 コンテス トは,来 年度 も今年度 と同様 の

日程で実施 され る予定 になってい ます。詳 しくは,

事務局 までお問い合 わせ ください。

事務局:〒105東 京都港区芝公園3-5-8

財団法人日本情報処理開発協会

TEL:03-3432・9381

情報化 月間担当

FAX:03-3432・9389

●
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健全 な情報象ットワーク社会 を目指 して

「情報化月間記念国際シンポジウム」講演録

基調講演で

「犯 罪,プ ライバ シー,セ キ ュ リテ ィ,倫 理,及 び イ ンター ネ ッ ト

弁護士 オ ーガス ト・ペ ック ウェイ

ア メリカか らの教訓」

FBIと セキュ リテ ィ ・イ ンステ ィテユー トが共同

で428の 企業 を対象 に調査 し,コ ンピュータ犯罪 に

関す る最近の統計 を発表 しま した。 アメ リカ企業 を

中心 とした統計ではあ るものの,そ の結論 は一般的

に適用 で きると思い ます。それに よれば,ア メ リカ

で50%以 上の企 業がセ キュ リテ ィプ ログラム に関

す る技術的 な情報 を持 ってお らず,60%以 上 が政策

的 なものを持 ってい ない。20%以 上が被 害 を受 けた

か どうか把握 していないとい う状 態で した。 そ して

70%以 上の企業 が被害 に遭 ったにもかか わらず,警

察 に届け出を してい ませんで した。 ・

アメリカ司法省統計局が150の 企業 を対象 として

実施 した調査では,98.6%が コンピュータ犯罪の被

害 を受 けた と認めてい ます。そ して43.3%は25回

以上 の被害 を受けてい ます。被害 は,電 気通信 に関

する詐欺が第1位,従 業員 による無権限 アクセスが

第2位,従 業員以外 に よる不正 ア クセ スが第3位,

そ して第4位 が ソフ トウェアの海賊版 で した。はっ

き りした数字 までは分か りませ んが,ア メ リカでは

50億 ドル以上の損害が コンピュ■…一タ犯罪 によって発

生 しています。 インターネ ッ ト関連 の犯罪 となると,

総額 も件数 も全 く分 か らない状態です。イ ンターネ

ットは世界 をつ なぐため全貌がつかめないのです。

世界的規模でセキ ュリテ ィを専 門的 に研究 してい

る協会が,500の 企業の担 当役 員な どに インタビュ

ー調査 を しました。それに よると,28%が ハ ッカー
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に よる犯罪であ った ことが分 かってい ます。その他

が専 門的 な もの,あ るいは従 業員 による犯罪な どで

す。 しか しなが ら本当の意味での コンピュー タ犯罪

はハ ッカーによるものではな く,専 門的 ・職 業的犯

罪者 による ものです。

それか ら,ま だアメ リカ,あ るいは他 の世界 各国

で研 究 されていない分野は,イ ンターネ ッ トを使 っ

たテ ロの可能性 です。 これには非常 に大 きな金額が

かかわって きます。十分検 討 し,十 分 に意味のあ る

セキュ リテ ィプログラム を開発 していか なければ な

りませ ん。

内部者 による犯罪 も非常 に大 きな脅威 となってい

ます。 いろい ろな研 究報告書で は軽視 されてい ます

が,私 は真の脅威 だ と思い ます。不 満 を持 った,不

正直 な内部者は トロイの木馬 に匹敵 し,会 社 に とっ

て非常 に大 きな問題 にな り得 ます。パ スワー ドや,

あ る特定のセキュ リテ ィプログラムの弱点 を教 えて

しまう可能性 があるか らです。 ですか ら,従 業員 に

対 して も,特 にその主要な立場 にい る人 たちに対 し

て,秘 密 が漏 れ,そ れに よって大 きな問題が起 こら

ない ように していかなけれ ばな りません。いろいろ

な事例 を見てみ ると,内 部者が コンピュー タ犯罪 を

犯す助け をしています。

それか らもう1つ,こ の分 野での大 きな脅威 は,

職業的犯罪です。アメ リカや世界 の他 の国で シ ンジ

ケー トを組み,犯 罪 を専門的にやってい るグルー プ

があ ります。 インターネッ トによ り,彼 らの仕事 は

随分簡単にな りました。国内的な もの もあれば,国

際的な カルテルを組 んでいる もの もあ ります。職業

的犯罪 は,犯 罪学の上では非常 に興味深い ものだ と

思います。

アメ リカで は,産 業スパ イも非常 に大 きな脅威 に

なっています。競合会社 がプロのスパイを雇 って ラ

イバ ルの企業秘 密 を盗 んだ場合,起 訴 も逮捕 も難 し

い し,ま た被害 を受けた会社の方 も,訴 訟 となる と

秘密が公 にな って しまうため,法 廷 に訴 えることす

ら躊躇する ことが多 いからです。冷戦終了で失業 し

たKGBの エー ジェ ン トな どが技術 を買 われて産 業

スパ イを行 うようになって きてお り,こ れは非常 に

興味深い分 野ではないか と思われます。

もう1つ,こ の分野で将来的に もっ と大 きな問題

とな り得 るのは,イ ンター ネッ トが社会的 ・宗教 的

な狂信著た ちに よって使われる可能性がある ことで

す。 アメリカ南部 には,宗 教的な狂信者がた くさん

お り,中 には インター ネ ッ トは悪魔 の化身で あ り,

破壊 しなければならない と考 える人がいた り,キ ャ

ッシュ レスあるいはペーパー レスの社会 を,世 界が

終 末に近づいてい る証である と言 う人た ちさえいま

す。 これは非常 に大 きな問題です。

それか らもう1つ,ま だ十分 に検討 されてい ない

ものは,世 界規模 の国際的 な犯罪 カルテルです。マ

ネー ・ロンダリングや不法 な麻薬取 引,商 業取引に

お ける犯罪で も,利 用が非常 に活発化 してきている

に もかかわ らず,ま だ十分 にこういった国際犯罪に

焦点が当たっていませ ん。セキュ リテ ィプログラム

があ った として も,そ の中に シンジケー トに よる犯

罪が想定 され てい ないのが現状です。 また,こ のよ

うな犯罪 に対す る法 整備 も十分で はあ りませ ん。ハ

ッカーその他 のアマチェアの犯罪 とは違 い,シ ンジ

ケー トは,自 分たちは安全 な所にいて,他 の国 をベ

ースに して犯 罪 を行 い
,そ れ によって訴追 を免れる

こ とが往々に してあ ります。 タックス ・ヘプ ンがあ

るように,ク ライム ・ヘブ ンが存在す るのではない

で しょうか。

それか ら,イ ンター ネッ トにおける異常性 愛著 た

ちの問題 もあ ります。アメ リカ内外の異常性愛者 は

インターネ ッ トを使 って活動 してい ます。 また,組

織犯罪 によって コン トロールされている グループが

イ ンターネ ットを使 って売春その他 の性 に関連する

活動 を行 うことが分 かってい ます。 これ もやは り非

常 に大 きな問題 となるで しょう。 アメT)力 議 会では

インターネ ッ トを使 った性犯罪 を訴追するための通

信 品位法が成立 しま したが,違 憲だ と して最 高裁判

所 まで係 争 してい ます。選挙の後,議 会 で共和党が

優位 となる と,こ のような,特 にインターネ ッ トを

通 じて行 う性犯罪 に対 して,よ り大 きな動 きが出て

くることが考 え られ ます。 インターネ ッ トを使 った

性犯 罪は,ア メ リカだけではな く世界各国 において

これ か らます ます 大 きな問題 に なって くるで しょ

う。

インターネ ッ トその他 の コンピュー タ犯罪の1つ

にサ ボ タージュがあ ります。情報技術 革命 によ り,

い ろい ろな変 革 を遂 げ る に至 った わけです が ,産

業 ・社 会の脆 弱性 をも埋 め込 んだ と言 え ます 。銀
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行 ・大企業 で重要 なコンピュー タシステムのサボ タ

ージュがある と,大 きな損 害に もな ります。サボ タ

ージュは ,企 業 の重要 な鍵 とな る情報 システ ムのサ

ボ ター ジュを図 るこ とのみで 目的 を達成 で きます。

これは政府 の機関について も同 じことが言え ます。

間違 った情報提供 に よって株価 を操 作で きます。

従業員が個人 的な用途 に機械 を使 って しまうことも

あ ります。 また,情 報の窃盗 もあ ります。情報には

価値があ り,稀 少 品 とも言 えます。特 に企業秘密の

分野で は,情 報窃盗 は大 きな問題であ り,特 にイン

ターネ ッ トで は増大 してい ます。 それか らコピーの

問題 もあ ります。 どの ようなセキュ リティ対 策が と

られたと して も,こ ういった犯罪 ・問題 を完全 にな

くす ことはで きませ ん。

次 に,法 律的 な側面 について話 します。アメ リカ

で はコンピュー タ犯罪 に関するい くつかの法律 があ

り,最 も重要な法律 は,コ ンピュー タの乱用 ・悪 用

に関す る連邦法 です。法律 を成立 させ れば,犯 罪 を

な くした り,あ るいは犯罪者 を威 嚇で きる と考 えが

ちです。 アメ リカが犯 して きたこの分野での過 ちは,

法律 を成立 させ ることにのみ注力 し,実 際の捜査体

制 を整備 してこなか った ことです 。

ア メリカでは,FBIの 小 さな グループが コ ンピュ

ー タ犯 罪の捜査 に当 たってい ます。200人 以下で,

全米 の2,000万 台以上の コンピュー タを相手 にして

い ます。アメ リカは連邦制ですか ら,一 部 のコンピ

ュー タ犯 罪 はFBIに よって捜査 で きない場 合が あ

り,そ の土地の警察 の管轄にな ります。50全 ての州

が,コ ンピュータに関す る犯罪 を規定 して取 り組 ん

でい ますが,連 邦政府 と同様,警 察の捜査能 力の向

上には予算 を割いてい ませ ん。

捜査 当局 の管 轄権 の拡張 と能力 の増強 が必 要で

す。先進国で も,法 律 は成立 させている ものの,十

分 な人材育成が行われてい ませ ん。電子的 コミュニ

ケー シ ョンに関す る法 律で も同 じ状 況が あ ります。

これ は1986年 に制定 され た もので,不 正 アクセス

を行 うハ ッカー などを取 り締 まるため の ものです。

しか し,告 発件数は10年 間で16件 程度です。

インターネ ッ トの分野で は,企 業,政 府,個 人 に

つ いて偽の情報が流 されたこ とによる名誉穀潰訴訟

が頻発 してい ます。 ここでまだ解決 されていない問

題 は,例 えば電子掲 示板の オペ レー ターが間違 った

情報 を掲載 して流通 させ た場 合,そ の利用者 に対 し

て責任 を問 われるか否かです。

インター ネ ットのユ ーザ ーに対する倫理基準が ま

だ出来 てい ません。 こういった ものがあれば,特 に

若い世代 に対 して,何 が適切で何が不適切であるか

を明瞭 に線 引 きで きます。アメ リカで,過 去数年に

わた り,こ ういった倫理基準 を採択 しようとい う動

きが出て きてい ますが,こ れ を採択す る ことと,そ

れを実際 に実施 してい くこ ととは別です。特 にイ ン

ターネ ッ トの倫理基準は,そ れ に関す る関連技術が

要求されます。

予防策 として,物 理的な対 策,生 物統計学的 な手

段,デ ィジタル署名 な どによって,不 正な使用 を防

ぎ,企 業機密や取 引な どの安全 を保つ ことが挙 げ ら

れ ます。アメ リカでデ ィジ タル署名 は,ま だ法的に

一般署名 と同 じ地位 に至 ってい ませ ん。 デ ィジタル

署名は,ま だ まだこれか ら工夫が必要です。

アメ リカ議会で暗号化 について,今,2つ の法案

が審議 されています。1つ が 「暗号化通信プライバシ

ー法(EncryptedCommunicationsPrivacyAct)」

で,1587法 案 と して上 院で審議 されてい ます 。 も

う1つ は 「暗号 化 に よる セ キ ュ リテ ィ と自由 法

(SecurityandFreedomThroughEncryption

(SAFE)Act)」 とい う法案 で,下 院の3011法 案 と

して審議中です。 これには暗号化 され たものが どの 、

ように流通 し,ま た国外 に移転 されるか に関する問

題 もあ ります。

企業が中心 となって従業員 にセキュ リテ ィに関す

る教育 を行 うことが必要です。従業員がパスワー ド

を紙 に書いて,机 の下 にいつ も入れている ような状

態では まだまだ意識が足 りない,も っ とセキュ リテ

ィの必要性 に敏感 にな らなければな らない,と 思 い

ます。

次 に経営 者の役割です。経営者 は,残 念 なが ら,

世界 の どこで も,あ ま りセキュ リテ ィ問題 に理解が

あ りませ ん。アメ リカの大学 に も,世 界の高等教育

機関に も,ビ ジネスにおけ るセキュ リテ ィの重要性

を教える経営者向けのコースは余 りあ りませ ん。そ

れは大学教育 とい うよりは,警 察の管轄 に入 って し

まってい ます。セキェリテ ィシステム を確立 させ る

ために経営者が率先 して果たすべ き役割がある こと

が理解 されてい ませ ん。経営者 か らの支援が なけれ
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ば,企 業は有効なセキュ リテ ィ実施計画 を立てるこ

とがで きな くな ります。

アメ リカでは,特 に秘密保護 に関 して従 業員 と2

～3ペ ー ジの契約 書 を交 わ します
。適切 な手段 で,

セキ ュリテ ィを守 り,情 報の秘密 を保護す るこ とを

契約 します。政府機関 について も全 く同 じで,秘 密

保護規定 があ ります。いろいろや り方 はあるわけで

す。 しか しなが ら,こ の ような秘密保護 に関す る契

約 は して も,そ れ を実行 する会社が ほとんどない こ

とが1つ の問題です。そ うい った契約 を実行 してい

る会社 もあ るにはあ ります。 そ して非常 に効果的で

あることが分か って きています。

い わゆる捜査 の側面 について,少 し話 したい と思

います。コ ンピュータ犯罪 における問題は捜査 です。

政府機関が この分野で,ど ういった問題 に直面 して

い るか を示す例 を挙げ ます。政府機 関の者が 情報 を

第三機関に売ったわけですが,FBIの 捜査担当者 は

管轄 とい う大 きな問題 にぶつか りま した。国際的事

件で あったため,一 部の証人が 海外 にい たのです。

つ ま り自分 たちの管轄 下にい なか ったわけです。 も

ちろ んその 国の当局 の協 力 を得 られれば別 ですが,

この事件 では当局の協力が得 られず,証 人は協力す

るこ とがで きませんで した。 これが第1の 問題です。

第2の 問題 は,ア メ リカでは違法行為で も,他 国で

は違法行為 とならない場合があ ります。 したが って,

その国の法律 が問題 にな ります。 第3に,犯 罪人の

引 き渡 しです。アメ リカその他 の国 と条約 を結 んで

い ない国 も多 くあ ります。FBIが 個人に嫌疑 をかけ

て捜査 して も,そ の国が犯罪人を引 き渡 して くれな

い ことがあ ります。

日本 で も法律 が変 わ り,1987年 の刑法 には コ ン

ピュー タシステムに関連する犯罪 についての言及が

ある と思 い ます。 しか し技術 の進歩があ まりに も速

いので,コ ンピュー タ犯罪 が法律化 されて も,毎 年

それを修正 しな くては ならない状況です。 インター

ネ ッ トで現在起 きている問題 を取 り扱 うには,も は

や アメ リカの法律 で も適切 とは言 えませ ん。特 に管

轄範囲 とい った,イ ンターネ ッ トの国際性が問題で

す。今 日の世界は政 治的に も多極化 してお り,犯 罪

捜査で国際的 レベルの協力 を得る ことは難 しい と言

えます。

それか ら,1つ の企業,個 人に対 して価値のある

ものが,必 ず しもその他の企 業,あ るいは個 人に と

って も価値があ るとは言え ませ ん。 したがって,い

かに して情報の価値 を評価す るか,こ れが犯罪訴求

において難 しい とい う問題 もあ ります。

企業秘密 とい うことになれ ば,情 報が真 に秘密裏

の ものであ った こと,つ まり限 られた人以外 には入

手で きない状態であったこと,さ らに情報 に価値が

あったこと,競 争相手 に とって も価値 のある情報で

あったこと,そ の情報 は他の人か ら借 りたのではな

く,そ こで開発 されていたこと,な どを被害者が証

明 しなければな りませ ん。 これは大変難 しい ことで

す。

しか し,で きない ところがあるに して も,企 業あ

るいは政府機関が重要な役割 を果た し,か つ,コ ン

ピュ ータ犯罪 を防 ぐことがで きる措 置があ ります。

それは第1に,包 括 的なセキ ュ リテ ィプログラムの

実行 です。第2は,経 営者側が よ り強 くセキュリテ

ィの必要性 を認識 するこ とです。 コンピュータ犯罪

10件 のうち9件 までは,経 営者側 に何 らかの ミスが

あったことに原 因があ ります。セキュ リテ ィプログ

ラムは文書の上 では存在 して も実施 してい なかった

とい う点 に対 する責任 があ ります。

次 に非常 に重要 なことは,公 表す ることです 。面

目を保 つ ため に被 害の公表 も届 け出 も しない こ と

は,犯 罪 を助長す る非常 に大 きな要素です。被害 を

受 けた企業 は,な かなか捜査当局 に協力 しません。

多 くのハ ッカーた ちは教育水準が高いため,そ れ を

十分知 った うえで企業 を攻撃 します。 したが って,

捜査 当局 と企 業 との協力関係 が非常に大切です。

重要な点 は,実 際 に犯罪の現場 でデー タがい じら

れた ことを実証 する ことです。経営者側 と して は,

セキュ リテ ィ担当役員 な どが共 に対処 しなければな

りませ ん。そ ういった証拠,立 証 をどの ように行 う
し

か とい う ガイ ドライ ンを定 めてお く必要 が あ りま

す。証拠 が改 ざんされ,捜 査 当局 が起訴 で きな くな

るような事態 を避 けるため,証 拠 に関す ることを明

確 に文書 の形 で定めておかな くてはな りませ ん。経

営者 もそのガ イ ドラインに従って行動す る必要があ

ります。ぜ ひ この点 は将来の課題 として考 えてもら

いたい と思い ます。

こういった犯罪分野 においては,捜 査 当局だけで

は十分な リソーースがあ りませ ん6で すか ら企 業が捜
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査当局 と一丸 となって対処 し,証 拠 を集め,捜 査 当

局 を通 して立証 し,起 訴 に持 ってい くまでの準備段

階 を終了するこ とがで きる,そ ういった一連のモデ

ルが必 要になって きます。 この ように,企 業が捜査

当局 と協力 して,刑 事事件 として起訴で きる ように

持 ってい くという例 はよ くあ ります。

セキ ュ リテ ィは ます ます重要性 を増 してい ます。

セキュ リテ ィ対策全般 としては,技 術的な措 置だけ

では十分 でな く,十 分 な訓練 を受けた捜査 当局の協

力が必要です。検察官 も司法関連当局 も訓練 が必要

です。

環境 の変化 に合わせ た法律の整備が非常 に重要 に

な って きます。 その次 に官 と民の協力が必 要です。

コンピュー タ犯罪 は,政 府 だけで も,民 間だけで も

解決 で きる もので はな く,両 者の協力が必要 です。

そ して問題点 を十分 に認識する ことです。現在で も

ハ ッカーが横行 し,組 織犯罪の活動が あ ります。将

来は,こ れ らが全 てインターネ ッ トに食い込んで く

るで しょう。 ですか らまず我々は全体 を把握 し,歴

史か ら学ぶべ きだ と思 い ます。 どの文明 を見 て も,

その時代の色 々な展望があ ったわけです。今の時代

は,エ キサ イテ ィングな興味深 い時代であ ると思 い

ます 。そ して我 々1人 ひと りがその時代 における役

割を担 っていると思い ます。イ ンターネ ットは,い

ろいろな課題 を提起 してい ると同時 に,非 常に興味

深 い,ア トラクテ ィブな分野で もあ ります。

基調講演2

「ネ ッ トワー ク社 会 とプ ラ イバ シ ー」

一橋大学 法学部 教授 堀部政男

情報化社会 を私 は3つ に分 けて考 えてみたい と思

います。

まず,マ ス ・メデ ィアとの関係 で情報化社会 とい

う概念が生 まれた ことを考 えます と,マ ス ・メデ ィ

ア情報化社会 とで も言 える時期 が登場 します。それ

との関係 でわが国ではプライバ シー問題 も論 じられ

るようにな りました。

第2は,コ ンピュー タ化 とのかかわ りで議論が出

て きた時期です。 これ をマス ・メデ ィア情報化社会

と区別す るため にコンピュー タ情報化社会 と呼 んで

み ます。 そうい うコンピュー タ情報化社会 とのかか

わ りで もプライバ シー問題 は大 き く論 じられる よう

にな りました。

そ して第3は コンピュー タを中心 と した情報処理

技術 と通信技術 の結合によ り出現 した,ネ ッ トワー

ク情報化社会です。

まず,日 本でプライバ シー問題が一般 に論 じられ

る よ うに な った の は,1961年 に三島 由紀 夫 氏 の

「宴 のあ と」 とい う小説 がプ ライバ シーを侵害 して

い る と して訴訟 が提 起 された時 か らです。1964年

に 「宴のあ と」事件の東京地裁 の判決が下 り,プ ラ

イバ シーの権利 を,私 生活 をみだ りに公開 されない

とい う法的保 障ない し権利である と判 じました。 こ

れ はアメ リカで1890年 にプライバ シーの権 利が主

張 され た 時 に 出 た,1人 に して お か れ る権 利

(righttobeletalone)を 特 にマス ・メディア との

関係 で定義 した ものであると見ることがで きます。

この定義は この訴訟 との関係 ではその通 りです け

れ ども,こ の定義 か ら日本のプライバ シーの議論が

始 まってきたため,プ ライバシーとい うと何か他人

に知 られた くないこ と,秘 密,私 生活 といったもの

として理解 されるこ とが多いのではないか と思い ま

す。 そのため,プ ライバ シーを守るのであれば,秘

密 を守 るように しておけば よい,例 えば,国 家公務

員法IOO条 に守秘義務 の規定があ りますが,国 家公

務員 は秘密 を守るのだか ら,プ ライバシー は侵 害 さ

れない という議論があ りました。

ところが,日 本で盛 んにマス ・メデ ィア情報化社

会 との関係 でマス ・メデ ィア ・プライバ シー につい

て論 じられていた時,ア メ リカではコ ンピュー タ情

報化社会が論 じられ,そ れ に伴 うゴ ンピュー タ ・プ

ライバ シーの議論が展 開されてい きます。そ こで出

て きたのは,プ ライバシーの権利 は単 に知 られた く

ない ことで はな くて,自 分の情報 は自分の ものであ
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」裏㎜ECRE幻o石 口!

るか ら自分で それ をコン トロールす る権利 を持 って

いる という,自 己情報 コン トロール権 と して理解す

る もので した。

国際的 にはむ しろ 自己情報 コン トロール的側面 を

非常 に強 く打 ち出 して問題 を考 える ようになってき

てい ます。 ですか ら,プ ライバ シーの問題 を論 じる

際には,そ うしたこれ までの古典的,消 極的 な,1

人に しておかれる権利 とい う理解 に加えて,現 代 的,

あるいは積極的 ・能動 的な,自 己情報 コン トロール

権 という側 面 をも念頭 に置 きなが ら考えてい く必 要

があ ります。そ うした議論が コンピュー タ情報化社

会の 中で生 まれ,ま た,ネ ッ トワーク情報化社会の

上で も議論 されているわけです。

日本 では,コ ンピュー タ社会 との 関連での プライ

バ シー問題 は,ア メ リカの1960年 代 の議論 より少

し遅 れて関心が寄せ られるようにな りま した。そ う

い う中で比較的早い時期 にこの問題 点 を指摘 してい

るのが,1969年5月 に発表 され た産 業構造 審議会

の情報処理お よび情報産業の発展 のための施策 に関

す る答 申です。 この 中で,「 情報 化社 会 にお ける政

治 と行 政に関 し展望 を行 うことは困難であ るが,次

のい くつかの点が指摘 され る」 として,「 プライバ

シーの保護が社会活動全般 を通 じての緊要の課題 と

なるが,特 にあらゆる個人 と組織 の プライバシーを

掌握 し,こ れ を利用する機会 を与え られる政治 と行

政 か らの国民の擁 護が 問題 となろ う」 と指摘 してい

ます。

この時期 になる と,コ ンピュー タ情報化社 会 との

かかわ りで,さ まざまな形でプライバ シーへ の関心

が高 ま り,1970年 代 に入る と,国 会で も議論 され

る よ うにな って きます。1970年 代 は諸外国 におい

て法律が 出来,わ が国で も調査 を行 うようにな りま

した。特 に1975年 はエ ポ ックメーキングな年 で し

た。戸籍の公開の問題 な どいわば古典的 なプライバ

シー権 の問題 についての答 申が出 るとか,あ るいは

行政管理庁 が電子計算機利用 に関する意識調査結果

を発表 して コンピュー タ社 会 におけるプライバシー

についての国民の意識 を明 らかにす ることがあった

り,東 京都国立市で,国 立市電子計算組織 の運営 に

関す る条例が制定 され,そ の中で個人的秘密 の保護

が うたわれた りしました。 これは最初のプライバ シ

ー保護条例である と当時関心 を集め ま した
。 さらに

この時期 には,社 会党が法案 を出 した りしました。

この ように,70年 代 にはプライバ シーが コンピュ

ータ情報化社会 とのかかわ りで も論 じられる ように

な り,自 己に関す る情報 の流 れをコン トロールす る

個 人の権利 だとい う認識 が,次 第 に一般 化 していっ

た と言える と思い ます。

80年 代 に入る と,ネ ッ トワークとのかかわ りで問

題 を論ずる面がでて きま した。その大 きなきっかけ

になったのが,1980年9月23日 にOECD(経 済協

力開発機構)の 理事会が採択 した 「プライバ シー法

と個 人デー タの国際流通 についての ガイ ドラインに

関す る理事会勧告」 です。

当時,日 本の一般 的な レベルでは,OECDで その

ような議論が行 われていることはほ とん ど知 られて

お らず,後 でOECD理 事会勧 告が有 名 になって き

た段 階で,改 めて注 目を集 める ようにな りました。

日本 もOECDの 一員 と して この理事会勧告 をど う

受け止 めるのか とい うことで,現 在の総務庁 の前 身

であ る行政 管理庁 が,1981年1月 に研究会 を設置

し,OECD理 事会勧告 をさまざまな角度か ら検討 し

ました。

OECD理 事会勧告 は,個 人 デー タの保護のための

8原 則 を掲 げてい ます。 この8原 則 を,行 政管 理庁

の プライバ シー保護研究会の報告書 では,5原 則 に

要約 しました。第1が 収集制限の原則,第2が 利用

制 限の原則,第3が 個人参加 の原則,第4が 適正管

理 の原則,第5が 責任 明確 の原則 と しま した。 これ

を基本 に して新たな法律 を制定する必要 があること

を提唱 し,ま た,そ れ とともに1Q項 目にわ たる具

体的方策 も掲 げま した。

この報告書 は,今 日ほ ど,明 確 にポッ トワー ク社

会 を認識 していたわけで もあ りませ んが,情 報処理

技術 と通信技術 の結合 による情 報化 の急速 な進展 に

対応 したプライバ シー保 護 をどう図るべ きか も述べ

てい ます。 その意味では,ネ ッ トワーク情報化社会

とのかかわ りで プライバ シー問題 を論 じたわが国初

の文書 であると言え ます。 この行政管理庁の報告書

は,そ の後 もさまざまな所 で使 われ,日 本 における

プライバ シー問題 を論ず る際 の1つ の参考資 料にな

ってい ます。

しか し,OECDの 理事会勧告 を踏 まえた行政管理

庁の プライバ シー保護研究会の報告書 がその まま立
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法化につながったわけではあ りません。当時の臨時

行政調査会においても,行 政改革という観点か ら,

個人情報保護のあり方が論 じられていました。1983

年3月14日 の臨時行政調査会の最終答申の中では,

法的措置を含め個人データ保護にかかる制度的方策

についても,積 極的に対応することになりました。

行政管理庁のプライバシー保護研究会では,ヨ ーロ

ッパの状況などを踏まえ,新 しい立法が必要だと提

唱 したわけですが,こ の臨時行政調査会の最終報告

は 「法的措置を含め」ということであ り,こ の法的

措置はワンオブゼムと位置づけられました。この臨

時行政調査会の報告書の方がむしろその後の立法化

にはつながっていて,そ こでの考え方は,行 政が保

有 している個人情報が適正に保有され,ま た処理さ

れることに対 して国民の信頼を得 るという観点か

ら,い わばソフ ト面の行政改革の一環として,こ れ

を論ずるようになってきています。

そ ういう中で,総 務庁において,1985年 に新た

に,行 政機関における個人情報の保護に関する研究

会が開催 されるようになりました。この研究会の報

告書を基 にして出来たのが,1988年 の行政機関の

保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関

する法律です。この法律は題名からも明 らかなよう

に,国 の行政機関という公的部門をまず対象にして

います。 もう1つ は電子計算機処理に係る個人情報

である点です。

世界的には,1つ の法律で公的部門も民間部門も

対象にする,オ ムニバス方式の法律が主流であ り,

また,コ ンピュータの重要性は高 まっていますが,

それと同時にやはり手作業処理の個人情報について

も,適 正な法的措置を講 じていく考え方です。その

点,日 本の場合は,公 的部門と電子計算機処理 とい

う限定 されたものですが,こ の法律が出来た意味は

大変大 きく,こ れまでわが国の立法のスタイルとし

てはなかった新たな規定が盛 り込まれています。

この法律は公的部門のみを対象にしているため,

民間部門をどうするかという議論が,そ の当時から

今 日まで残っています。欧州連合との関係でも,特

に民間部門が保有する個人情報をどのように保護す

るかが非常に大 きな問題になりつつあります。行政

改革の一環 として問題が論 じられた事情 もあ り,ど

うしても公的部門の方が中心 になっています。民間

については,行 革大綱の中でも 「なお書き」 として,

各省庁がそれぞれ所要の連絡調整を図りつつ検討を

進めると触れられているだけで,ど のような措置を

講ずるか明確に述べていません。

そういう中で,い くつかの省庁で,こ の問題が検

討されてきました。ひとつは消費者信用情報機関に

関するものです。 日本で も特にクレジット関係のも

のでは1億 件 を超える個人情報を保有 している状況

があ り,銀 行系でも5～6千 万件,庶 民金融系では

人数で1,100万 人 ぐらいの情報を保有 し,処 理 して

います。毎 日,相 当の件数の照会等があり,使 われ

ている実態があります。

こういう話 を外国ですると,よ くそれに対 して法

律を作 らないでやっていけるものだという話になり

ますが,日 本では通達で対応 しています。金融機関

等におけるものも出来てい ます。それから,日 本情

報処理開発協会が,1985年 度から民間部門におけ

る個人情報を守るためのガイ ドラインの検討を開始

し,約3年 かけて1988年 にようや くまとめたもの

を,通 商産業省の機械情報産業局長の研究会で検討

することになり,そ の結果が1989年 の4月 に出ま

した。それを受けて,通 商産業省では関係局長名で

通達を出す とともに,告 示も出 しています。

その後,郵 政省の電気通信事業における個人情報

保護に関する研究会の報告が出まして,そ れを基に

ガイドラインも出ることになっています。最近 も,

郵政省はデジタル放送加入者の個人情報保護のため

の指針をまとめました。このように民間部門で個人

情報保護を図るべ く,関 係省庁は大変な努力をして

きていますが,世 界的に見ると,こ れだけで今後の

議論にうまく対応できるのだろうかという感 じを個

人的には持っています。

そういった世界の流れとの関連に入る前に,地 方

公共団体において個人情報,プ ライバシー保護の条

例がで きていることに触れておかなければなりませ

ん。東京都国立市が1985年 に条例 を制定 して,既

に21年 たっていますが,1996年4月1日 現在,約

3,300あ る自治体 の うち,3分 の1強 にあた る

1,202団 体で条例が制定 されています。その大部分

は,地 方自治体という公的部門自らが保有する,電

子計算機処理にかかる個人情報 を対象にしています

が,最 近ではむしろ,民 間部門をも対象にし,ま た
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手作 業処 理 を も対 象にす る傾向が出 て きてい ます。

これは実は行 政管理庁の プライバ シー保護研究会の

報告書 を介在 に してOECD理 事 会勧告 の影響 を強

く受 けた結果 です。

神奈川県が1990年 に個 人情報保護条例 を制定 す

る際,OECDの 理事会勧告 は もとよ り,諸 外 国の法

律の制定状 況,ま た運用状 況等 も調査 し,地 方 自治

体の条例 とい う法的枠組みの中で最大限可能 なもの

をとい うこ とを目的 に して作 りま した。それは ,自

治省の研究会で もその方 向を認め ることになったわ

けです けれ ども,民 間部 門をも対 象に し,民 間部 門

の任意の登録制 を設 け,ヨ ー ロッパ の法律 に非常 に

近い もの になってい ます。

日本 の状況 を見て くる と,欧 米 ,特 にヨー ロッパ

との比較で,今 後 どうなるか を考えていかなければ

な りませ ん。 先進国 の集 ま りであるOECD加 盟 国

29ヶ 国中25ヶ 国で法律 が制 定 されてい ます。 まず

1970年 代 にい くつ かの主要 な国で は法律 が出来 て

い ます。そ ういう法律 との関係で ,OECDの 理事会

勧告が出来て きたわけです。 この ところ,ア ジアで

法律が出来ている点が注 目され ます。韓国 では個人

情報保護法が制定 され,ま た信用情報の利用お よび

保 護 に関す る法律 も制定 され てい ます。香港 では

1995年 に法律 が制定 されてい ます し,ま た台湾 で

も法律が制定 される状況が 出て きてい ます。 その他 ,

新 しい動 きは次 か ら次へ と出て きている状況 にあ り

ます。

今 日の ようなネ ッ トワー ク情報 化社 会 におい て

は,特 にイ ンターネ ットの世界では,情 報 は国境 を

越 えて流れ ます。そ うい う環境で,個 人情報 をどう

保護 してい くのか。 これが国際機 関等 において非常

に大 きな関心事 になってい ます。比較的 に早 い時期

に目 を付 けて取 り組 んだのはOECDで す。 それ と

同 じ時期 に議論 を してい たの は欧 州評議 会 です 。

OECDと 欧州評議会 は70年 代 の終 わ りか ら80年 に

かけて互い に情報交換 をしなが ら,ほ ぼ同 じような

内容の もの を作 って きました。欧州評議会の方 は条

約です。OECDの 場 合は勧告です。

ヨー ロッパでは,EC統 合が進んでお り,1990年

7月,個 人デ ータ保護の提案 を しま した。 まず全体

を見た 中で,日 本 で もこの問題 を真剣 に論 じなけれ

ばならないと思 ったのは,24条 の第三国への個人デ

ー タの移転 についての規定です
。EUが 第三国に対 し

て求めている レベルは非常 に高 く,十 分な レベ ルの

保護措置 をとってない国に対 し,構 城 国は個人デー

タを送 ってはな らない とい う規 定をそれぞれの国の

法律の中に設けるべ きだ と規定 していたわけです。

例 えば ヨーロ ッパ人が,日 本 に来て どこかの店で

クレジ ッ トカー ドを使 お うとす る。そ うする と,そ

のク レジ ッ トカー ドが真正 なものか どうか ,与 信 限

度額は どうか を,場 合 によっては調査 します。そ う

す る とそ の人の個 人情 報が そ こに蓄積 されるわ け

で,そ のデー タが 日本では どう法的 に保護 されるの

かが問題になるのです。十分 な保 護が ない となると,

日本 には個 人 デー タを移転 で きない こ とにな りま

す。 そ うなる と,ク レジ ッ トカ・一・一ドは,EC国 以外

の国で も十分 な保護 をとっていなければ使 えないこ

とにな ります。

これはまた さらに,メ デ ィアの問題等 とも関連 し

てきます。マスメデ ィア情報社 会を念頭 に置いた場

合,そ ういった保護措 置 を講 じない国 に情報 を出 さ

ない ことになると報道 の 自由の問題 とも関連 して き

ます。 この点は,デ ー タ保護 と表現の 自由を調整す

る規定 を設 けてい ます。

1992・年の10月15日 に,欧 州委員会は 「個人デー

タ処理に係 る個人の保護お よび当該 デー タの 自由な

移動に関する理事会指令の改正提案」 を明 らかに し

ました。 ここでは題 名に 「当該デー タの 自由な移動

(freemovementofsuchdata)」 とい う文言が 入

りま した。つ ま り,最 初の提案 である 「個人デー タ

処理 に係 る個人の保護 に関する理事 会指令提案」 に,

「自由 な移動」 あるいは 「自由 な利用」 と言 って も

良い と思い ますが,そ うい うもう1つ の価値 が入っ

て きたわけです。 その後調整 が図 られ ,1995年 の

2月20日 に コモ ンポジ シ ョンが採択 され ま した。

これは同年2月26・27日 にブ ラッセルで開催 され

た情 報 サ ミッ トに向 けた もので ,そ れ を踏 まえ,

1995年7月24日,指 令が採択 され て ました。正 式

な文書 として公表 したのは,1995年10月24日 です。

この最終指令 によ ります と,第 三国への個 人デー

タの移転 は,ま ず第25条 に,原 則 と して十分 な レ

ベ ルの保 護 を確保 してい る場 合 に限ってデー タの移

転 を行 うことが で きるこどを規定 しなけれ ばならな

い と述べ ています。そ して ,第 三国によって保障 さ
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れる保 護の レベルの十分性 は,25条2項 で,「1つ

のデー タ移転の運用 または一連のデ ータ移転 の運用

に関す るあ らゆる状 況に鑑み,評 価 されなければな

らない。特 にデー タの性格,予 定 されている処理 の

運用 の目的及び期間,発 出国及 び最終 目的国,当 該

第三国において有効 である一般的お よび分野別の法

規範,並 びに当該国において遵守 されている専 門職

業 の規範お よび安全対 策保護基準が考慮 されなけれ

ばな らない」 と述べ てい ます。

現在,通 商産業省 では前述 のガイ ドラインを どの

ように改訂す るか,EUの 新 しい動 きに対応 して検

討 を進めてい ます。当面はガイ ドラインで行 くこ と

にな ります けれ ど も,そ の場合,こ の25条 第2項

の十分性 に関 し,通 商 産業省 のガイ ドライ ンが どう

評価 され るのか。法律 はな くとも自主的な ガイ ドラ

インで保護措置 を講 じていれ ば,十 分な レベルの保

護 と見な されるのか,直 ちに確定 的な答 えを出す こ

とはで きませ ん。現在EUと 交渉中です。 アメリカ

の場 合,今 の ところ,連 邦政府の明確 な方針 は決 ま

ってい ませ んが,カ ナ ダは2000年 まで に民 間 を対

象 とする法律 を制定す ると言 ってい ます。 オース ト

ラリア も日本 と同 じような状 況で,信 用情報 までは

広 げ ましたが,そ れ をさらに民間に も広 げる法律 を

作 る ところです。

知的財産権 の場合,財 産権 であるため,さ まざま

な分野 で保護 のための研 究が行 われていますが,プ

ライバシー といった人格権 は,ど うも忘れ られが ち

です。今 日,ネ ッ トワーク情報化社会 の中で,情 報

化の問題 が さまざまに論 じられてい ますが,グ ロー

バル な視点 で見 ると,プ ラ イバ シー保護 の世界 は,

やは り確実 に広 がって来 てい ます。そのこ とにぜ ひ

関心 を持 って頂 きたい と思 います。

基調講演3

「コ ン ピュ ー タ2000年 危機 を巡 る誤 解 の数 々」

OAコ ンサルタン ト 佐 藤恒 夫

2000年 危機 の問題 については,か な り誤解が ま

か り通 ってい ます。 まず 「コ ンピュー タが2000年

になる と狂 う」 とい う言 い方が大 きな誤解 の元 にな

っています。コンピュータが狂 うはずはあ りません。

コンピュー タは人 間が命令 した通 りに動 いているの

であって,問 題は コンピュー タに指 令 を与 える人 間

の作 ったプ ログラムにあ るのです。2000年 危機 の

核心 はソフ トウェアである とい うことを初めに明確

に してお きたい と思います。

10～20年 ほ ど前 に作 られた プロ グラムには西暦

を下2桁 で管 理 してい る ものがあ ります。2000年

を下2桁 で表 す と 「00」 にな り,コ ン ピュー タは

1900年(明 治33年)と 誤解 して,そ れ以降 はそれ

を前提 に処 理 します。 また,「99」 や 「00」を異常

数値 と見 な して処理 を停止す る命令 を入れている場

合が あ り,突 然 コンピュー タが止 まることもあ り得

ます 。 これが世 に言 われ る 「コンピュ一輪タ2000年

危機」 です。

これ を防 ぐ対策 は決 して難 しい ものではあ りませ

ん。2桁 で書いてあった ところを4桁 に直 し,そ こ

か ら影響す るところ を全部直 してい くか,あ るいは

2桁 の ままで も,コ ンピュー タが 「勘違い」 した り

「つ まず いた り」 しない ような工 夫 を施せ ば問題 を

避 けるこ とがで きます。 しか し 「言 うは易 く行 うは

難 し」 で,こ の比較 的単純な 「手入れ」 が,実 際に

やる となる と大変な時 間と人手 を食 う大量 の仕事で

あることが分か ってきました。

2000年 危機 を巡 る第1の 誤解 が ここか ら生 まれ

ます。 そうい う 「単純で大量 の仕事」 こそ コンピュ

ー タの得意分野 だろう
,コ ンピュー タにや らせ れば

短期 間で解決す るはずだ,と 。実は,こ の ような考

えは100%の 誤解 とは言 えませんが,大 事 な点 を見

逃 してい ます。それは,プ ログラムの中か ら 「手入

れすべ き個所」 を探 し出すの は,多 くの場合人 間の

仕事であ り,コ ンピュー タに とってはかな り不得意

の分野である ということです。 アメ リカにお ける実

例 では,2000年 対応作 業の うち,こ の よ うな 「問

題個所」 の追跡 ・発見 に全工程 の40%近 くが 費や
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され,さ らに40%が 最終工 程の 「テス ト ・検 証」

に振 り向け られ,実 際 に 「修 正」 に必要 だったの は

全体 の20%を 切 る,と い う実 績 デー タがあ ります

(も ちろん,た とえ全体 の20%に 当 たる工 程で も,

コンピュータの力 を借 りて省力化す ることにはそれ

な りの意義があ りましょうが…)。 で は ,な ぜ 「問

題個所」 の特定(こ の作業 を 「プロ グラムの現状解

析」 と呼 び ます)に て こず るのか。 日本 ではアメ リ

カ以上 にこの段階の作業に困難が あると言われ ます

が,そ れ を説明するにはこれ らの 「古い」 プロ グラ

ムが どの ような環境 で生産 されたか振 り返 ってみ る

ことも必要です。

率直 に言 って,今 か ら10～20年 前 の 日本 の ソフ

トウェア業界 の実態は,多 分 に 「手工 業形態」 で ,

アメ リカなどと比べ て遅れ てい ま した。他 の成熟 し

た生 産形 態 をとる,例 えば 自動車 工 業 な どで も,

時 々欠陥部品の リコールな どが起 こりますが,そ の

際 には きちん と問題の部品の 品番 な どが公告 され ,

ユーザーは手近の修理工場 で簡単 に手直 しが受け ら

れ ます。近代 的な工 業では,部 品 な どの 「標準化」

とそれ らの 「ID管 理」が徹底 してい るの で ,こ う

いった対応 が可能 なのです。 日本 のソフ トウェア生

産で も,部 品(「 プログラムモジュール」 な どと呼

ばれてい ます)を 組み合わせ て完成型 プログラム と

する 「省力化」 は早 くか ら採用 されてい ました。 し

か し,こ の ような合理化 に当た り,必 ず表裏一体で

考 えな けれ ば ならない 「標準 化」 と 「ID管 理」 の

面で はお粗 末だった と言 えます。つ ま り,単 に コス

トを下げる とい う意味でモジュール手法 を採用す る

にとどまり,モ ジュールの標準化や履歴管理が極め

てあやふや だった。ですか ら,今 問題 になっている

「日付 部分」 のモジ ュール も,い つ,誰 の手で組 ま

れ,ど の ようなケースで使 われていたかな どについ

て,深 く検討 されない ままイージーにコピーが繰 り

返 され,そ れが新規 に作 ったプログラムの どこに埋

め込 まれているのか も不確 かであるとい うケー スが

多 い。 このへ んの管理 が しっか りしていれば,今 回

の2000年 にあた っての 「現状 解析」 はず っ と容易

であ ったはずだ し,そ うなれば 「現状解析」面で も

コンピュー タが十分 に活用で きたはず なのです。 し

か し,そ のような手がか りのない状態で,主 として

人 間の勘 と根気 の作 業 に頼 ら ざる を得 ない となる

と,今 度の2000年 対応 は極端 に 「労働集約 型」の

仕事 になって しまいます。

そ こで,第2の 誤解が 出て きます。 「昔 ,ソ フ ト

ウェア技術 者が足 りない とい う予測が出 て,ず いぶ

ん増や したはず じゃないか。今 は景気 もよ くない し
,

プログラマは余 り気味だ ろう。」 あるいは 「ど うし

て も日本 国内で調達 で きなかったら,海 外 か ら呼 ん

で くればいい じゃないか。」 これが何 れ も,そ う簡

単 にはいかない事情があ ります。

まず,日 本 の ソフ トウェア業界 のSE・ プロ グラ

マの数は,決 して増 えてはい ませ ん。その理 由の1

つは,先 ほど述べ た省力化 の工夫 によ り当初予想 ざ

れたほ どSEや プ ログラマの数 は必 要ない ことが分

かったこと,も う1つ は,や は りバブル崩壊 以降の

不景気 に よ り各社人減 らしが あった ことです。今 ,

景気 は必ず しも上向いてはい ませ んが,不 況時代 に

手 を着 けられなかった仕事がソフ トウェア業界にも

回 って きて,今 は需給 関係 がや や堅調 です。2000

年対応 といって も,そ れ においそれ と技術者は割け

ない というのが各社の言い分です。

2000年 問題 に限 って言 えば ,実 は もっ と困 った

問題 があ ります。それは,不 況期の リス トラで,今

1番 必要 な,比 較 的年配層の技術 者ほ ど整理の対象

になって,現 在 この層が極端に少 ないこ とです。プ

ログラムの分 野では ,近 年,技 術 の変化が激 しく,

この ような年配層が得 意 としていたCOBOL言 語の

仕事が な くな り,「cjと い う新 しい言語の世界 にな

りま した 。 この よう な言 語 の 世代 交 代 が,長 年

COBOLに 親 しんだ技術者の整理 を促 しま した。 と

ころが皮 肉な ことに,今 回の2000年 危機 で問題 と
　

なる 「古い」 プログラムは,ま さにCOBOLが 幅 を

利かせていた時代 の産物 なのです。 この時代の技術

者が もし幸 いに も残 っていたな ら,そ れ こそ経験 と

勘 が物 を言 い,「 解析 」作業 もはか ど ります。 しか

し,COBOLの 経験 の ない技術者 では歯が立 ちませ

ん。COBOLの 技術者数が絶対的 に不足 してい るこ

とが,2000年 問題の人材面での大問題です。

では,海 外 か らソフ トウェア技術者 を集めればい

いではないか とい う意見が 出てきます。 しか し
,こ

れについては ソフ トウェアエ ンジニ アリングとは別

の問題があ ります。 日付が出て くる ようなプログラ

ム といえば,会 社業務 を扱 うものが多いで しょう。
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日本の社 内業務が どの ような流 れになってい るか を

ある程度 分かっている人 間で あれば,COBOLの プ

ログラムを1行1行 見てい くような ときで も,当 然

ここで何 かの ファイル を見 に行 ってい るだろ うとい

った ように,大 体の見通 しが つ きます。 ところが 日

本 の ビジネスのや り方 は世界 の定番 とは言 えませ ん

か ら,海 外か ら一時的 にやって くる助 っ人 プログラ

マに とってそれ をのみ込 むこ とは余計 な負担 となる

で しょう。 また,日 本語 の表現の問題 も無視 で きま

せ ん。 プログラムに 日本語 は関係 ないだろ うと思 わ

れるか もしれ ませんが,日 本人の書いたプロ グラム

の中には,結 構 ローマ字表記 で 日本語が書 いてあ り

ます。それが理解 で きない とや は り困った ことにな

ります。 さらに,そ れ よ りも気がか りなのは,2000

年対策 は全世界規模 のプロジェク トであ り,世 界の

プログラム技術 者の人 的資源 もほ とん ど欧米市場 に

出尽 くしている…その中で ささやかれている 「世界

的なプログラム コス ト ・インフレ」の不気味 なうわ

さです。

さて,3番 目の誤解 です。皆 さんの中には,た ま

た ま自分 の職場 の コンピュー タ画面 を見た ら西暦が

4桁 に なっていたか ら大丈 夫だ とか,プ リン トした

ら4桁 で出て きたか ら大丈夫 だろう と思 う方 もいる

で しょう。 ところが,実 は出力 と内部の処 理が違 っ

ている場合 も多いのです。つ まり,コ ンピュー タの

中では2桁 で処理 していて も,出 力 では分か りやす

い ように 「19」を加えて4桁 表示 してい るのです。

2000年 以降 になった ら逆 のケース もあ り得 ます。

内部 を4桁 対応 に して も,従 来2桁 で設計 して しま

った外部の デー ターベ ースが た くさんあるため,こ

れをい ちい ち4桁 方式 に直 してい た ら大 変だか ら,

外側 にはまた2桁 に して出す とい った ことです。 こ

の よ うなときに問題 にな って くるのは,他 の会社,

あ るい は同 じ社 内の他部 門 との間で きちん とした取

り決めが行 われるか どうかです。互 いに何 の相談 も

な しにバ ラバ ラの対応 を して しまうと,将 来大 きな

問題が起 こって きます。今,日 本の企業 はほ とん ど

ネ ッ トワー クでつなが ってい ます。その時に,あ る

ところが 「こうい う方式で2000年 に対応 しま した

か ら,こ うい うデータを送 り出 します」 と言 って も,

受 け取 るほ うがその通 りにや っていなければ必ず し

もう ま くい くとは限 りませ ん。2000年 対応 は,そ

うい う意味では 自社 の中だけで解 決する問題で はな

いのです。

最後 に,ま だ2000年 までは3年 以上 あるか ら大

丈夫だ とい うの も大変大 きな誤解 です。私 に言 わせ

ると,実 際 に残 された時 間はあ と2年 そ こそこです。

なぜ か。新 しいシステ ムを完全 に作 り直 した り,か

な り大がか りな リフォーム を した場合,当 然,前 の

古い もの と並行 して1年 間 くらい様子 を見 ます。そ

うす る と1999年 は,実 際 は検証 とテス トのための

予約済みの期 間で,こ の1年 はない もの と思 ってい

た ほ うが いい と思い ます。(ア メ リカでの実績 デー

タは前 にお話 ししてあ ります 。 さ らに99年 とい う

表記 が使 えない場合が多い ことも申 し上 げま した。)

全 手 を着 けない ともう時 間はない とい うこ とです。

この際,こ うなったの は誰の責任 のこうのとい う話

をす る よ りも,と にか く早 め に処 理 しない と2000

年 になってか ら大変 なことになる とだけ申 し上 げて

お きたい と思 います。他の人のやるの を見てか らや

るとい うのは,普 通の ときはいいですけれ ども,今

回の場合は効 きませ ん。他の人が終 わるの見ていた

ら,も う2000年 になって しまい ます。

もう1つ,最 後 に言い ます。2000年 のため に万

全 の対策 を講 じた として も,や は り人間のや るこ と

に ミスはつ き ものです。 ちゃん と手 を打 ったか ら

2000年 以降 になって も何事 も起 こらない とは考 え

ないほうが よいで しょう。 やは り,何 か起 こるか も

しれないか ら,そ の時 には どうす るか も一応考 えて

おかなければな らない。老婆心 なが らつ け加 えてお

きたい と思い ます。
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JZ㎜ECREIρo碗 忽

基調講演4

「通商産業省における情報セキュリテ ィへの取 り組み」

通商産業省 機械情報産業局 情報処理振興課 課長 宮城 勉

情 報の ネッ トワークは,今 や社会 ・経済の イ ンフ

ラであ り,こ のインフラのセキュ リテ ィ対策 を怠 っ

て,シ ステムの信頼性 ・安全性が損なわれ ることは,

多大 に危惧 されることです。情報 システムの リス ク

を最小限にするためには,部 分だけの対応ではな く,

トー タルシステム と して考 えなければな らない時代

に入 った と言 えます。

そ うい った ことを踏 まえ,通 商産 業省 は平成6年

か らコ ンピュー タセキュ リテ ィ問題 に関す る委員会

を立 ち上げ,5つ の分野 について検討 を進め てきま

した。 まず,不 正 アクセス対 策 として,今 年の8月

に136項 目の コンピュー タ不正 アクセス対 策基準 を

公表 し,不 正 アクセ ス事件 の届 け出制度 もつ くりま

した。被害情報の届 け出先 は情報処 理振興事 業協 会

(IPA)で す 。 コ ン ピュ ー タ緊 急 対 応 セ ン タ ー

(JPCERT/CC)も 正式稼働す る運びにな りました。

ガイ ドラインに書 いてあ ることは,実 は非常 に簡

単 なこ とです。実際にコンピュー タを使 ってい る人

間が,小 さいチェ ックを積み重 ねることで,不 正 ア

クセ スの問題がユーザ ーの段 階で防 げます。 コンピ

ュー タシステムの管理者の レベル,あ るいはプロバ

イダーの レベル といろい ろあ ります けれ ども,ぜ ひ

この不正ア クセス対策基準 を,エ ン ドユーザーのセ

キュ リテ ィマイ ン ドを醸成するため に使 って頂 きた

い と考 えます。

次 にウイルス対策 ですが,IPAが 届 け出を受けて

統計 を取 り始 めた1990年4月 か ら96年8月 現在 ま

で,ウ イルスの届 け出は3,527件 あ ります。今 年の

1月 か ら8月 まで511件 の ウ イル スの届 け出が あ

り,前 年 に比べ2割 以上 の増加で,ウ イルス も非常

に多 くなってい ます。 自主的 にとれる対策 は,市 販

の ウイルスの免疫 を打 ち込 むこと しか手が ないので

す けれ ども,通 商産業省 は,ウ イルスについて も対

策基準 を策定 してい ます。

それか ら暗 号と認証の問題です。暗号 については,

IPAが 登録 申請機 関 とな り,暗 号が広 く使 える よう

に国際的登録制度 を敷 いてい ます。全世界で今ISO

の基準 に従 って登録 されてい るの は12件 ,そ の う

ちIPAよ り登録 されているのが3件 あ ります。 この

ように暗号 を気安 く使 える仕掛 け を作 ってい ます。

また,IPAが 暗号 についての技術 開発や強度の評価

を します。電子商取引の場 での暗号 の実証実験 も進

んでい ます。OECDで も暗号 についてのいろいろな

議論 が進 んでお り,こ れにつ いて も積極的 に,通 商'

産業省 と しては参加 してい ます。

それか ら情報 システム安全対策基準 について は,

昭和52年 か ら取 り組 んでい ます が,地 震 や ネ ッ ト

ワーク化等 を踏 まえ,平 成7年8月 に改訂版 を出 し

ました。それか ら情報 システム を第三者がチ ェ ック

をする システム監査 という制度が あ ります。 これは,

システムの信頼性,安 全性 を図る上で有益 な方法だ

と思ってい ます。

続いて,本 日事務所 を開設 しました コンピュー タ

緊急対応 センター σPCERT/CC)に ついて紹介 し

たい と思 います。 インターネ ッ トの運営 には国際的

に複数の組織が関連 しています。そのため,不 正 ア

クセスの対策 にあたっては,広 い関係者 間の調整が

必要 とな ります。侵入 の手口 もだんだん組織的 にな

り高度 になって,対 策 も非常 に難 しくなってい ます。

不 正ア クセスは,現 に行われている瞬間 を捕 らえな

い となかなか分か らない ことが あ り,緊 急に対 策を

とるこ とが必要です。 また影響が非常に広範囲 に及

ぶ ため,イ ンターネ ッ ト全体 を網 羅する緊急連絡網

が必要です。

実際アメ リカにはCERT/CCと い う組織が あ りま
し

す 。1988年 の 事 件 を きっ か け に,国 防 総 省 の

DARPAが 中心 になって カー ネギーメロ ン大 学 に設

立 しました。昨 年度 は18名 の人員 を配 し270万 ド

ルの予算 を使 って さまざまな不正 アクセ ス対策 を行

ってい ます。業務内容は,24時 間対応 の緊急 窓口 ,

警報の発令,製 品や システムのセキュ リテ ィ情報の

収集 ・調査,CERTア ドバ イザ リーなどです。 これ

は非常 に有名で,た とえばあ るベ ンダーのあるマシ

ンの こっい っOSに は こっい うセキュ リテ ィホール
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があ るといったこ とを文書 に して公 開 し,関 連情報

の収集配布等 を行 っています。 また併せ てネ ッ トワ

ーク管理者向けのワークシ ョップとかセ ミナーとい

った業務 も行 ってい ます。昨年度そ こに寄せ られ た

実 際の被害 相談の メー ルは32,000件 以上 です。 ホ

ッ トラインで来たのは3,400件 以上 と非常 に多 くな

ってい ます。

不 正 アクセスの手 口を非常 に簡単 に説明 します。

電子 メール を使 ってい る以上,必 ず サイ トでセ ン ド

メール とい う名前 の電子 メール を転 送す るための プ

ログラムが動 いてい ます。 この プログラムに リモー

トで侵入 して悪 戯 をす るこ とが実際に行 われてい ま

す。古 くか らあ りますが,な か なか このアクセスが

な くな りませ ん。電子 メール転送 は非常に普及 して

いるため,全 体が安全 になる所 まで至ってい ませ ん。

最近 は同様 な手 口で,Webサ ーバ ーを遠 隔操 作 を

する不正 アクセスが行 なわれています。

もっと古典 的なものでは,パ スワー ドを盗 むこと

です。例 えば よくあるの は,ゲ ス ト用パ スワー ドを

まず1個 探 し当ててシステムに入 り,入 った らその

中にあるユーザーの情報 を全部取 って きて,自 分の

ところでゆっ くりとクラ ッキングす ることです。 ク

ラ ッキ ングには専門のツール もあ ります し,非 常 に

効率的 に行 えます。それに よってコ ンピュー タの中

で1番 強 い権限 をもつユーザーであるルー トの権 限

を悪用 し,シ ステム に不正侵入 しようとした り,破

壊 した りす る事例が多 くあ ります。

侵入 したサイ トを経 由 して他 の国にまで不 正にア

クセスす る ことも現実 に起 きます。巧 妙 になる と,

ユーザーAに い ったん侵 入 して,ト ロイの木馬 と言

われるプロ グラムを仕掛けてお きます。そ して,こ

のユーザーAが ユーザーBに 通信 した時 に自動的 に

その内容 を盗聴 する ようなことも現実 にプログラム

で行 われてい ます。 もっ と巧妙 になる と,ユ ーザ ー

Aと ユ ーザーBの 通信 を見 て,パ ケ ッ トを偽造 して

自分がユーザーBに な りす ま し,あ たか も正規のユ

ーザ ーBが ユーザーAに アクセスす るふ りをしなが

ら実 は侵 入者 が入 る とい うこ とも行 な われてい ま

す。

不 正アクセスは決 して他 人事 ではな くて今 まさに

行 われている状況です。 こうい う状況 を踏 まえ,コ

ンピュー タ緊急対策セ ンター(JPCERT/CC)の 設

立 を今年の8月6日 に発表 し,本 日(10月1日)無

事 に事務所 を開設 しま した。常勤 の研究員等 も本 日

か ら具体的 に活動 を開始 します。当面の活動 内容 と

しては,国 内向けの緊急連絡の窓 口,国 内の関係組

織 との関係 構築 ・提携 で,こ れ は非常 に重要だ と思

い ます。そ れか ら諸外 国の緊急対応機関 との関係 を

つ くる こと,ま た,こ れ を通 じてセキュリテ ィ技術

の調査 や普及計画,安 全 に対 する認識 を高める よう

なこ とを目指 してい ます 。当初 は常勤4名 ですが,

他 に外部のス タッフ もお願い しています。 またア ド

バイザ リーグループ として 、有識者や事業者ユーザ

ーか ら協力 を得 てい ます。 当初経費2億 円ほ どの予

算 を予定 しています。
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孤 顯ECRE差 ～o眠鍛

パ ネル デ ィス カ ッ ショ ン

「情報ネッ トワーク社会の進展 と課題」

コーディネータ:棟 上 昭男(情 報処理振興事業協会 理事)

パネ リス ト=オ ーガ ス ト・ペ ック ウ ェイ(弁 護士)

高 橋 徹(東 京インターネッ ト(株)取 締役会長)

山口 英(奈 良先端科学技術大学院大学 助教授)

青 島幹郎(電 子商取引実証推進協議会 主席研究員)

棟 上:イ ンタ ー ネ ッ トは1960年 代 の 終 わ りに

ARPANETと い う研究用 ネッ トワークをベースに し

て成長 して きた もので,い わば研究者の性善説 をよ

りどころに してきた オープ ンなシステムであったた

め,商 用利用 によ り,そ れ まで気 にならなかった問

題 をいろい ろ検討 しなけれ ばならな くなって きまし

た。

具体的 には,ま ず1つ は,当 然 なが らネ ッ トワー

クセキュリテ ィの問題です。不正 アクセスや コンピ

ュータウイルスの問題 もあ ります。 ネ ッ トワー クテ

ロも考 えられ,そ れ らの対策 を考 えていかなければ

な りませ ん。 それか ら情 報 自身の問題 もあ ります。

例えば人を中傷する とか,故 意 に誤 った情報 を流す

とか,よ く話題 になるポルノグラフ ィーの問題 とか,

そ うい う倫理 と表現 の自由の関係 といった もの もあ

ります。

情報の洪水 とい う問題 もあ ります。それか ら,個

人情報が勝 手 に漏 れて集め られ,個 人の意図 しない

ことに勝手 に使 われて しまう問題があ ります。 また,

越境 問題があ ります。有体物 を中心 と した従来の世

界では,国 境管理 は可能ですが,ネ ッ トワーク上 を

流れる情報 に,事 実上国境 はな くなって しまい,電

子取 引 とか電子 貨幣 とかい う現実 の活動 において,

例 えば,税 金の問題 とか,マ ネー ロンダ リングの問

題 などが生 じます。

あ と,技 術 的な問題 として,ネ ッ トワー クの管理

と整備の問題があ ります。今後 ネッ トワー クが大 き

くなれば ます ます大変 にな ります。 そうい うことを

別 に して も,ネ ッ トワーク自身が非常 にこみ合 って

きて,大 変 だ とい う意識 もあ ります。帯域 幅を無限

に広 げれば何 とか なるとい う発想の下 に今 まで きて

いるわけです けれ ども,そ れだけで はこれか ら先困

るか もしれない。

この ような さ まざまな問題が考 え られ るわけで

す。ある意味では,ネ ッ トワークの陰の部分 にな り

かねないわけですけれ ども,こ れ らをどうや って避

けて,健 全 なネッ トワー ク社会 に導 いていけるかが,

本 日の課題です。

青島:ネ ッ トワークでの取引は,現 実の取引 とは違

った問題 がいろい ろあ ります。特 に相手が見 え ませ

んか ら,本 人認証や認証 のあ り方,そ れか らデータ

セキュ リテ ィが重要です。特 にマ ネーの交換 ,つ ま

り価値の交換 においてセキュリテ ィが非常 に重要で

す。電子決 済の仕組み を解決 しない と,電 子商取引

の普及 ・実現 も非常に難 しい と思い ます。

また,.法 的な問題 しか りです。例 えば,ク レジッ

ト関係 では割賦販売法 とい う強行法規があ り,書 面

の交付が法 的に規定 されてい ます。 ネ ッ トワークで

の取 引で は,書 面 を交付す るわけにはい きません。

それか ら取引の結 果について,民 法,税 法,商 法で

は,や は り書類 の保存が義務付け られています。電

子デ ータの交換 では,書 類の保存 はで きません。 こ

れは電子 デー タの証拠 能力の問題 にかかわ って きま

す。

また,決 済関係 について も,電 子マネーの発行体

をどうするのか,電 子マ ネーの ような新 しい価値交

換の手段が出て きた時,そ れ を法的 にどう位置付 け,

どの ように安全 に,し か も簡単 に便利 に使わせ るか

とい った問題が出て きます。現行の銀行法 ,貨 幣類

似 法,紙 幣類似法等々いろいろな法律 との関連性 が

出て きます 。わが 国において は,例 えばICカ ー ド

上 にマネーをス トア して,そ れで支払い手段 に充て

るこ とが 当然考 えられるわけですが,そ の ような場

合,ど の ような法律 を適用す るか とい う問題が 出て

きます。その他,共 通 のインフラ整備 のための コス

トを誰が負担するのか,も しセキュ リテ ィを破 られ
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て損害 を被 った場合 にどうするのか,と いったリス

ク分担の問題が あ ります。 この ような さまざまな問

題 を整理 して,解 決 していかな くてはな らないわけ

です。

高橋:現 在,日 本の商用 プロバ イダーの数 は,郵 政

省の調べ では8月 末 で998社 に及びます。警視庁 が

プロバ イダーに家宅捜査 に入った とか,ユ ーザーが

逮捕 されて送検 され たとかい った,い わば狼褻物 陳

列罪 にかかわる事件が相次いでい ます。 この ような

問題 について,今 年の2月 にベ ッコアメのユーザー

2人 が逮捕 された事件 をきっかけに,さ まざまな場

所で議論が盛 り上がっています。

通商産業省 では,最 近電子 ネッ トワーク協議会 を

ベ ースに してルールや事業者の倫理綱領 を策定 しよ

うとい う動 きがあ ります。 これ に対 し,ネ チ ズンが

抗議 し,ユ ーザーの立場が全然その中に含 まれてい

ない と指摘 しま した。 それ を受 け た通商産業省 は,

初めてまともな抗議 を受け,初 めて まともに対話が

始まった と評価 している ようです。

か たや アメ リカで は64年 ぶ りの通信 法改定 に よ

り通信品位 法が制定 され,こ れが憲法で保障する表

現の 自由 を侵 す ものであ る とい う判 決が 出て い ま

す。 この ように,各 国において通信 の内容規制が広

め られて きている状況があって,日 本では どうあ る

べ きか,業 界の側 として議論 をさまざまに進 めてい

ます。

これ は,ユ ーザ ーが急激 に拡大 した ことに より,

この社会が持つ さまざまな矛盾,さ まざまなどろ ど

ろ した事象が,イ ンターネ ッ トに全部 反映 されてい

る と受 け止め な くてはな らない と思い ます。B本 イ

ンターネ ッ ト協会では,ま ず公序良俗 に反す ること

はや らない こ とを大前提 に,そ の下で,あ くまで も

ユ ーザ ーが表現物 についての責任 を取 り,イ ンター

ネ ッ ト内部 は 自由であ る とい う方向 で行 く方針 で

す。 イン ターネ ッ トのRFC1855の ネチケ ッ トガイ

ドライ ンを広めてい くことも我 々の務 めだ と考 えて

い ます。

侵入 とか,情 報の窃取 とか,さ まざまな悪意の情

報 を流 した り,盗 聴 や改 ざんや な りす ましとい った

事件は,日 常的にあると思 います。詐欺 もあ ります。

ホームページに侵 入 して落書 きを したケースもあ り

ます。そ うい う場合,ま ず プロバ イダーの立場 とし

ては,シ ス テムセキュ リテ ィを持 たな くてはな りま

せ ん。 プロバ イダーの運用技術が非常 に重要な鍵 に

な ります。 プロバ イダー 自体 の技術 力 を高めなけれ

ばな らない と同時 に,プ ロバ イダーの持 つべ きモ ラ

ルの確 立が必要です。

企業のセ キュリテ ィの問題 で も,ま ず,や るべ きこ

とをや って はいない と思 い ます。現在で きる ことを

まず積み上 げて,必 要な ところには必要な ものを置

くこ とです。 まず,例 えばパ スワー ドをある時 間が

きた ら変更す るとか,パ スワー ドを自分の コンピュ

ー タの前 に貼 った りしないように しな くてはな りま

せ ん。絶対安全 なセキュ リティは存在 しませ ん。 自

分の身を守 ることか らまず始めるべ きだ と思います。

何が最 も重要な ことかを切 り分けて,企 業のセキ

ュ リテ ィの構造 を設計 しな くてはな りませ ん。 そ う

い う意味で は,セ キュ リテ ィコ ンサル タン トやセキ

ュ リテ ィシステムの技術者が,こ れか らます ます必

要 になって くる と思 います。 日本のセキュ リテ ィ技

術者 はまだ まだ数が少 ないですが,そ うい う人たち

と企業の中のセキ ュリテ ィを考 えてい く立場 の人た

ちが十分 な会話 を しなが ら,で きることか らまずや

ってい くべ きです。

山口:イ ンター ネ ットが これだけ世界中で使 われ て

いるのは,問 題 を1つ ひ とつ片付 けてい く技術力が

あったか らだと思い ます。 しか し,ま だ まだイ ンタ

ー ネ ッ トが本 質的 に持つ問題が い くつかあ ります
。

まず,1つ の重大 な問題は盗聴です。特 にパ スワー

ド情 報の ようなセ キュリテ ィの本質的な部分で重要

な情報 を,比 較的簡単に入手で きます。通信 自身が

暗号化の処 理をあ ま りしていません。普通 に使われ

てい る電子 メールの配送系 で暗号化 してい る もの

は,ま ずほ とんどない と思 います。電子 メールは国

内のバ ックボー ンを流れ ますが,プ ロバ イダーでモ

ニタリングすれば,全 部覗 けます。 しか し暗号化す

るとなる と,暗 号の鍵 のシェアとか,あ るい は相手

の確認 といった認証の問題があ ります。一方,純 粋

にアル ゴリズム的に絶対 大丈夫 とい う方法 はな く,

例 えば0.何 秒以内 に盗聴 され ない限 りは多分大丈夫

とい うレベルで しかあ りません。"

2番 目に,人 間が作 る以上,絶 対 ソフ トウェアに

はバ グがあって,構 造的欠陥が紛 れ込 む可能性 があ

ります 。 これ らが軽微 な もの な らよいの で すが,
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往 々に してセキュ リテ ィを破 るため に使 えるバ グだ

った り,構 造的欠陥だった りします。こ ういう もの

が放置 されているシステムは,非 常 にた くさんあ り,

これ を利用 して不正 に情報 を取得す るクレバー な人

間が た くさんい ます。

それか ら3つ 目の問題 は,セ キ ュリテ ィの技術 に

絶対は絶対 にないこ とです。守る側が一生懸命 開発

した もの を,破 る側 もやっぱ り開発競争 をや って破

って くるわけです。今は何 とか守れていて も,明 日

は分か らない,終 わ らない レース を しなければな ら

ないわけです。そ ういった意味 では,成 長性が あっ

て良いマーケ ッ トだ とも言え ますが ,破 る側 も真剣

にやって くるので,敵 との間の技術開発競争 をどう

乗 り切 ってい くか,と い うことです。

それか ら4番 目に,セ キ ュリテ ィの問題 の本質的

な ところに,ど う して も人 間がかか わるこ とです。

技術 の安全性 には,利 用者 に依存 してい る部分がた

くさんあ ります。例 えば,パ ス ワー ドは紙 には書 か

ず,デ ィス プレーに貼 らず,人 にも教えない ,電 子

メールで送 らない,と い った ことを当た り前の よう

に我 々は期待 しますが,本 当は,利 用者は信 じられ

ない という くらいの真剣 さで対処 しなければな りま

せ ん。 ところがそれを言いだす と,シ ステムの運用

において難 しい面が出 てきた り,あ るいは システム

が業務 にフ ィッ トしな くなった りす るため,現 状 に

合 う技術 が出 しに くい事情 があ ります。

最後 に もう1つ,こ れは技術的な問題 ではあ りま

せ んが,企 業 も政府 もセキュリテ ィに対す る投 資が

非常 に少 ないです。セ キュリテ ィのため に金 を出 し

たか らと言 って,金 が儲かるわけで はない。や は り

金儲 けに投資 したい。い くつかの会社 のセキェ リテ

ィのマ ネージメン トをやってい る人間 と話す と,こ

の問題 は非常 に深刻です。

そ う言いなが らも,最 近の動 向は どうなっている

か と言 うと,ま ずセ キュリテ ィは確実 にビジネスに

なっていて,シ ステムが続 々 と出 てきてい ます。特

に,ア メリカで開発 が盛 んで,ア プリケーシ ョンや

トー タルのシステムが出て きてい ます。 日本で も最

近はセキュ リテ ィの重要性 を一応 どの人 も大体認識

は したわけです。 しか し,技 術の導入の仕方 につい

ては全 く一般化 してお らず,誰 も分 かっていません。

そ こで,コ ンサルテーシ ョンサー ビスが絶対 に必 要

なのです が,セ キュリテ ィコ ンサ ルタン トは 日本 に

はほ とん どいません。

ついで に言 うと,セ キュリテ ィの コンサルテ ィン

グは現実的 には非常 に難 しいです。特 に企業 に対 し

て コンサルテーシ ョンをやる時 ,企 業側 はどう して

も内部 にた くさん抱 えている問題 を外 部 に見せ た く

ない とい う意思 もあ り,ま た,コ ンサル タン ト側 も

いろいろ な経験 を積 んでいない とい う面 もあって
,

コ ンサルテー ションが必要なのに
,そ れに対 しての

サー ビスが提供 されてない という問題 があ ります。

技術 的な面では,今 日話題 になった ものは もう当

た り前の ように使 わない と,そ ろそろ危 な くなっで

きてい ます。 まず,フ ァイアー ウォールは常識です。

パス ワー ドは,使 い捨 ての ワンタイムパス ワー ドを

インターネ ッ ト上では使 うこ とが常識です 。暗号通

信 ゲー トウェイと しては,2つ のゲー トウェイ間で

プ リセ ッ トして,鍵 の配送はせず暗号の通信 をする

ものが,い くつか出て きてい ます。 こうい うものを

使 って支社 と本社の間の通信 に使 うことは当た り前

になってきてい ます。電子 メールが非常 に重要 なの

ですが,こ れに対 して は,暗 号化す る最近の システ

ム を使 ってい くことが一般化 してい ます。

それか ら最近ECの 分野での技 術開発が活発化 し

てい ますが,そ こで はWebを ベース に したサー ビ

スが非常 に多いので,そ のためのセキュ リティ技術

は結構 出来て きてい ます。デ ィジ タルキャ ッシュ も

暗号技術 の応用ですけれ ども,だ いぶ出来て きてい

ます。セ キュリテ ィ面か らも見 るべ きものは非常に

多 く,ECの 実現 については,昔 ほど絶望的 ではな

くて,運 用 をうま くやれば,う まくい くか もしれな
δ

い レベル まで辿 り着 いてい ます。

我 々ネッ トワークの専門家 と しては,次 の プロ ト

コル を考 えています。山ほ どある今 までのセキュ リ

テ ィ問題 を,新 バージ ョンで全部片付 ける気持 ちで ,

イ ンターネッ トのテクノロジーの グループが やって

います。明 らかに今 よ りも格段 に強化 されてい ます
。

例 えば,通 信路 におけ るパケ ッ トの中身を暗号化す

るとか,認 証用 にオーセ ンテ ィケーシ ョンヘ ッダー

を用意 して,い ろんな多種多様 な認証 に耐え られる

ようなフ レーム ワー クを提供 してい ます。 それか ら

広域 におけ る認証基盤 を標準 化 しよう と,こ れ は

X.509と かです,そ うい うもの を使 った鍵 の レジス
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トリーサー ビスをや ってい こうとい う作業が行われ

てい ます。

技術 についてはこの ような状況です。 しか し,全

然誰 も認識 していな くて非常 に危 ない ことは,コ ン

ピュー タ犯罪のお よそ80%は 内部者 によって行 われ

るこ とです。セキュ リテ ィ技術の徹底 した導入 とか,

ゲー トウェイを何段 にも して レベ ルの違 うセキュ リ

テ ィの技術 を入れてい く多段 防御 は,当 た り前にや

らなければな らないのですけれ ども,一 方で,契 約 と

か制度 とかいった面 での強制力 も必 要になる場合が

あ ります。内部犯行 に対 して は,技 術 もザルです。

外か らの侵 入 には堅いけれ ども裏か らだ とザ ル状態

のサ イ トは,い くらで もあ ります。 ここが 日本の企

業の大 きな穴 になっていて,内 部 は信用する とい う

意識 を変 えさせ なければならないと思います。

もうひ とつ,適 切 な投 資 によって,適 切 なレベル

のセキ ュリテ ィを手 に入れる ことを考 えな くてはな

りませ ん。 どれだけ投資 した らいいのか,何 を守っ

た らいいのか,ど うい う手法で守った らいい のか と

い った評価 をや らなければな りませ ん。 これについ

ての技術が まだ全然ない。 ノウハ ウではな く,シ ス

テマテ ィックな方法論 が必要です。業務解析 の ノウ

ハ ウは結構あ ります か ら,そ うものを使い なが ら指

標 を作 ってい くような,技 術的な研究 がそろそろ必

要 な時代 になってきてい ると思い ます。

ペ ックウ ェイ(以 下B):ア メリカの法廷 は,訴 訟

になった場合,実 際に ビジネスが商取引 において十

分 なセ ー フガ ー ドを したか ど うか を判 断 します 。

100%安 全 なセー フガー ドの設定 は無理 に して も,

適切 なセキュ リテ ィを保持 しなかった時は,そ れに

対 する対価 を支払 わなければな らない可能性 があ り

ます。ア メリカでビジネス を していれば,ど この国

の企業で も訴訟 の対象 とな ります。 もう1つ は保 険

です。多 くのア メ リカの会社 は保険 をかけ ますが,

保 険会社 は,イ ンターネ ッ トの ビジ ネスに関 し,十

分 なセキ ュリテ ィ対策 が とられてい ない場合,必 ず

しも保険金 を払い ませ ん。つま り,セ キュリティは,

現実 に企 業の責任 に直結する金の問題 なのです。

アメ リカの多 くの会社が コ ンピュー タ犯罪の犠牲

者 であ るこ とをなかなか公表 しませ ん。 なぜ な ら,

公 にす るとまず保 険料 が大幅 に上が り,株 価が下が

るか らです。株 主は,セ キュ リテ ィに関 して十分 な

対策 を講 じなか った とい う理 由で,法 律 に基づ きそ

の会社 を訴 えることがで きます。 アメリカでは,相

当な ビジネスが インター ネッ トを使 って行われてい

ますが,そ れほ ど大 きな商取引は行われてい ませ ん。

企業は,訴 え られることを非常 に気 にしてい ます。

また,マ フィアのファ ミリーがいろいろな情報 に

アクセス し,会 社の トップをゆすった り,情 報 をク

ライアン トに売 る こともあ ります。麻薬 も非常 に重

要 な要素です。ギ ャンブルで大金 を失 ったため会社

の情報 を売 った りするこ とが あ ります。 インターネ

ッ トは,こ うい うことをや るには非常 に役 に立 つ道

具 とな ってい ます 。将来 的 に もそれ は続 くで しょ

う。

一 セキュ リテ ィシステムは ,物 理上,人 事上,オ ペ

レーシ ョン上,技 術上 と分 け られ ますが,技 術上,

ア メリカでの現在の普及率 はどの程度で しょうか。

B:5～600の 企業は1つ あ るい は2つ の違 う形の

技術 的なセキュ リテ ィシステム を持 ってお り,か な

り高 度で有効 なセキュ リテ ィシステムがあ ります。

問題 は,ビ ジネス社会が具体 的見返 りの ない ものに

金 を払 わないこ とです。セキュ リテ ィの責任 とい う

観点か ら,会 社 に とって どの ような利点が あるかを,

管理者にわかる言葉で説明す る必要があ ります。

アメ リカの市場 につい て言 えば,例 えば,医 薬 品

業界,金 融,政 府な どですが,そ ういった人 たちは.

法律上,セ キュリテ ィ対策 を実行 しな くてはな らな

い義務があ ります。法律 が義務 と して規定 してい る

だけで な く,や り方 をマニュアルによって具体的 に

定 めてい ます。 また,政 府が調達する物 品につい て

は,具 体的 にどの種の製品か,あ るいは どうや って

その製 品 を開発 す るべ きかが 明 らか に され てい ま

す。つ まり,ア メ リカのセキュ リティ市場 において

は,ア メリカの法律 を重視 しなければな りませ ん。

山口:一 般企業が真剣 にセキュ リテ ィシステム を作

り上げるこ とは非常 に少 ないです。そ うい った意味

で,暗 号 の技術な り,セ キ ュリテ ィの技術 は,日 本

ではまだ大 きなマーケ ッ トを形 成 してい くほどには

なっていないと思い ます。 アメリカは最近 目覚めて

きたと思い ますが,限 定 された分野 ・業界 の利用が

まだ優先 されてい る気 が します。 たとえば,パ ブ リ

ックなサー ビス と絡めた ところで は公開鍵 の利用 は

多 い と思い ますが,組 織 内のセキ ュ リテ ィシステム

亀
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に関 して,公 開鍵 を使 ってい るところはあ まりない

のではないか と思い ます。

高橋:セ キュ リテ ィの コンサルテーシ ョンは,そ の

会社 の中のすべ ての情 報流通 の仕組み を変 えてい く

ことであ り,そ れは企 業組織 を変えて しまうことを

意味 します。そ こまで入 りこめるケースは非常 に稀

です。私が担 当 したケースでは,業 績悪化 によ りい

きな り打 ち切 られ,中 途半 端な ところで終 わって し

まい ました。

棟上:先 程のセ キュリテ ィへの投 資の話 に戻 ります

が,回 収で きるか どうかは別 に して も,日 本 の現状

では,実 際 に投資 した くて も,例 えば,シ ステムを

含め て把握 で きる人材 について,な い ものねだ りの

状況があるのではないか とい う感 じが します。

山口:セ キュ リテ ィに関す る研究者 は日本 で も非常

に多いのです。 しか し,シ ステマテ ィックな方法論

があ まり確立 していないため,現 実には経験が物 を

言 うこ とにな ります。 日本 はネッ トワーク自身の導

入が非常 に遅れたため,経 験 を積 んでいる技術 者が

少 ないのです。アメ リカか ら人材 を買 って くるの も

1つ の手だ と思い ます。

青島:現 在,ク レジ ッ トカー ドは 日本で も20兆 円

くらいの取扱高があ ります。現在の磁気 カー ドの シ

ステムでは,日 本で年間約200億 円 くらいの損 害が

あ ります。 フランスでは,ICカ ー ド化 してセキュリ

テ ィを高めることで10分 の1に 減 ったそうです。そ

うす る と,例 えば10分 の1に なるとすれ ば20億 で

すか ら,年 間180億 円投資 して も良いではないか と

い う話 も出て きます。一企業で180億 円投資するの

は非常 に難 しいですが,業 界で協調 してやれば何 と

かな ります。 トップを説得す るのに,こ れだけ投資

したらこれだけの需要効果がある といった,非 常 に

分か りやすい1つ の指標があれば良いのですが,技

術優先の話 にな りが ちです。専 門用語 も多 くて分か

りづ らい点 もあ ります。やは りそうい った基準が ど

う して も必要 だと思い ます。 そ うすれば もっと勇気

を持 って前向 きに事 業 を展 開で きる環境 をつ くり出

せ ると思 います。

一 日本 では
,例 えば政治家 に して も,官 僚,企 業経

営者,管 理者 も全 て,責 任 の所在が非常に曖昧 です。

この まま誰 も責任 を取 らない ままだ と,セ キュ リテ

ィによる防衛 は発達せず,外 国か ら入 られて,大 変

な損失 を して初 めて気付 くこ とに なるの で しょ う

か。 これは情報 ネ ッ トワークに限 らず ,セ キュ リテ

ィに広 く共通 してい ると思い ます。 そういった予想 ,

予測 を聞 かせても らいたい と思 います。

山口:未 来は どうと言 う前に,今 は大丈夫 とい う認

識がすでに甘いですね。現状 の 日本 は,イ ンサ イダ

ーでな く
,イ ンター ネッ トで入って くる外敵 のプ レ

ー グラウ ン ドになってい ます
。多 くの企 業がや られ

ています。モ ラル,責 任感,使 命感の欠如 ,シ ステ

ムに対す る見積 もりの甘 さ,現 状 に対す る見積 も り

の甘 さ,そ ういった文化の ままでい くと,日 本は3

年以内に三流 国へ転落です。1回 ボロボ ロにな らなJ

い とこの国は直 らないのではないか と思い ます。

例 えばフ ァイアー ウォールのあ る国立大学 が どれ

ほ どあるか。私が知 ってい る限 り,北 陸先端大 と奈

良先端大 ぐらい しかないです。大学 はオープンだか

らネ ッ トワークはオープンでいこ うとい う大学は山

ほ どあ ります。大学が オープ ンだ と言 う前に ,自 分

の部屋 にはカギ をかけ ましょうとい うの と同 じセン

スを持 てないのは どう しようもない。

青島:ネ ッ トワークセキ ュリテ ィの話が多いですけ

れ ど,例 え ば もし自分が システムに侵入 し,人 のデ

ー タを盗 む ときどうやるか を真剣 に考 えると
,コ ン

ピュー タルームに行 ってバ ックア ップテープ を取 る

のが最 も簡単です。ネ ッ トワークセキ ュリテ ィだけ

で な く,コ ンピュー タセキェ リテ ィといわれている

ところから,根 本か らや り直 さないと駄 目です。

一 情報倫理 について各先生方 に少 しずつ意見があ
っ

た ら頂 きたいと思います。

B:全 ての法律,全 ての警察 を駆使 しても,乱 用や

不 正利用 を撲滅 で きませ ん。特 に若 い世代が どの よ

うに適 切 にデ ー タを使 うべ きかは教 育 に依存 しま

す。 まだまだアメリカも十分 に達成で きていない と

思 い ます。 日本 もこの グローバルな ネッ トワークに

参加 した以上,グ ローバルな一員であ り,グ ローバ

ル な基準 に従って行動す る必 要があ ります。

高橋:ル ールやマ ナー について,電 子 ネ ッ トワー ク

協 議会ではそうい った ものを出 してい ます。例 えば

国際基督教大学で はインターネ ッ トを学生が使 うに

あたって,ネ チ ケ ットのテス トをや って一定の点数

以上 を取 らない と使 わせ ませ ん。そ うい った1つ ひ

とつが,そ れぞれの場所で積み重 なって トー タルな
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モラルが出来上がってい くと思い ます。

イ ンターネ ットは基本 的に自由であ るべ きで,人

類が作 り出 した大 きな文化的 な資産です。何 がある

か らあれはダメ,こ れはダメ と1つ ひとつ潰 してい

くのではな くて,守 り育てるべ きものは何 なのかを,

はっき りさせ てい くことの方 が重要だ と思い ます。

山口:セ キュ リテ ィの問題 で教育が重要な ことを否

定するつ もりは全 くないのですが,非 常 に時間が か

か ります。当 た り前の ことを当た り前 にやればいい

ことを,当 た り前 にで きない人がい るわけですか ら,

これは もう価値観やモ ラルの基本 的部分です。 した

が って,そ れはそれ として,シ ョー ト ・ター ムの ソ

リューシ ョンも見つ けていか なけれ ばな りませ ん。

うちの大学 では,公 序 良俗 に反 した ら無期停学だ と

いうルール を持 っていま して,こ の前,1人 無期停

学 に しま した。その ように強制力でやってい くの も

1つ ですが,当 た り前の こ とを当た り前にやれ る価

値観 を作 る教 育 とい うか,そ うい う社 会が ない とつ

らいですね。何か共通の価値観 を前提 にで きない社

会が出て きた時,ど ういう教育が必要か をもっ と教

育学者 には考 えて もらいたいです。

青 島:セ キュ リテ ィの問題 は非常 に難 しいですが,

よくよ く考えれば単純です。内部 によるものが例 え

ば80%と か90%と 言われているわけですか ら,内

部管理 とかセキュリテ ィのあ り方 を全面 的に見直す

べ きで しょう。普通は,外 部か らの侵 入に対 しての

防御 を考 えがちですが,や は り足下 を見 た方がいい

だろ うと思 い ます。や るべ きこ とはや らない と駄 目

です。 日本 は安全で外は危 ない という認識は,す で

に非常 に危 険になってい ます。いろんなアカウン ト

のブ ラックマーケ ッ トもあれば,ド キュメ ン トのブ

ラックマーケ ッ トもあ ります。いろいろな企業のサ

ーバーのア カウン トぐらい ,実 は1万 円や2万 円で

買 えます。

高橋:今400近 いユ ーザーのホームペ ージを預か っ

てい ますが,そ れ をいちいち調べ始め るようなエ ン

ジニアが出て きてい ます。ユーザーの責任 で公序良

俗 の中に入 っていれば,我 々 としては認めな くては

な らない と言 うと,経 営者がそ んな態度で よいのか

と追及 され た りして,や や神経過敏 な感 じがあ りま

す。モ ラルは排除的な論理で成 り立つわけではな く,

包括す る論理で な くてはな らない と思い ます。その

代 わ り,セ キュリテ ィに関 してはや るべ きことはや

る態度で行 きたい と考 えてい ます。

棟上:い ろい ろ問題 は山積 していて,特 にセ キュリ

テ ィやプライバ シー,倫 理問題 な ど,解 決 していか

なければな らない問題 もあ りますが,一 方,用 意 さ

れてい るルール とか,や らなければいけない ことを

や るだけで も随分違 います。そ うい うこ とをや りつ

つ,将 来的問題 を長期 的な視点 に立って解決す るこ

とで,明 るい ネッ トワーク社会 を期待 で きるように

なる と思い ます。
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21世 紀への嚢藁の欝欝一製罷業の撹点から

平成8年 度第1回 コン ビ2-一 ・W・ トップセミナー講演 よ り

三菱電機㈱ 取締役社長 北 岡 隆

少子化 の現状

少子 化 ・高齢化社会への移行 という時代 の潮流 に

関する私 の考 えについて、少 し触れてみたい と思 い

ます。最近の出生率,す なわち女性 の方が一生 の間

に産 む子供の総数 というのは,大 体1 .43人 ぐらいだ

と言 われてい ます。東京な どのいわゆる大都会 に参

ります と,こ の数字 は1.1と か1と か,要 す る に夫

婦1組 で子供1人 しかつ くらないとい う時代 に変わ

りつつある。 この ことは,我 々大和民族 に とって大

変危機的な問題です。

大正時代,日 本 の家庭における子供の数 は,6人,

7人,8人 などというのは ざらで,い わゆ る 「産め

よ,増 やせ よ」 という時代 で したので,サ ンダース

夫人が 来て,「 こんなこ とで は将来 の地球 はい っぺ

んに人口が増 え過 ぎて大変 だか ら,産 児制 限を しな

くては な らない」 とい うこ とをず いぶんPRさ れ た

わけです。 しか し今,私 どもの子供 たちの時代 とい

うのは,も う1.43人 しか子供が で きない。1.43人

とい うことは,男 性 と女性の人口をほぼ同数である

と考 えます と,2人 に1.43人 ということです。 日本

の年齢構成 が常 に円筒形,す なわち各年代がず っ と

バ ランス した人 口であ るためには,生 まれ た子供が

1人 も死 ななければ2人 とい うこ とでいいわけです

が,い くら最近は幼児死亡率が非常 に下が った とい

い ま して も,や は り大体2.2～2.3人 とい う数字が

出生率 と しては適正 であ り,望 ましい数字ではない

か と言 われてい ます。

今,年 金 が もらえる年齢 は65歳 か らです が,紀

元2020年 頃には65歳 以上 の人が 日本の人 口の4分

の1,す なわ ち25%に 達す るであろ う とい う推計

が なされてお ります。 ですか ら,こ れか ら介護保 険

など,い ろいろ大変 だ,大 変だ とい うことが,最 近

のマスコ ミを賑 わせているわけです。

情報化が生 かす高齢化社会

しか し,私 は ちょっ とこの議論 には穴 ,す なわち

問題があ ると思 い ます。問題がある というの は,別

に推計 が間違 ってい るとか何 とか,そ うい うことで

はな くて,歳 を とった ら非常 に国民の負担 になるん

だ とい う考 え方 をあ ま りに も強調 しす ぎる というこ

とは正 しい考 え方 ではないと思 うか らです。織田信

長 の時代 の平均寿命 は大体30～40歳 代 であ った と

いわれてい ます。 そうい う時代 に比べれば ,今 の時

代 というのは平均寿命が倍であ りますか ら,65歳 に

なったか らもう役 に立たない,社 会か ら見ればただ

負担 だけが残 る,そ うい う世代 だと思 うのは,私 は

間違いではないか と思 うわけです。

結構,・元 気な老 人 とい うのは増えてお ります。年

金制度 との関連 にお きま して も,60～65歳 の間が

無収 入 とい うようなことになれば,こ れは非常 に大

きな社会問題 になるわけですが,決 して 「60歳 にな

ったか らもう働 けない」 とい うようなこ とで はあ り

ません。

確か に20代,30代 の人 に比べ れば,'筋 力,い わ

ゆる体の筋 肉の力 とい うの は劣 って まい ります。 こ

れ は もう,あ る意味 では避 け られ ない問題 ですが ,

い わゆる人 間の 「生 きる活力」 とい うの は60歳 に

な って もまだ まだ十分 にあ り、ます し,30代 ,40代

の人に比べ たらそれだけ経験 も多いわけです し,体

力 も昔 に比べ れば非常 に多 く残 っている とい う時代

にな りま したか ら,元 気のある 「高年齢 の」 と言 わ

れ ている方々が,社 会 に対 していろいろな付加価値

を提供する,す なわち貢献 する とい うこ とは,十 分

にで きる と思 います。ですか ら,そ うい う人た ちに

働 いて社 会に貢献 して もらい,我 々企業の中で もい

ろいろ力 を発揮 して もら癬れば.決 して負担 だけが

増 える ということではな くて,た だ死ぬ年齢 が高 く
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なったというだけのことです。

私 もこの 間か ら年 金 を貰い ま して,「 何で年金 な

んか貰 わないかんのか なあ」 と時 々思 うんですが,

これは何 か社会 に還元する ようなボラ ンタリー的な

こ とが ないか と今考 えている ところで ご ざい ます。

そ うい う時代 になって きた とい うことは,高 度情報

化の社会 とい うことが,だ んだん と目の前 に実現 し

て きて,仕 事 を しやす くす るような,そ ういう仕組

み の補助 として うま く活用す るとい うことが いろい

ろ考 え られてい るようです 。 またそれが非常 にや り

やすい時代 になって きたわけです。ですか ら,必 ず

しも筋 肉の力,肉 体の力だけが社会 に奉仕する,あ

るいは付加価値 を提供す るような労働力 とい うこと

で はな く,む しろ知力 を必要 とするのが この情 報化

時代で あ りますか ら,高 齢化社会へ移行 して きたと

い うことを,そ うマ イナス面 だけ とい うふ うに捉 え

る必要はない と思い ます。 む しろ,そ の人が今 まで

に蓄 えて きた経験 な り,判 断力 な り,説 得力,そ う

い う もの をうまく活用する時代 になって きたのだ と

考 えれば,私 は決 してマ イナスの面 ばか りをそ う大

きく拡大 して見る必要 はないのではないか と思い ま

す。 したが って,高 齢化社会 になって きた とい うこ

とにはプラスの面 も結構あるんだとい う見方 を強 く

持 つ必要が あるのではないか,ま たその ようなこ と

を実現 で きる ような施策 を進めてい くことが行政 の

ひとつの大事 な仕事ではないか と思 います。

これからの行政のあり方

皆様方はそれぞれの省庁の代表として今 日来てお

られるわけですが,普 通の民間の人や,マ スコミはど

う考えているか。日本の行政というのは縦割 り組織

である,非 常にきちんとできていて,予 算はシーリ

ングでぴしゃっと決まって,二十個年,数%し か数字

が変わっていないとか,要 するに縦割 り行政が非常

に問題であると,こ う考えているわけです。確かに

それは過去においては問題でありましたし,現 在 も

そういう問題 を引 きずっていることはたくさんある

と思います。少なくとも私が仕事上いろいろ関係の

ある,通商産業省 とか,郵政省とか,科 学技術庁 とか

の課長さん,局 長さんクラスの方々に縦割 りの意識,

すなわち自分のところの城だけを守らなくてはいけ

ないという考え方に非常に強 くこだわっておられる

方は,ほ とん どい らっ しゃらない と思 い ます。私の

接触 した人がいい人 ばか りだか らそ うなのか どうか

知 りませ んが,ほ とんどそうい うのはあ りませ ん。

縦割 りとい うのは決 して悪い ことではな く,い い

ところ もた くさんあ ります。 なぜか と申 します と,

自分の守 るべ き城 とい うようなこ とに対する責任が

はっ きりしてお ります。そ こに対 して きちん と責任

を果た してい くとい う面では,縦 割 りとい うのは非

常 に大事 であって,そ この間がぼやけて きます と,

誰が責任 を持 った らいいかわか らない というような

分野が増えて まい ります。過去 において,行 政のや

るべ き範囲が非常 にある意味では っきりしてい た場

合 は,む しろそれが非常 に貢献度 が高かった,効 果

が高か った,良 かった,と 思い ます。だか ら日本の

高度成長 もここまで うまくや って くることがで きた

わけです。

しか し,情 報化社 会が到 来致 します と,各 省 庁の

テ リ トリー とい うか,実 際に 自分が責任 を持つべ き

範囲 とい うものが ぼやけて くるわけです。 ぼや けて

くるとい うよりも,そ れぞれの省 庁 と非常 に関連が

強 くなって くる とい うこ とです。例 えばい ま,高 度

情報通信 社会推進本部 を,橋 本首相が本部長,郵 政

大 臣 と通産大臣が副本部長 というこ とでお進めにな

ってお られますが,こ の中で,い ろい ろの書式 を保

管 した り,届 出を した りとい うのを,電 子化 しよう

とい うこ とを具体 的 な施策 と して進 め てお られ ま

す。それか ら,例 えば教育 をいかに効率 よくす るか。

そのためには,う ま くパ ソコンを使 うとか,遠 隔の

教育 をす る とかい うふ うなことが,ま た,例 えば医

者の世界 では遠隔診断,カ ルテの電子化 な ど,い ろ

い ろそ うい うことをやるこ とによって,例 えば遠隔

診断 によって,東 京の先生が無医村の患者 を診断す

る とい うようなこ とが,技 術 的にはもう可能になっ

ているわけです。

今,情 報伝 達の方法 も非常 に高度 化 され ま して,

デ ィジ タル化が進 んで まい りました し,ハ イビジ ョ

ンの ような非常 に高精細度の画像伝 送システムも実

用化 されて まい りましたか ら,医 者 が離れ てい ると

ころの非常 に微細 な画像 を,非 常 に精緻 に見 ること

がで きる。例 えばがんの診断ですが,あ れは どうや

って調べ るか とい うと,細 胞 を取 りま して,そ れを

顕微 鏡で拡大 して見て,が ん細胞の形 を しているか

●

一42－

w僧

」
魂



孤㎜ECRE鍵OR忽

どうか とい うことを視 覚で,す なわ ち目で見て判断

するわけです。それ しか今の ところ方法 はないのだ

そうです。そ うなる と,非 常 に練 達 した医者 しか見

られ ない。早期 発見,早 期治療に よって治す こ との

で きるがんの比率 は非常 に高いのだそうです。 とこ

ろが,そ れ をチェ ックで きる能力 を持 った医者の数

が限 られているため に,非 常 に早期発見が難 しい と

い うのが現状です。東京 とか,大 阪 とか,横 浜 など

の,い わゆる大都会に住 んでい る人は ,大 病 院 もあ

ります し,専 門医 もい ますか ら,本 人 さえその気 に

なって定期的 にそ うい う診断 を受 ければ,早 期 に発

見す ることがで きます。問題は早期発見 をどうす る

か とい うことですが,先 ほど申 し上げ ましたとお り,

未だ に視覚に頼 るとい うような,そ うい う発 見のや

り方が主体 になってい ます。 となると,や は り遠隔

地で もそ うい う診断がで きるようにする しかないわ

けです。 ところが,現 在で は医師法で遠隔診断 とい

うのは認め られてい ませ ん。 この医師法 を改正 しな

ければいけ ないわけです。 この ように,い ろい ろな

法律の見直 しを含め て,い わゆる制度見直 しとい う

ことをしなければならないわけです。

行政の情報化 と制度改革

私 ども会社 では取締役会 とい うのがあ ります。取

締役会 とい うのは非常 に大事であ りまして,取 締役

とか,常 務 とか,専 務 とか,副 社長 とか,社 長 とか

お りま して,そ れでいろいろ稟議 をす るわ けです 。

そ こでOKと い うことにな ります と,取 締役 会を通

過 した とい うことで,会 社の方針 として正式に認 め

られる ことになってお ります。 しか し残念なこ とに,

テ レビ会議 で取締役会 をや りましても,今 の法律で

は認め られていませ ん。商法で認め られているの は

いわゆる取締役会であ りますが,私 どもでは取締 役

会の前段 階でいろい ろ議論 するのが常務会 とい う形

態であ ります。 こうい うものは特 に商法の規定 を受

け ませ んので,ア メリカにいる常務 とか,国 内で も

東京以外の地区にいる常務 とか専務 をテ レビ会議 で

結 びま して,議 論 をす る とい うことを もう1年 前 か

らや ってお ります。 それで,よ し,こ れで行 こうと

い うことを決めた場合 に取締 役会にかけるわけです

が,取 締役会 では,商 法の規 定によ りま して,テ レ

ビ会議 では決議 した とい うことが正式 に認 め られ な

い。 こんな時代遅 れな社会 に日本 はなっているわけ

です。

い ろい ろそ うい う制度上の問題 ,法 律 上の問題,

しきた りを変 えていかなければならない ,そ ういう

必 要性が民間で もどん どん高 まって きてい ます。 ま

してや,日 本の社 会 とい うの はお上主導型 であ りま

す。徳川時代 か ら明治,大 正,昭 和 を経 てこの平成

の時代 に至る まで,何 かあ った らお上が ちゃんとや

って くれる,文 句があ った らお上 におそれ なが ら,

と届け出ればお上が ちゃん と対処 して くれ る,と い

うお上依存 の社会です。ですか らお上,す なわ ち行

政が情報化時代 を先取 りし,ま あ先取 りまでは しな

くて も,少 な くとも世の中の趨勢か ら遅 れないよう

に,そ うい うや り方 を取 り入れ,諸 制度 の改定 を行

い,世 界の進 み方 に遅れ をとらない ように してい く

とい うことが非常 に大事 であ ります。 これが も しで

きない と,い わゆるジャパ ン ・パ ッシングと言われ

る,日 本 を東洋の ひとつの拠点 にする とい うことを,

どうも非常 にコス ト高で,生 活費 も高い し,い ろい

ろのオペ レー シ ョンをす るに も費用がかか りす ぎる

か ら,シ ンガポール とか,上 海 とか,韓 国の ソウル

へ拠点 を持 ってい こう,と い うような動 きが現実の

問題 になるわけです。今の高 コス ト体 質の問題 とい

うのは,確 かに非常 に大 きな問題 としてあるわけで

すが,そ うい う経済的 な問題 だけではな く,行 政上

のいろいろな制約の問題 いわゆる規制緩和 を,単

に規制 を緩和する とい うだけで はな く,制 度の見直

しとい うことも含 めた規制緩和 とい う方向 に持 って

いか ない と,世 界 の中で 日本 が東洋 の非常 に先進 国

である,と いう認識が失 われる危険性がある と思 い

ます。 そうな ります と,日 本の将来のビジネスチ ャ

ンス も減 って くるわけであ ります し,日 本の世界 に

対す るリー ダーシ ップと言い ますか,プ レゼ ンスの

ほうもだんだん低 くなって くる。 とい うことは ,や

は り大和民族が だんだん衰 えてい くとい うことにつ

ながって くるわけであ ります。

行政間の連携

このような事 態 を避 けるため には ,先 ほ ど申 し上

げ ました,行 政のほ うの横通 しのい ろいろな連携 プ

レー とい うものが非常 に大切ではないか と思 うわけ

です。今,そ うい う問題 がた くさ んあるわけです。
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例 えばITSに は,建 設省,警 察庁,郵 政省,通 商産

業省がかかわってお りまして,交 通の非常 にスムー

ズな コン トロール とい うことを目的 に してい ます。

最近 は,ナ ビゲー ションシステム などが車にた くさ

ん搭載 されるようにな りま した。私の車に も付 いて

お ります。私は三菱です ので三菱 自動車のデ ィアマ

ンテに乗 ってお ります が,行 き先 をぽ っとインプ ッ

トする と経路が 自動 的にぱぱっ と出て きて,非 常 に

便利 です。私は ドライブが好 きで,よ くあ ちこちヘ

ドライブす るのですが,知 らない土地へ行 くとき,

今 までは家内が ナビゲー ターであ りまして,地 図 を

見て道を教 えて くれ るように頼 むの ですが,こ れが

何 しろ もう,い つ も喧嘩の タネになるわけです。交

差点で どっちに曲が るのか聞 くと,右 だとい うので

右 に行 くと,い や右 じゃな くて左 だ というので,こ

ん どは左 へ行 くと,そ う じゃない まっす ぐだ,と い

うような調子ですか ら,ド ライブ旅行 を致 します と,

家内 との間で言い争いが絶 えない。 それが このナ ビ

ゲーシ ョンシステムのおかげで,ま った くそ うい う

喧嘩の タネが な くなって,夫 婦 円満 にな りま した。

しか しそうい うもの も,ど こそ この交差点 で事故が

あったか らここを回避 しなければ ならない,と い う

ような情報が な くて,た だ単 に一番 近いルー トを設

定する とい うだけでは十分 ではあ りませ んので,今,

VICSと い うシステ ムが実用化 され ようと している

わけです。 しか し,車 の流 れを もっとスムーズにす

る とい うことにな ります と,こ のVICSだ けでは ま

だ必ず しも十分で はあ りませ ん。ITSと い うシステ

ムを作 ることによってもっと道路 を効率的 に,う ま

く活用で きるようなや り方が,今 検討 されてい ます。

これな どは,1つ の省 庁ではで きないわけです。道

路です か ら建設省,交 通規制ですか ら警察庁∫、そ う

い う情報 を送 るための郵政省,そ れか らそ ういう糠

器 を開発するための通商産業省.・ζ軽 ら毒亨 ぬ雛

が力 を合わせ なければな らない,篭 うい く;謬薄 恵轡

庁の横 通 しが必要 になって くる。横遣 しのい ろいろ

なプロジェク トをうま く進めて行 くとい うこ とがで

きなければ,日 本の社会は今,行 き詰 ま りが 目の前

に見 えているわけです。

これ はひ とつの例 にす ぎないわけであ りま して,

例 えば遠隔診療の問題 には厚生省,郵 政省,通 産省

が関係 してまい ります し,遠 隔教育 とい うことにな

れば文部省 も関係 して まい ります。い ろいろの省庁

が 「情報」 とい うひとつのキーワー ドによってずっ

とつながって くるわけです。それか ら書類の保 管だ

とか,申 請手続 きの電子化 な どは,も うすべての省

庁 に関係 して まい ります。 こうい うもの は標準化 を

きちん と進 めて,み んなが このプログラムを同時進

行す るようなや り方で進めてい くとい うこ とが国民

にとって も非常 に大切なこ とだ と思い ます。

これか らの行政 サービスとは?

最近 は銀行 のATMな ども日曜 日で もお金の出 し

入れがで きるようにな りま した。 ところが,例 えば

区役所へ行 って印鑑証 明を もらった り,い ろい ろそ

うい う抄本 をもらった りしようとす ると,土 日はだ

めで,月 曜 日か ら金曜 日までの5日 間 しかない。書

類 をひ とつ もらうに して も,あ るい は何か届 出をす

るに して も,み んなウィークデーに行 かない とだめ

です。今 は銀行で もATMで そ うい うことがで きる

ようになってい ます。確 かに昔 と違 って区役所 な ど

へ行 って も,昔 は 「やってや る」 とい うような態度

で威張っていたのが最 近は頭 も低 くな りま して,そ

うい う面 では改善 され ま したが,サ ービス とい う面

か ら見 た らまだまだ,土 日が使 えない なんてとんで

もない話 です。民 間の人間に とっては土 日が区役所

などへ行 ける時 間であ りますか ら,そ れ に対応で き

るようなシステムにす る。そのためには土 日をオー・

プン して もらえば一番いいのですが,や は り労働問

題 もあるで しょうか らそ うはで きない。 となれば,

今,い くらで もフ ァクシ ミリなどの機器が あるわけ

です か ら,電 子化 をす るこ とによって－ATMと 同

じように一例 えばパ ソコ ンで頼めば,印 鑑証明 とか

抄本 とかが さっど選 られて くるとい うことがで きる

おけですi吾 」 ・

、恋 うM与:ζ とを言 う と,「 そ ん なこ とを した ら,

改ぎんを した り,秘 密 を盗 まれた りするのではない

か」 とい うような議論が必ず 出てきます。電子取引

とか電子決 済 とい うような こともこれ に関連 して く

るわけであ りますが,情 報 には秘密 に しなければな

らない ことが非常 にた くさんあ ります。最近 は軍事

機密 を守 るために出てきたテクノロジーで,暗 号技

術 というのがあ ります。 これは,デ ィジタル化 され

た信号 を送 るときに,非 常 に複雑 なある意味 の暗号
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化 を致 しま して,あ る規則 に したがってそのデ ィジ

タル信号 を入れ替 えるわけです。 そ うす ると,そ の

信 号 を受 けて も全 く解読 で きない ようにな ります。

もっとも全 く解読で きない といっても,誰 かが解読

で きなければいけ ないわけですが ,そ れは暗号化 し

たの と逆のや り方 を取 れば,こ ん どは元 の情報 に戻

す こ とがで きるわけです。 これは暗号鍵,キ ー と呼

ばれてい ます。 このキーをどの ように して扱 うか に

つ いては,例 えばICカ ー ドに してみ た り,い ろい

ろ な方 法があ りますが,そ ういう暗号化技術 とい う

のが最近 は随分発達 して まい りま したので ,こ れを

活用す ることによって情報 を守る とい うことが現実

にで きるようになったわけです。

この暗号 とい うの は,何 とな く例の 「矛盾」 とい

う言葉の語源であ ります矛 と盾 の関係 に,あ る意味

で よ く似 ている とい えます。 中国の話で ,絶 対 に何

で も突 き通せ る矛 と絶対 に突 き通せない盾が あるの

だ といった ら,じ ゃあそれを両方でやってみ た らど

うなるんだ,と い うようなのがあ りますが,こ の暗

号 とい うの も,絶 対 に解けない暗号 とい うものが一

方 においてあ り,そ の暗号 を解 く技術,何 で も解 け

る とい う技術 とい う ものが もう一 方におい てある。

それな ら,そ の何 で も解ける という技術 と,絶 対解

け ない とい う暗号 を組み合わせた ら一体 どうなるん

だ とい う話,矛 盾の話になるわけですが,社 内の技

術者 に聞い てみ ま した ところ,確 かに何で も解け る

鍵 で絶対解 けない と言われている ような暗号 を解 く

ことはで きるけれ ども,そ れ には ものす ご く時 間が

かか るとい うわけです。普通我々が使 っている よう

な情報,ビ ジネス情報 とかそ ういうものは,何 年 も

かか って解読 すれ ばお金 もかか りますか ら,そ の よ

うな レベ ル まで暗号化の情報 を守 る力が 強ければ,

事実上 は解 けない と同 じであ りますので,十 分実用

に耐 え得 るのでは ないか と思 います。この ような暗

号化技術 をうま く活用 することによって,情 報 を他

の人 に盗 まれない ようにす る,ま たはそれ を改 ざん

され ない ようにす る ということも,も う技術 的に可

能 になって きたわけです。ですか ら,電 子印鑑や証

明 といった もの も,こ の暗号技術 によって きちんと

守 られて,き ちんと した保管 ときちんとした管理が

で きる とい うことです 。情報 を送る場 合で も,電 子

封筒 などをうま く使 えば,そ の情 報が他 の人に盗 ま

れた りす ることもな く,送 るべ き相手 に きちんと送

られてい く。 また,配 達証明 なんか もこれで うま く

で きるわけです。

そうい うような技術 もだんだん と出て まい りま し

たので,高 齢化社会 に移行 致 しまして も,ま た家庭

の主婦で も,今 まで以上に便利 な情報の活用に移行

する ことによって,も っと無駄 をな くして,活 力の

ある社 会にす るとい うことが可能ではないか と思 っ

ているわけです。

日本の再生 は情報化で

今 の時代 は 閉塞 感が非 常 に強い と言 われてい ま'

す。 これは何 か とい うと,あ らゆる既 成の産 業にお

いて,一 次産業か ら三次産業のサー ビス業 まで,閉

塞感 というものが非常 に強い。 この閉塞感 というの

が どこか ら出て くるか とい うと,や は り進歩 しない

とい うところか ら出て くるわけです。進歩 しないか

らあ ま りそこか らお金が儲 か らない,お 金が儲 か ら

ないか らそうい う事業 も拡大 しない,事 業が拡大 し

ないか らい ろいろ と雇用 の問題 一失業ですね一 も起

こって くる。ですか ら,こ の 日本の社会 をもっと活

性化す るため に何 が必要 か とい うと,私 はや は り雇

用 とい うもの を拡大 で きるような,そ ういうビジネ

ス をこれか ら生み出 してい くことがで きなければ ,

日本の 閉塞感 とい う もの はな くせ ない と思 い ます。

経済学者が いろい ろ言っていますが,住 専 の問題 だ

とか,あ ん な問題 ではない。新 しい事 業を どうや っ

て生み出 してい くか とい うことが,日 本の閉塞感 を

な くしてい くために非常 に大 きな推進力 となる。そ

の もとになるの は情報 産業,情 報 に関連 した事業 し

かないわ けです。 また,無 駄 をな くして,そ の無駄

の ため に働 いている人の力 を,も っ とク リエ イティ

ブな事業 を生み 出 してい くところに活用 してい くこ

とによって,多 少 は高齢化 が進 んでい っても,日 本

の社 会はこれか ら大いに伸 ばせ る余地はある。 その

ためのキ ーワー ドが情 報化であ り,高 度情 報通信,

この2つ ではないか と思い ます。 それ は世の 中の仕

事 のや り方,諸 制度 のあ り方,法 律 のあ り方,そ う

い ったもの も全部見直 して,新 たな時代 に即 したも

の に してい くとい うことが,日 本 のこれ か らの再生

の ために非常 に大事 なことではないか と思 っている

次第です。 一
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会劇 ③o⑤

VエCA工Sプ ロジェク トを

歳麹 させたい

日産自動車(株)情 報システム本部 技術主管

(CALS技 術研究組合V-CALS統 括主査)

加藤 廣

CALSと は 「情報流通のデ ィジタル化 による業務効

率化」の活動

ContinuousAcquisitionandLife-cycleSupport

の略。 開発か ら生産/販 売/運 用 に至 る企業活動 を

デ ィジタルデー タの流通/共 有化 によ りペーパー レ

スで効 率的 に していこ うとい う活動。発 端 は1984

年の米 国防省での全面電子情報化の取 り組み。CAD

デー タを含む製 品情報 の標準規格STEPや 電子受発

注(EDI),分 散型 のデー タベ ース等の多 くの要素

技術が含 まれる。

政府調達 の全面電子化 の計画 で先行す るアメリカ

等 の動 きをキャ ッチ アップすべ く,日 本では通商産

業省 が 中心 とな り95年5月 に推 進 と実行 の2つ の

組織 を発足 させた。広 く推進活動 を担うCALS推 進

協議会 と技術実務を担当するCALS技 術研究組合で

ある。,

自動車産業が国の支援 により始 めた 「V-CALSプ ロ

ジェク ト」

Vehicle-CALSの 略。CALS技 術研究組 合内 に位

置付 け られた業種 別CALSプ ロジェク トの1つ で,

自動 車産業 におけ るCALS実 用化研 究 の取 り組み。

トヨタ,日 産,ホ ンダ,マ ツダ,三 菱の5社 で95

年5月 より検討 を開始 し,96年5月 に情報 システム

会社,部 品 メーカー を加 えて26社 で正式 にプ ロジ

ェク トを発足 した。

「情報流通 のデ ィジタル化 による開発/生 産/販

売/保 守業務 の効率化」 を狙いに,97年 度 末 まで に,

以下 の4テ ーマの活動 に取 り組 む。

(1)デ ィジタルプロセスの トライアル と研究:開 発

生産準備業務のデ ィジタル化(物 理モデル レス,

ペ ーパー レス)の トライアル と,これを支える分散

型次世代PDM(ProductDataManagement:

製品情報管理 システム)の 研究

(2)製 品情報流通規格 「自動車用STEP」 の実 用化

(3)電 子受発注(EDI)標 準流通 の トラ ンス レー

テ.シ◎タルフ・ロセ

に よ る

BPRの 実 現

データの共有 イ

と流 通のため

の規 格実 用化

〒◆シ◎タルフ.ロセ

を 実 現 す る

アブ'リケーション
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タプロ トタイプ開発と実用性評価

(4)文 書標準SGMLを 用いた自動軍用文書データ

ベースの構築 と実用性評価(整 備マニュアルの

電子化と法規情報の電子化)

喧嘩相手が集 まって 「共 同プロジェク ト」 を機能 さ

せるのは大変!

これ までの 日本の 自動車産業 は,業 界の発足以降

バブル崩壊 まで,右 肩上 りの一本調子の成 長 しか経

験 しなか った。 この ことが 「協 調 な しで競 合のみ」

の雰囲気 を業界に醸成 して きた ように思 える。情 報

システムに関 して も,各 社 で 「技術 開発 で競争」 し

て,「 実務適用 で また競 争」 して と,競 争の中か ら

優秀 なシステムを生み育てて きた。結果 として短期

間に欧米に肩 を並べ るのみでな く,日 本の業務形 態

に適 した,分 野 によっては欧米 を凌駕する優 れた業

務 システムに育てて きた とも言える。

この身体 に染み付 いた 「競争体 質」が ,共 同 プロ

ジェク トでは災 い となる事 が多い。各社 の利害 が対

立 した と きになか なか コ ンセ ンサ ス にな らない。

「権 限 を握 りたい」 「成果は 自分 によ り厚 く」 「責任

はなるべ く少な く」 と考 えて当た り前であ る。発案

か らプロジェク ト合意 までの1年 間はこの苦労の連

続であった とも言える。

初体験の 「国家プロジェク ト」を進める事がこんな

に大変な事だったとは!

喧嘩相手でコンセ ンサスが出来れば後はスムーズ

に物事が進むはずであった。役所の仕事であるから

して,「 形式 に従 った り」 「手続が冗長 であった り」

は,プ ロ ジェク トを進 めるための前提条件 である
,

との認識は していた。ただ ,あ る程度の オーバーヘ

ッ ドを上乗せすれば,我 々が普段進めている仕事 と

同様 に進められるだろう,と 考 えていた。

現実 には予期 した以上の煩雑 な手続 きが必要 とな

り,実 務 部隊が大 きな苦労 を背負 って仕事 をする事

になった。 よ くよ く考える と理 由は単純 である。民

間企業の唯一無二 の価値観は 「少ない費用 で最大の

成果 を上げる」 に尽 きる。やは り役所の世界 とこの

単純 な価値観 を共有する事 が難 しい,と 言 うことが'

分か っただけの事で もある。

困難 は多 けれど,何 とかプロ ジェク トを成功裏 に終

わ らせたい

国の貴 重な費用 を使 って実施するプロジェク トで

あるか ら,何 としても引 き受けたか らには約束 した

成果 を上 げたい。 プロジェク トを引 っ張 る立場 とし

ての難 しさは,強 く引っ張 り過 ぎると摩擦熱で綱が

切れて しまう し,引 っ張 らなければ,全 エ ネルギー

が摩擦熱 に費消 され て しまい ,形 式的 なアウ トプ ッ

トは出せれど実質的な成果につ なが らな くなる。

実 に難 しい組織運営 を要求 される。 しか し,引 き

受けた以上 は何 としてで も成果 を上げたい ,プ ロジ

ェク トを成功 に導 きたい と願 っている。ぜ ひ,プ ロ

ジェク トメ ンバ ーのみ ならず,間 接的 にプロジェク

トにかかわってい る人 を含めて絶大の ご支援 とご協

力 をお願 い します。
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JIPDECだ よ り一
総務部

1.理 事会の開催

平成8年10月28日(月)に 平成8年 度第2回 理事

会が開催 され,次 の議案が審議 ・承認 され ました。

・従たる事務所の設置 について

情報セキュリティ対策室

情報セ キュリテ ィ対策室では,情 報 システムに係

るセキュリテ ィ問題 について技術 的,運 用 的,制 度

的側面か ら総合的に調査,研 究 を行 ってい ます。

1.セ キュリテ ィ対策 に関する研究

(1)セ キュ リテ ィ ・コン トロールのあ り方

今 日の企業やその他 の組織 においては,ネ ットワ

ー クの進展 とパ ソコンの急激 な普及 によって,そ の

隅 々にまで情報化 が浸透 して くる状 況 にあ ります。

す なわ ち,ク ライアン ト/サ ーバーシステ ムに代表

され るEUC(エ ン ドユ ーーーザー コンピューテ イング)

が一段 と推進 され,分 散化の傾向が急です。

この ような状況で は,情 報化 に馴 染みの少 ない,

または,技 術 的に未成熟 なエ ン ドユ ーザー にまで組

織活動 に必要 な情報 が利用 された り,さ らには管理

の一部 を任せ るようなことが 日常的に行 なわれるよ

うにな ってお り,情 報処理 の信頼性,安 全性等 のセ

キュリテ ィの維持が危ぶ まれてい ます。 しか じな が

ら,世 界的に見て もこの解決策は未だ確立 してい る

とは言えない状況 です。

その ため,ク ライア ン ト/サ ーバー システムにお

けるセキュリテ ィを維持 するためのセ キュ リテ ィ ・

コン トロールの フレームワークを策定 し,個 々の局

面での コン トロールのあ り方 につい て調査 ・研究 し

てい ます。検討 においては,ア メ リカ等の先進諸 国

における同様の研究の方向性 を十分に考慮 しつつ,

わが国の企業等の実態を加味しながら進めています。

(2)プ ライバシー保護対策のあ り方

前号でもご報告 したとお り,わ が国の民間部門に

おける個人情報の保護に係 る施策の強化について,

通商産業省における検討 を支援 してきましたが,そ

のベースとなる 「民間部門を対象 とした個人情報保

護ガイ ドライン」が関係各位のご協力によってほぼ

固まって きました。 まもなく通商産業省から公表さ

れる運びとなっています。

また,こ のガイドラインを補完する措置,す なわ

ち,当 ガイ ドラインに準拠 した保護措置を講 じてい

る民間事業所者を公的に認知する 「マーク付与」制

度については,運 用の詳細な方法等について引き続

き検討を進めています。

2.シ ステム監査の促進

情報システムのセキュリティ確保には事前に対策

を講ずることが重要であることは言うまでもあ りま

せんが,一 方ではそれらの対策が決め られた通 り運

用されていることも非常に重要です。システム監査

は,運 用局面における情報システムが情報処理規定

等に準拠 して運用 されているかのチェックも重要な

仕事で,事 前の対策 と並んでセキュリティ確保の両

輪としての役割を担っています。

当対策室では,隔 年でわが国におけるシステム監

査の実i態を罷査していますが,今 年度が調査の年に

当たっています。そのため,経 年変化を見るための

調査項目以外 に,今 日的な調査課題を検討 して設定

し,調 査の準備を進めています。

また,「 システム監査基準」の改定に伴って,シ

ステム監査の普及啓発書 として出版 している 「シス

テム監査実施の手引き」,「システム監査Q&A110」

の改訂作業 も進めています。

さらに,本 年度はシステム監査の実態を把握 し,
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促進 策の一助 とするため,約5,000社 の企業等 に対

して アンケー ト調査 を実施 します。

3.認 証実用化実験協議会の運営

同協議会 では,平 成8年4月 よ り暗号 ・認証技術

を用 いた証明書発行機能の運用 をインターネ ッ ト上

にお いて実験 的に開始 してい ます。現時 点で16の

企業 ・団体 ・学術系機関等 に成果普及 を行 ってい ま

す。引 き続 き,ソ フ トウェアの利便性 を向上 させ る

ための研究開発 を実施 してい ますが ,す でに提供 し

て い る ソ フ トウ ェ ア(PemCATforWin/Mac ,

ICAP)に 対 する,国 際的 に も評価 を得てい る国産

暗号 方式 の組み込みや,ユ ーザ ーを代行 する送受信

デー タの暗号化 ・復号化機能の提 供等 も予定 してい

ます。実際の利用者 数,利 用動向等 は把握で きてい

ませ んが,同 協議会 の会員機 関における利用者の拡

大 を図るため,研 究会やセ ミナー等 を開催 する予定

です。すでに開発 を行 った ソフ トウェアについては ,

情報提供サーバー(URL:http://www.icat.or.jp/)

を通 じて配布 しています。

4.JPCERT/CC(コ ンピュータ緊急対応 センター)

の運営

現在 イ ンターネッ トに参加する組織や個人が急 増

してい ますが,こ れ らの組織 や個人 は,コ ンピュー

タネッ トワー クに関す る知識が必ず しも十分 とは言

い難 く,悪 意 を持 った人や愉快犯 による不正 なアク

セスの脅威 に対 して無 防備な状況 にある と言われて

い ます。 この ような状況 に対応するため には ,組 織

や個人の コンピュー タネ ッ トワークに関す る知識 を

向上 させる ことが重要ですが,こ れ は短期 間に実現

で きる ものではあ りませ ん。

そ こで,通 商産業省 は平成8年8月8日 付で 「コ

ンピュータ不 正ア クセス対策基準」 を公表 し,ユ ー

ザー をは じめ システム管理者,ネ ッ トワー クサー ビ

ス事業者等 がB頃 か ら実施すべ き対応項 目136を 示

しま した。 これ と併 せ て,不 正 なアクセス者 によっ

て被害 を受けた組織等 か らの依頼 を受けて緊急 な対

応措置(被 害の実態調査,被 害状 況 ・侵 入手口の分

析,再 発 防止 のための対策の検討 と助言)を 実 施す

るこ とを主 な 目的 としたJPCERT/CCを10月1日

に設立 しました。セキ ュリテ ィ対策室では この事務

局 を運営 してい ます。

緊急な対応措置以外 の業務 内容 の概略 は次の とお

りです。

・インター ネッ トセキュ リテ ィに関する技術情報

の収 集

・対 策に関する勧告(advisory)の 発行

・緊急時のイ ンターネ ッ ト管理者
,ユ ーザ ー組織,

サービスプロバ イダー等の連絡網の整備

・コ ンピュー タメーカー
,ネ ッ トワー ク機器 メー

カー,ソ フ トウェアハ ウス等 との情報交換 によ

るネッ トワーク機器のセキュ リテ ィ機能の向上

の推進

・海外の関連機関 との情報交換お よび緊急時 の連

携

・インターネ ッ トセキュリテ ィ技術 の教育
,啓 発

活動

なお,ホ ームページ(URL:http://www .jpcert.

or.jp/)を 開設 しで情報提供 を行 ってい ます。

調査部

1.情 報化指標の作成に関する調査研究

平成8年 度事業の一環として,賛 助会員各位のご

協力をいただき,新 入社員を対象 とした情報化対応

調査を12月 に実施 しています。昨年度は課長クラ

スを対象に 「ビジネスマンの情報化環境調査」を実

施 させていただきました。引き続 き本年度は,企 業

での最も若い世代である新入社員が,社 内の情報化

環境 をどのように捉えているか,ま た彼 らにとって

の情報化の常識とはいかなるものかどいう点につい

て,入 社前の環境 と比較 して調査 を行います。回収

は1月 中旬 まで行い,調 査集計の大要は3月 までに
ト

賛助会員各位へお送 りする予定ですので,ご 参考に

なればと思います。

2.情 報化白書1997年 版の編集

平成9年5月 の発行を目指 し,現 在 「情報化白書

1997年 版」の企画 ・編集作業を進めています。情

報化白書編集委員会(委 員長:石 井 威望 慶応義塾

大学教授)お よび専門委員会(主 査:廣 松 毅 東京

大学教養学部教授)で 全体構成を検討 ・審議 した結
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果 に基づ き,IO月 下旬 より原稿執筆 に取 り掛か って

い ます。今回の総論テ ーマは,中 央官庁お よび地方

自治体な ど情報化への取 り組 みが活発化 してい る行

政機関 にスポ ッ トをあて,真 に国民 サー ビスの向上

に寄与する行 政情報化 のあ り方 について取 りまとめ

てい く予定です。 また,各 論 について も一部,章 立

て構成の見直 しを図 り,著 しい変貌 を遂げる内外 の

情報化の動 きをわか りやす く紹介 します。

3.情 報化 月間特別行事 「情報化 月間記念 国際 シン

ポ ジウム」の開催

毎年10月 に開催 される政府行事である情報化月間

の特 別行事 として,平 成8年10月1日(火)に 東京全

日空 ホテル鳳 の間にて,情 報処理振 興事業協会 との

共催 に より情報化月間記念国際 シンポ ジウム を開催

しました。「健全な情報 ネ ットワー ク社会を目指 して」

をメイ ンテーマ に,基 調講演 として 「犯罪,プ ライ

バ シー,セ キュ リティ,倫 理及 びイ ンター ネ ッ ト:

アメリカか らの教訓(弁 護士 オーガス ト・ペ ックウ

ェイ氏)」,「 ネッ トワー ク社会 とプライバシー(一 橋

大学教授 堀部 政男 氏)」,「 コンピュー タ2000年 危

機 の打 開策(OAコ ンサ ル タン ト 佐藤 恒夫 氏)」,

「通商産業省における情報 セキュリティへの取 り組み

(通商 産業省機械情報産業局情報処理振 興課長 宮城

勉 氏)」 の各講演が行 われ ま した。引 き続 き,「情報

ネ ッ トワー ク社会の進展 と課題」 とい うテ ーマで,

コーディネー タに情報処理振興事業協会理事 棟上 昭

男 氏,パ ネ リス トに弁護士 オーガス ト ・ペ ックウェ

イ氏,東 京 インターネ ッ ト(株)取 締役会長 高橋 徹

氏,奈 良先端科学技術大学院大学助教授 山口 英 氏,

電子商取引実証推進協議 会主席研究員 青 島 幹郎 氏

の各氏 に よる,パ ネルデ ィスカッションが行 われ ま

した。当 日は350名 の方 々が参加 され,熱 心 な質疑

応答 も行われ充実 した講演会 となりました。

なお,講 演録 をJIPDECREPORTの 欄 に掲載致

しま したので ご参照 くだ さい。

4.コ ンピュータ ・トップセミナーの開催

平成8年8月28日(水)～30日(金)の3日 間,平

成8年 度 第1回 コンピュー タ ・トップセ ミナー を開

催 いた しました。参加者 は,17省 庁か ら課長職 を中

心 に18名 の方 々のご参 加が あ り,3日 間の研修 に

皆 さん熱心 に取 り組 んでお られま した。

今 回のセ ミナーで開始 か らの参加 者が1,000名 を

超 え ました。昨今の行 政の情報化の推進 とも相 まっ

て,参 加 を希望 される方 も多 いため,今 後 とも情報

化 の動 きを的確 に捉 えられる内容 のプログラム にす

るよう委員会で検討を進めてい ます。

なお本 セ ミナーで は,毎 回 コンピュー タメーカー

6社(沖 電気 工業(株),(株)東 芝,日 本電気(株),

(株)日 立製作所,富 士通(株),三 菱 電機(株))の 社

長 に持 ち回 りで ご講演 をお願い してお りますが,今

回ご講演 をいただ きま した三菱電機(株)取 締役社長

北 岡 隆 氏 の講演録 をJIPDECREPORTの 欄 に掲載

致 しま したので ご参照 くだ さい。

◆ プログラム◆

1日 目 実習 パーソナルコンピュー タを利用 した

情報処理入 門

2日 目 講義 情報 システムを支える技術

講演 情報 システムセキュ リテ ィ

見学 民 間における情報 システムの事例

「アサ ヒビール」

3日 目 講演 行政情報化 の現状 と課題

講演 コンピュー タメーカー社長

(三菱電機(株)取 締役社長 北 岡 隆 氏)

5.講 演 ・セ ミナーの開催

通商産業省 は,平 成8年8月8日 に 「コン ピユ・一

タ不正 ア クセス対策基準」 を策定 ・公表 しま した。

この基準は,最 近 わが国で も被 害が起 き始め た不正

アクセス による被害 の予 防や発 見 について,企 業等

の組織や個人が実行 すべ き指針 をガイ ドライ ンとし

て取 りま とめた ものです。(詳 細 は,寄 稿 ・解説 の

欄 をご参照 ください。)

当協会では,平 成8年11月15日(金)に 東京ヤマ

ハホール におい て,「 コ ンピュー タ不正 アクセス対

策基準特別講演会」 を開催 し,こ の基準の解 説 を中

心 にJPCERT/CC(コ ンピュー タ緊急対応 センター)

の役割 と活動,通 商 産業省の施策の概要,情 報処理

振興事業協 会(IPA)の 役割 と活動 について ご紹介

いた しま した。

なお,大 阪 において も,東 京 と同様 のプログラム

に より,12月3日(火)当 協会 と(財)関 西情報 セン

ターの共催 に より 「コンピュータ不正ア クセス対策
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基準特別講演会(大 阪)」 を開催 いた しました。

6.協 会成果物の配布 ・頒布

通 商産業省 による 「コンピュー タ不 正アクセス対

策基準」の公表 に伴 い,基 準の解説 と して 「コンピ

ュータ不正 アクセス対策基準解説書」 を刊 行 しま し

た。

認識 闇離離

価 格は,一 般3,000円,当 協 会賛助 会員2,400円

(共 に税 込み,送 料別)で す。購 入 を希望 される方

は,調 査 部普及振興課 まで ファクシ ミリまたは電子

メール で お 申 し込 み くだ さい 。(FAX:03-3432-

9389E-mail:fukyu@jipdec.or.jp)

技術企画部
1.オ ン トロジー工学に関する調査研究

人工 知能(AI)等 の知識処理 システムで は,さ ま

ざまな領域の知識 を蓄積 した大規模知識ベースによ

る知 識の共有,再 利 用が望 まれ てい ます。 しか し,

知識処理 システムが対象 とする実世界 の知識 をモデ

ル化 し,統 一的に扱 う方法論 は必ず しも明 らか にな

ってい ませ ん。

オン トロジーは,も とは哲学用語で 「存在論」 と

訳 され,世 の中の存在す る もの全てを系統立てて説

明 した もの を指 しますが,知 識処 理の立場か らは ,

知識(知 識 を表現す る言葉)を 体系的 に記述 し得 る

もの と して,知 識ベースにおけ る知識の共有や再利

用に貢献する もの と期待 されています。

本調査研 究では,こ れ までのオ ン トロジー関連 の

研 究成果(知 識 ベース,機 械設計,法 律 ,医 療,自

然言語,デ ー タベ ース等)を 踏 まえ,大 規模知識ベ

ースの知識の共有
,再 利用 におけるオ ン トロジーの

工学的活用の観点 か ら,オ ン トロジーの定義や表現

方式 に関する共通概念 の整理,一 般性 の高いオン ト

ロジー記述言語や オ ン トロジー利用技術等 について

検討 しています。調査研究 にあた り,オ ン トロジー

工学調査委員会(委 員長:溝 口 理一郎 大阪大学産

業科学研 究所教授)を 設置 し,平 成8年 度 よ り2年

間の予定で実施 しています。

2.次 世代電子図書館システム研究開発事業

次世代電子図書館システム研究開発事業は,研 究

開発内容の横断的検討,参 加企業商の連携 ・協力の

確保および全体的整合性確保の観点かち,参 加企業

を中心 とした各種委員会 を設置 して実施 してい ま

す。
ト

①次世代電子図書館システム研究開発事業推進委員

会

研究開発事業全般の運営に関する事項について検

討 ・調整 ・決定する親委員会で,情 報処理振興事業

協会(IPA)内 に設置済みです。

②技術委員会

推進委員会の下部委員会として,研 究開発事業の

技術的事項 ・開発工程等に関する事項全般を検討 ・

調整 ・決定します。'
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③ユーザ委員会

利用者(一 般 利用者,図 書館運営管理者,コ ンテ

ンツ提供 者,シ ステム構築者等)サ イ ドのニーズ と

評価 を研究 開発 に反映 させ る目的で,本 プロジェク

トの研究 開発内容 ・方向性等 に関する意見 ・要望 を

検討 します。

④技術検討WG

研究開発する個 々の技術課題 を検討 します。当面

は,ア ー キテクチ ャWG,入 力 ・検索技 術WG,表

示層系技 術WG,プ ロ トタイプシステ ム検 討WG,

の4つ の ワーキ ンググル ープ(WG)を 設置 します

が,事 業 の進行 と必要 に応 じてサ ブWGや 別 のWG

を発足 させてい きます。

情報処理振興

事業協会(IPA)

次世代電子図書館システム

研究開発事業推進委員会

1
11

㈱ 日本情報処理

開発協会

OIPDEC)

技術委員会 ユーザ委員会

」一一ー 一「

巨]」
1

アーキテクチャ

WG事 務 局

1
1 1

業務

連絡会

入力 ・検索

技術WG

表示層系

技術WG

プ ロトタイプ

システム検 討

WG

なお,技 術委員会は電子技術総合研究所の戸村 哲

氏 を主査 と して平成8年10月4日 に第1回 を開催

し,基 本計画書の検討お よび事 業方針 の確認が行 わ

れま した。 また,技 術課題 を検 討するアーキテクチ

ャWGも10月16日 に開催 され,個 別技術 開発 の前

提 となるアーキテクチ ャについて各社 間の調 整 を開

始 しま した。今 後,ユ ーザ ー委 員会 お よび各技 術

WGを 順次発足 させてい くこととしてい ます。

情報処理技術者試験センタ

平成8年4月 に実施 された春期 の情報処理技術 者

試験 は,応 募 者225,188人,受 験 者141,214人,受

験率62.7%,合 格者18,349人 とな りま した。合格

者の発表 は,第 二種が6月6日,第 一種が7月8日,

プロジェク トマネージ ャ,シ ステム運用管理エ ンジ

ニア,プ ロダクシ ョンエ ンジニア,デ ー タベースス

ペ シャリス ト,マ イコン応用 システムエ ンジニア試

験の各高度試験 は7月27日 に行 われ ま した。

今回の試験か ら新た に実施 したマ イコン応用 シス

テムエ ンジニア試験 は,半 導体 デバ イスの小型化 ・

高速化 とい う目覚 ま しい進歩 を背景 に,あ らゆる産

業分野の各種 製品に応用 されているマイクロコン ピ

ュー タ(以 下 「マ イコ ン」)の 応用技術者 を対 象 と

した試験 です。マ イコンを応用 した製 品を開発す る

には,製 品の仕様 に応 じてマイ コンを選定で きると

ともに,製 品の仕様 をソフ トウェア とハ ー ドウェア

の有機的 な関係 と して設計 ・開発 で きる高度 な情報

処理技術 と社会的責任感 を もつエ ンジニ アが必 要 と

な ります。通商産業省 では,こ の ような人材 の育成

と技術者の社 会的認知の確立お よび高度 な技術水準

の向上 を図る ことを目的 に,マ イコン応用 シス テム

エ ンジニ ア試験 を創設 しま した。今後 ,さ らに情報

化が進展 し各家庭や企業,社 会全般 において生活等

に密着 した高度情 報化社会が推 進 され る とともに,

マ イコン応用技術 者の必 要性 は益 々高 まると思われ

ます。

1.平 成8年 度春期試験の結果(平 成7年 春期 との

比較)

今回の試験 は,平 成7年 春期 試験 と比較 して応 募

者全体で16,715人(6.9%減)の 減少 とな りま した。

減少 した試験 区分 は,第 二種が10,756人 減(9.1%

減),第 一種が8,889人 減(10.2%減),シ ステム運

用管理が440人 減(9.6%減),プ ロジェク トマネー

ジ ャが1,039人 減(9.2%減)と なってい ます。逆

に応募 者 が増加 した試験 区分 は,デ ー タベ ースが

1,118人 増(14.0%増),プ ロダ クシ ョンエ ンジニ

アが311人 増(2.4%増)と な りま した。マ イ コン

応用は2,980人 の応募があ りま した。

各試験区分の応 募者平均年齢 は,プ ロジェク トマ

ネージャ37.2歳(02歳 上昇),シ ステム運用管理34 .9

歳(0.4歳 上昇),プ ロダ クシ ョンエ ンジ ニア31 .4

歳(0.5歳 上昇),デ ータベース31.0歳(0.2歳 上昇),

第一種28.0歳(0.5歳 上昇),第 二種24.0歳(0.2歳

上昇)と な り,す べての試験 区分 で前年 同期 よ り平

均 年齢 が上昇 しま した。 また,マ イコン応用 は31.7

歳 と第3番 目に高い年齢 となってい ます(図1)。
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図1年 齢別応募者構成比(平 成8年 春期)
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図2年 齢別合格者構成比(平 成8年 春期)
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図3勤 務先別合格者構成比(平 成8年 春期)
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図4最 終学歴別合格者構成比(平 成8年 春期)
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図5情 報処理業務の経験年数別合格者構成比(平 成8年 春期)
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合格 者の平均 年齢 は,プ ロジ ェク トマ ネー ジ ャ

37.2歳(同 じ),シ ステ ム運 用管理35.5歳(0.3歳

上昇),プ ロ ダクシ ョンエ ンジニ ア29.6歳(0.2歳

下降),デ ー タベース31.3歳(0.1歳 下降),第 一種

26.6歳(0.7歳 下降),第 二種23.4歳(0.8歳 下降)

とな りま した。マ イコン応用 は32.4歳 で応募者 と同

様 に第3番 目に高い年齢 となってい ます(図2)。

次 に,第 二種 を除いた各試験 区分 ご との勤務先 別

(図3)・ 最終学歴別(図4)・ 経験年数別(図5)

の合格者構成 について紹 介 します。 なお,第 二種 に

つ いて はJIPDECジ ャーナ ルNo.91(72～75ペ ー

ジ)で 紹介済みのため,今 回は割愛 しま した。

(1)プ ロジェク トマ ネージ ャ試験

合格者 は323人(合 格 率6.5%)と な りま した。

勤務先別 では,ソ フ トウェ ア企 業が41.5%を 占め,

次 に電算機製造 または販売企業,情 報サー ビス企業

等の順 となってい ます。最終学歴別では大 学 ・旧制

高校卒業者が全体 の75.2%を 占め,続 いて大学院卒

業生が13.9%を 占めてい ます。 なお,学 生の合格者

はお りませ ん。経験年数 は,10年 以上15年 未満 の

一54一



情報処 理 に関す る経 験が あ る合格 者が37 .8%を 占

め,15年 以上の経験者35 .6%,5年 以上10年 未満

の経験者24.1%と いう順序 になってい ます
。

(2)シ ステム運用管理エ ンジニ ア試験

合 格者 は140人(合 格 率6 .1%)と な りま した。

勤務先別 では,プ ロジェク トマ ネージャと同様 に ソ

フ トウェア企業が37 .9%を 占め,次 に情報サー ビス

企業等,電 算機 製造 または販売企業 の順 となってい

ます。最終学歴別で は大学 ・旧制高校 卒業者が全体

の68.6%を 占めてい ます。続 いて大学 院卒業生 ,高

校 ・旧制 中学の卒業生 という順 になっています。 な

お,学 生 の合格者 はお りませ ん。経験年数は
,10年

以上15年 未満の経験者 が37 .9%,5年 以上10年 未

満の経験者 が35.7%と いう順序 になっています。

(3)プ ロダクシ ョンエ ンジニ ア試験

合 格者 は593人(合 格率7 .3%)と な りま した。

勤 務 先 別 で は,ソ フ トウェ ア企 業 が半 数 以 上 の

51.8%を 占めてい ます。次 に情報サ ー ビス企業等
,

一般企業 ・団体 の順 となってい ます
。最終学歴 別で

は,大 学 ・旧制高校卒業者が全体の64 .8%を 占め,

続 いて大学 院卒業生,高 校 ・旧制中学 の卒業生 ,専

門学校2年 制卒業生 の順 となってい ます。経験 年数

は,5年 以上10年 未満 の情報 処理 に関する経験者

が35.4%,3年 以上5年 未 満の経験 者 が17 .0%,

10年 以上15年 未 満の経験者が16 .4%と なってい ま

す。

(4)デ ー タベーススペ シャ リス ト試験

合 格者 は341人(合 格率6.7%)と な りま した。

勤務先別では,ソ フ トウェア企業が約半数の53 .1%

を占め てい ます。次 に電算機製造 または販売企 業 と

な り,情 報サー ビス企業等 と一般企業 ・団体 は同数

となってい ます。最終学歴別 では,大 学 ・旧制高校

卒業者が全体の68.6%を 占め,続 いて大学院卒業生,

高校 ・旧制中学の卒業生 と続いています。経験年数

は,5年 以上10年 未満 の情報処理 に関す る経験 者

が34.9%を 占め てい ます。続いて,10年 以上15年

未満の経験 者26.1%,3年 以上5年 未 満の経験 者

15.5%と い う順序 になってい ます。

(5)マ イコン応用 システムエ ンジニア試験

新試験 であるマ イコン応 用システムエ ンジニア試

験 の合格者 は,276人(合 格率14.2%)と な り,高

度試験区分では春期試験 と秋期試験 の両方 を通 じて
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初 の2桁 台 の合格率 を占め ました。勤務先別 では
,

一 般 企 業 ・団体 が42
.4%,ソ フ トウ ェア企 業 が

34.4%,電 算機製 造 または販売企 業が12 .3%を 占

め る結 果 とな りました。最終学歴別で は,大 学 ・旧

制高校卒業者が全体の57.6%を 占め ,続 いて大学院

卒業生,高 校 ・旧制 中学 の卒業生の順 で続 いてい ま

す 。経 験 年 数 は,5年 以 上10年 未 満 の経 験 者 が

36.6%を 占め,続 いて10年 以上15年 未満 の経験者

25.0%,第3番 目に経験 な し11 .2%と い う順序 に

なってい ます。

(6)第 一種情報処理技術者試験

合格者は6,209人(合 格率13.1%)と な りま した。'

勤務先別では,ソ フ トウェア企業が31 .3%を 占めて

い ます。次 に学生が26 .8%を 占め,そ の後に一般 企

業 ・団体,情 報サ ービス企業等 と続 いてい ます。最

終学歴別 では,大 学 ・旧制高校卒業者が49 、5%,同

在 学生が11.0%を 占めています。続 いて大学 院卒業

生10.2%,同 在学生4.3%,専 門学校2年 制卒 業生

3.7%,同 在学生4.6%と なってい ます。経験年数は
,

業務経験 の ない学生 が多 くを占めている関係で経験

な しが33.8%を 占めてい ます。続 いて5年 以上10

年未満の 情報処理 に関する経験 者が19 .4%を 占めて

い ます。

2.平 成8年 度秋期試験の応募状況

秋期試験の応募状況は表1の とおりです。

表1平 成8年 度秋期試験の施募者状況

試験区分 応募者数 平均年齢

システムアナ リス ト 6,121
、

37.5

システム監査 4,530 38.4

ア プ リ ケ ー シ ョ ン 23,122 31.9

ネ ッ トワ ー ク
L

38,900 28.9

第二種 112,433 23.4

上級 シスア ド 8,487 35.0

初級シスアド 72β10 26.2

合 計 265,903 26.6

〉
ぐ
ト
,
、7占

.妻

ζ
ー



産業情報化推進センター一

産業情報化推進センターでは,産 業界における情

報化の健全な発展 と普及啓蒙を図るため,各 業界と

の連携を図 りつつ,各 種の課題に取 り組んでいます。

現在の活動状況を以下にご紹介 します。

1.ビ ジネスプロ トコルに関する検討

BSR(BasicSemanticRepository)と は,言 語

学で言 う意味解釈 を応用 して,情 報処理の世界にお

けるデータを解釈 しようとす る考 え方で,こ の考 え

方 に基づ く具体的 な作 業の1つ として,普 遍的 なデ

ー タエ レメン トを定義 しようとするプロジェク トが

あ ります。 この デ ー タエ レメ ン トをBSU(Basic

SemanticUnit)と 言い ます。

近年,EDIの 構築が盛 ん にな り,そ れ に必 要な標

準化の重要性が増加 してい ますが,こ の標準 化の中

で最 も重要 な作 業 がデ ー タエ レメ ン トの標準 化 で

す。従来,デ ータエ レメン トの標準化 は業界 ごとあ

るいは国ご とに行 われ るのが普通 であ り,業 界 を越

えるEDIや 国際的 なEDIで は,デ ー タエ レメン ト

の不 一致 とい う不 都 合が生 じる と考 え られ てい ま

す。それ を避 けるためには,業 界や国 を越 えたデー

タエ レメン トの標準化が必要ですが,こ の ような標

準化 は,有 力 な拠 り所 とす る ものが な く,難 航 して

い るのが現状です。そ こで,こ の状況 を打開す るた

め,研 究 レベ ルで検 討 されて きたBSUの 普遍 的 な

定義の方法 を活用 して,国 際的に共通 なデータエ レ

メ ン トを確 立 しよう とい う動 きが 活発化 してい ま

す。既 にISO(国 際標 準機 構)の 関連団体 と して

EDIの 世界 におけ るBSUを 作成 す る 「BSRプ ロジ

ェク ト」が創 設 され,今 秋 か ら本格的 な作業 が開始

されてい ます。 この 「BSRプ ロジェク ト」 はISOと

UN/ECE(国 連 欧州経 済委員 会)が 中心 になって

設 立 され ましたが,世 界各国に参加 を呼 びか けてい

ます。 この 呼 びかけ に呼 応 して,わ が 国 も今後 の

EDIに とって欠かせ ないBSRの 検討 に積極 的 に参

加す る必 要があ ります。そ こで,産 業情報化推進 セ

ンターで は,通 商産業省の支援 を受けつつ,わ が 国

における 「BSRプ ロジェク ト」参加 のベース として

「BSR研 究委員 会」 を設置 し,産 ・官 ・学結集 の場

を目指す ことにな りました。

2.ユ ーザーシステムの高度化に関する研 究

(1)EDI向 け 「情報通信手順」の研究

EDIを 実現す る情 報通信手順 として どの ようなも

のが適す るかユーザー とともに現状 を調査 し,メ ー

カーを交 えて業界お よび業際の標準 と して推奨で き

る仕様 を研究 してい ます。現在 は新 しい全銀手順 に

つい て全 銀協 の プロ ジェ ク トの動 きを注視 して お

り,新 しい全銀手川頁の概 要が分 か り次第,産 業界 に

対す る影響 の検討 に入る予定 です。 また,平 成7年

度 に開発 を完了 した新手順 「F手順」 の ドキ ュメン

ト管理 を今 年度 か ら継続 して行 うためのワーキング

グループを設立 しま した。

(2)二 次元 コー ドの標準化 に関する研究

通信 ネッ トワーク上 のEDIと 並行 して,実 際に生

じる物流 を情報 と一体化 させ るための 「二次元 コー

ド」の標準化動向 について,ユ ーザ ー環境 を中心 に

研究 を行 っています。今 後ユーザー企業の システム

担当者 を中心 に研究会 を発足 し,二 次元 コー ドを代

表 とした大容量デー タキャリア とEDIの 関係 につい

て研究 を進 めてい きます。

3.産 業界の システム化 およびそれに係 る制度 問題

の調査研 究

この調査研 究 では,昭 和63年 度 か ら8年 間,ク

ローズ な企業 間取引 についての検討 を行 って きま し

た。 昨年 度 は,EDI取 引 を行 う企 業 に とって も,

EDI取 引 を行 う際 に考慮 すべ き法的 な事項 を踏 まえ

た契約 を容易 に作成 するために,標 準 的なデー タ交

換協定書(試 案)を 作成 しました。 これ により,ク

ローズな企業 間取引 についての検討 に一応の区切 り

がついたと考 えてい ます。

最近では電子商取引やCALSな どのオープンネッ

トワー ク環境 での電子 デ ー タ交換 が注 目 され てお

り,今 までのクローズなEDIを 中心 とした検討 に加

えて,検 討する必 要性が高 まってい ます。 また,標

準 的なデータ交換協定書 を提示す ることがで きた と

いって も,実 際 にデー タ交換協定書 を実務に適 用 さ

せ るには,業 界固有 の商慣行 な どか ら,こ の協 定書

で想定 した以外の法制度的な問題 が発生す る可能性

が あ ります 。 また,EDIを 含 め た広義 のECで は,

国境 を越 えた取引が増 えてお り,法 制度 的に も国際

的 な八一モナイゼーシ ョンを図る必要があ り,外 国,
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国連等の国際機関の動向に常に目を向けておく必要

もあ ります。そこで,ま ず本年度 より2 ,3年 かけ

てオープン環境 も考慮 したEDIの 実用化に向けた法

的問題の検討を中心に調査研究を行います。

4.EDIの 普及促進

わが国のEDIの 普及 ・啓蒙 ,業 種横 断的な共通課

題の検討お よび関係者の情報交換 の場 と して,60の

業界 団体(平 成8年10月 現 在)お よび関係4省 庁

(オブザーバ)で 組織 す る 「EDI推 進協議 会」の事

務局 として,今 年度 も各種活動の支援 を行 ってい ま

す。今年度 は,電 子商取引実証推進協議会(ECOM) ,

CALS推 進 協 議 会(CIF),CALS技 術 研 究 組 合

(NCALS)と 同 日に行 われた総会 において,同 協議

会の体制が変更 され,総 会の下 に 「運営委員会」 を,

さらにその下 に 「普 及 ・啓 蒙部会」 と 「国際部会 」

を置 く形 にな りました。 これ らはそれぞれ既 に第1

回目の会合 を開催 し,新 体制での活動が始 まってい

ます。

普及 ・啓蒙活動 と しては,前 述の総会 に先立 って

「EDIフ ォーラム!96」 が同会場 で開催 され,約250

名 の参加者が あ りま した。後 日,講 演録 を取 りまと

める予定です。 また,普 及研修 会が既 に2回 開催 さ

れ,そ れぞれ約90人 の参加者があ りました。第 エ回

は 「初心者のためのEDI入 門」 として,EDIの 初歩

的 な解説が行 なわれ ま した。 第2回 は,「 国際EDI

の動 向」 として,国 際EDIの 推進活動や,企 業での

取 り組み事例が紹介 され ました。いずれ も当初予定

の定員 を超 える参加者 を得 てお り,EDIへ の関心 は

い っそ う高 まって きてい ると言えるようです。今年

度はあと2回(12月6日,平 成9年3月7日),EDI

の現状 と課題」 をテーマに,EDIの 先進業界か ら企

業の事例等 の講演が行 われる予定です。

この他,わ が国のEDIが 実際 にはどの ように行 わ

れてい るのか実 態 を調査す ることとしてい ます。 こ

のため,(社)日 本電線工業会,石 油化学工業協会の

協力 で先行調査 を行 ってい ます。

また,国 際活動 としてEDIに 関する各種の国際活

動 への対応 の検討 や情報 交換 を行 ってお り,EDI-

COM!96な どへ の参加等の活動 も行 うことに してい

ます。わが国の企業が どの ように国際EDIを 行 って

い るかの実 態 を調査 す るた めの検 討 も行 う予 定で

す。 さらに,APEC-TEL(ア ジア太平洋経済協 力会

議 一電気通信 ワーキンググループ)に 通商産業省 と

ともに参加 し,APEC域 内での インターネ ッ ト上で

のEDIの 実証実験 を提案 し,現 在 そのための具体的

な準備段階 に入ってい ます。

5.普 及 ・広報

(1)産 業情報化 シンポジウムの開催

平 成8年10月24日(木)日 経 ホー ル におい て ,

「オープ ンネ ッ トワー ク環境 におけるECの 推進」 を

テーマに 「産業情報化 シンポ ジウム」 を 日本経済新

聞社 との共催 で開催 し,約390人 の参加者があ りま

した。後 日,講 演 録 を取 りまとめ る予定です。

(2)広 報誌 「産業 と情報」 の発行

わが国産業界 の情報化動向 を広 く各方面 に周知す

るため,「 産業 と情報」 を発行 し,会 員等へ配付 し

ます。

6.問 い合 わせ先

当セ ンター発行 の出版物お よびEDI推 進協議会普

及研修会等 についてのお問い合 わせば,

TEL:03-3432-9386ま でお願 い します。

〈電子商取引実証推進協議会〉

1.平 成8年 度総会 ・理事会 ・運営委員会の開催

平成8年7月17日(水)全 日空ホテルにて,EDI

推進協議会(JEDIC),CALS推 進協議会(CIF) ,

CALS技 術研究組合(NCALS)と 合同で平成8年 度

総会を開催 し,次 の事項を報告 しました。

・平成7年 度事業報告/同 収支決算

・平成8年 度事業計画/同 収支予算

・平成8年 度事業実施状況

また,理 事会 ・運営委員会についても各1同 ずつ

開催 し,平 成7年 度収支決算および消費者取引検討

WGと 電子公証WGの 新設が承認されました。

2.ワ ーキンググループの活動

協議会 に設置された14の ワーキ ンググループ

(WG)に より,EC実 現に向けた共通課題の調査 ・

研究等を行い,平 成8年9月 末に平成8年 度上期報

告書を情報処理振興事業協会(rPA)に 提出しまし
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た。なお,各WGの 活動状況は次 の とお りです。

(1)モ ール構築技術検討(WGO1)

モール構築技術 について調査 を継続 中です。実証

評価 項 目お よび評価 方 法 の初 版作 成 につ い て は,

WGメ ンバ内で検討 を行 い,モ ール構築の観点か ら

再検討 を継続 中です。 なお,議 論 の助 け となるよう

「ECの モール関連 ネ ッ トワーク基本参照モ デル」 を

作成 しま した。 また,WG内 に次の5つ のサブ ワー

キ ンググループ(SWG)を 設置 しました。

① ユーザイ ンタフェース実現技術SWG

② 表示技術SWG

③表示 データ蓄積及 び検索技術SWG

④ システム構築技術SWG

⑤ モール構築 に関す る制度 的課題SWG

(2)商 品属性情報標準化検討(WGO2)

検討 の効率 を高め るため,商 品属性情報 に関する

検 討項 目を整理 し,SWG活 動へ の移行準 備 の議論

を行 っています。

(3)複 合 コンテ ンツ対 応技 術(エ ージ ェン ト機能)

検討(WGO3)

①複合 コンテ ンツ対応技術 における利用者ニーズの

分析SWG(SWG1):本 年上期 は 「利 用者 ニー

ズ分析」 を中心 に調査 を進め て きま した。その成

果 は概ね まとま りつつあ ります。下期 は 「簡単 な

仮想モ デルの作成」 や 「仮想モ デルの検証」 につ

いて検討 してい く予定です。

②複合 コ ンテ ンツ対応技術 におけ る技術動 向の調査

SWG(SWG2):ロ ボ ッ ト,エ ー ジェ ン ト,サ

ーチエ ンジンな どについ て
,数 十の論文 を調査 し

てキー ワー ドを抽 出 し,要 素技術 の動 向を分類 し

てい きます。本年末 までにまとめる予定です。

③複合 コンテ ンツ対応技術 におけ る実証動 向の調査

SWG(SWG3):複 合 コ ンテ ンツ(複 数 の商品

情報 な どの提 供形態),広 義のエ ージェ ン ト(代

理サ ー ビス),サ ーチエ ンジ ンサ イ トに分 けて,

各サ イ トの調査,情 報収集 を行い,レ ポー トの形

式にほぼまとまり,現 在,最 終調整 中です。

(4)コ ンテ ンツプロバ イダ/モ ール間 ビジネスプロ

トコル検討(WGO4)

国内のEDI標 準化状況お よび実証実験 プロジェク

トについての現状調査 を9月 末に終了 しま した。現

在,今 後のWGの 活動 内容 について検討 してお り,

ビジネスモデルお よび ビジネスプロ トコル案 の検討

作業 に着手す る予定です。

(5)共 通セキ隅リテ ィ関連技術検討(WGO5)

ケースス タデ ィで は,主 と してク レジ ッ ト決済,

ICカ ー ドについて脅威の洗 い出 しとそれ に対す る対

策の整理 を行 ってい ます。並行 して,メ ジャー定義

の方法論,他 のセキュ リテ ィ基準等 の調査 ・検討中

です。

(6)本 人認証技術検討(WGO6)

議論 の過程 にお ける齪 鰭 を防 ぐため 「本人認証の

参照モデル」 を作成 しま した。数回の委員会 におけ

る議論 を経 て,第1版 とす ることで合意が得 られ ま

した(近 日中にWG外 に公 開予 定)。 また,技 術 の

現状 に関 して,手 指の特徴 を利 用す る もの,顔 やそ

の部分 の特徴 を利用す るもの,所 有物 を利用す るも

の,筆 跡 を利用す る もの,秘 密情報 を利用す るもの

に区分 し,分 担 して調査 中です。評価要因 ・観点に

関 して も,社 会的認知性,脅 威対抗性,利 用者受容

性,認 証精度,利 便性,実 現性,保 守 ・更新性 に分

けて,分 担 して検討を開始 しました。

(7)ICカ ー ド(WGO7)

①SWG1(ICカ ー ド):

・TF-A:ク レジ ッ ト業務 分 野 にICカ ー ドを普

及 ・拡大す るための基本 要件 の抽出 と検討課題 の

洗 い出 しを行 ない ました。

・-1:カ ー ド発行 の立場 で ,現 状 の仕組み か

ら導入 に至 るまでの要件 を抽 出 しま した。

・-2:加 盟店の立場 で
,ICカ ー ドを導入するた

めの状況を想定 しての要件 を抽出 しました。

・-3:技 術 の立場 で
,運 用 の場面 にふ さわ し

い方式 を技術的にサポー トす るための要件 を抽出

しま した。

・TF-B:銀 行業務 分野 で ,電 子 マ ネーにおけ る

ICカ ー ドの必要性 を整理 しま した。

・TF-C:情 報 ・サー ビス分野 で
,ICカ ー ドの多

目的利用 を調査 し,ECに 適 したICカ ー ドモデル

を検討 しま した。

②SWG2(非 接触型ICカ ー ド):非 接触型ICカ ー

ドは,導 入お よび標準化の遅れ を反映 して 「近接

型 ・リモー ト型」 を中心 とした調査 を主体 に推進

しま した。標準化動向,導 入 ・実験事例,製 品紹

介,文 献 ・記事等 を抽出 しま した。
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(8)認 証局検討(WGO8)

認証局 運用 ガイ ドライ ン α版 の素案 レビュー を

SWG1全 体会議 にて実施 しました。各 グループ間の

整合性,追 記事項等 の調整 を10月 中に ,テ ス トベ

ッ ド適用 に向 けた活動 を11月 以 降 に行 うことを予

定 して い ます 。 認 証 局 間 相 互 接 続 に関 して は
,

X.509フ ォーマ ットの調査が終わ り,SETを ベース

に接続上 の技術 要件の洗い出 しに入 ってい ます
。今

年度 内にテス トベ ッ ドと連携 を図 りなが ら接続仕様

をまとめる予定です。

(9)国 際取引(WG11)

企 業事例等の ヒアリングを行いつつ ,チ ーム別 に

作業 を推進 してい ます。

・課題検討チーム:消 費財
,デ ィジ タル コンテ ンツ

本事 例 と取 引プロセスに沿い,課 題 を整理 。今後

重点課題の検討 を行 い ます。年内に海外調査予定

です。

・モール間約款 チーム:パ ソコン通販等の内外約款

事例 の調査,輸 出入代理契約の類型 を整理 しま し

た。 さらに,モ ール間約款の フレーム作成等 を行

ってい ます。10月 に海外調査 を実施 しま した。

(IQ)プ ライバ シー問題検討(WG12)

主査が堀部 政男 一橋大学法学部教授 に決定 しま

した。第1回WGを10月15日 に開催 しま した。次

回以降,ガ イ ドライ ンについて本格検討 に入 ります。

(11)電 子商取引決済関連制度問題検討(WG13)

①SWG-A:後 払 い方 式,即 時払い方式,前 払 い方

式 の3タ スクフォース(TF)を 設置 しました。前

払 い方式TFに ついては,そ の内部 を短期的 なモ

デ ル検 討 チ ー ム で あ るVISACASHも し くは

MASTERCARDCASH型 決済方式検討チーム と,

中長期検討チームに分 け,各 々検討活動 を続 けて

い ます 。現在,各TF等 は現状の決済方式の調査

を実施 し,さ らに標準的な決済モ デルの候補 をい

くつか取 り上げてその課題 を抽出 しています。本

年度内 に標 準的な決済モ デル素案 を選定する予定

です。

②SWG-B:ク レジ ッ ト型 の決済方式素案か ら抽出

済み の課題 を制度 的課題,実 務運用課題お よび技

術的 な課題 の3つ に分類 を進めています。次 の段

階 と して,課 題 について短期 的な解決方法 と中長

期 的な解決方法 を検討 する予定です。短期的 な検
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討 を優先 して実 施す ることと し,本 年末 か ら来年

年初 までの予定 で斡旋総合型 ・斡旋個品型の2種

類 について標準的 な会員約款 および加盟店約款 素

案 を作成す る計画です。 中長期的 な検討 について

は来年初め に開始す る予定です。

(12)消 費者取 引(WG14)

第1回 会合 を9月26日 に開催 しま した。現 在 ,

問題抽出の作業中です。

(13)電 子公証検討(WG15)

第1回 検討会 開催 に向け準備 中です。 ワーキ ング

メ ンバ ー26社 で30社 程度 となる模様 です
。 また,

2つ のSWGの 検討項 目を抽 出中です。

(14)国 際連携(WG21)

第6回 お よび 第7回ECOMセ ミナ ー 終 了後 ,

WG21に おいて当 日講師 とのデ ィスカッションを実

施 しました。お互 いの理解 ・知識を深める とともに,

今後 の連携 強化の素地 を固める一歩 とな りま した。

また,10月14日 にコマ ースネ ッ ト ・グローバル.

パー トナーズ ・サ ミッ ト(於:サ ンフラ ンシス コ)

において,ECOMの 概要 ,各WGの 状況 を発表 し,

各国へ直接情報発信 を行い ました。

3.プ ロジェク ト連絡調整委 員会の活動

エ レク トロニ ックコマース推進事 業で進 め られ て

い る19の プロジェク ト間の相互連絡 お よびプロ ジ

ェク トとWGの 交流 ,連 携 を図るための委員会 で,

平成8年10月 末 までに6回 開催 されま した。

4.普 及広報活動

(1)ECOMか わ ら版の発行

会員向けニューズ レター と して平成7年 度 に引 き

続いて適宜発行 してい ます。 これ までの発行 経緯 は

次 のとお りです。

第1号 平成8年2月26日 発行

第2号 平成8年4月24日 発行

第3号 平成8年7月17日 発行

第4号 平成8年10月25日 発行

(2)機 関紙の発行

協 議会の活動成果等 を紹介す る機関紙 を年2回 発

行 予定 です。第1号 は12月 の発行 を目指 し編集作

業中です。

(3)ECOMセ ミナ・一一の開催 ・
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協議会会員向けのセ ミナー として平成7年 度 に引

き続 い て 開催 して い ます 。 なお,第4～7回 の

ECOMセ ミナーは次の とお り開催 しま した。

◆ 第4回ECOMセ ミナー◆

日時:平 成8年7月26日

場所:タ イム24ビ ル2階 セ ミナールーム

参加者:115名

プログラム:

・あいさつ 通商産業省

・EC決 済 ユーシーカー ド(株)

・コマース ・ナ ビゲー シ ョン ・システム

(株)セ ゾン情報 システムズ

・CCC(サ イバー コマース シティ)

(財)関 西情報セ ンター

・セキュアコマースプロ トコル を実現する共通プラッ

トフォームの開発(株)日 立製作所/富 士通(株)

◆第5回ECOMセ ミナー◆

日時:平 成8年9月25日(水)13:30～17:00

場所:タ イム24ビ ル2階 セ ミナールーム

参加者:87名

プログラム:

・サ イバー ビジネス最前線 一インターネ ッ トを駆使

した インターナシ ョナル ・ビジネスー

ス タンフォー ド・パブ リッシ ングInc.杉 本 理 氏

・電子公共サー ビス統合 システムーワ ンス トップ ・

サー ビスの実現 一(株)電 算

・JapanNet三 菱商事(株)

◆第6回ECOMセ ミナー◆

日時:平 成8年10月2日(水)13:00～15:00

場所:タ イム24ビ ル2階 セ ミナkル ーム

参加者:84名

プログラム:

・欧州 とベルギーへ の電子決済システム導入につい

て一プロ トン ・プロジェク トの最新情報 －

Banksys国 際部門セールスマネージ ャi・-

DanielSkala氏

◆第7回ECOMセ ミナー◆

日時:平 成8年10月7日(月)13:00・-15:00

場所:タ イム24ビ ル2階 セ ミナールーム

参加者:110名

プログラム:

・エ レク トロニ ック ・キ ャッシューそ の意義 と可能

性 －DigiCash社 社長DavidChaum氏

(4)国 際 シンポジウムの開催

電 子商取 引 に関 して広 く一般 に啓 蒙普 及す る た

め,一 般 を対象 に した国際 シンポ ジウム を年1回 開

催予定で,平 成9年3月 に開催準備 を進めてい ます。

(5)各 種催事への参加

ECOM広 報活動 の一環 として次 の催事 に参加 ・

出展 しま した。なお,ダ イ レク ト ・マーケテ ィング

フェア!96で はECOMブ ース を訪れ た方 々 にア ン

ケー ト(電 子商取 引 に関す る意識調査)を 実施 し,

結果 を新聞やサ ーバで紹介 しました。

・Internet&ElectronicMessagingWorld}96

日時:平 成8年6月26日 ～29日

場所:幕 張メ ッセ

・ダイレク ト・マーケテ ィングフェア,96

日時:平 成8年9月4日 ～9月6日

場所:池 袋サ ンシャイン文化会館

・CommerceNetGlobalPartnersSummit

日時:平 成8年10月14日

場所:HyattRegencySanFranciscoHotel

(WG21に よるECOMの 活動紹介)

(6)WWWサ ーバーによる情報提供

7月17日 の平成8年 度総会 におい て当協 議会 の

URLを 公 開 し,協 議会の成果および電子商取引に関

する情報 を一般 に提供す る とともに,ア クセス用 パ

スワー ドの発行 によ り,会 員 向けペー ジの差別化 も

行 なってい ます。主なコンテ ンツは次 の とお りです。

現在,英 文情報の充実 など内容 の整備 を進めてい ま

す。(URL:http://www.ecom.or.jp)

・Whae$撫}w

・ECOM協 議会 について

・活 動スケジュール

・WGの 紹介

・協議会の成果物

・ECOMか わら版

・協議会会員のページ

・通産省のEC関 連政策資料等

・プロジェク トの紹介

・EC関 連 フリーソフ トの紹介

・関連サーバヘ アクセス

・催 し物紹介
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中央情報教育研究所
中央情報教育研究所では,高 度情報処理技術者育

成のために,次 の研修事業,調 査研究事業,お よび

普及啓蒙事業を実施 しています。

1.平 成8年 度下期研修事業

(1)情 報処理技 術 インス トラクタ研修

情報処理専門学校 ・高等学校等 の教員や企業 にお

ける情報処理教育担当者等 に対す る標準 カリキュ ラ

ムに基づい た情報処理教育の指導ポ イン トに重点 を

置い たコース,お よび広い対 象の情報処理技術 や指

導者等 に対 する最近の技術動 向等の研修 を実施 して

い ます。今後 の研修 日程 や内容 の詳細 について は
,

教務 第一課(TEL:03-5531-0175)ま でお問い合わ

せ下 さい。

・教育エ ンジニアコース

・第二種共通 カリキュラムコース

・システムア ドミニス トレー タコース

・システム技術 コース

・技術動向コース

・関連技術 コース

(2)高 度情報化人材育成研修

高度 情報化 人材育成標準カ リキュラムに基づいた

次 の研修 を実施 してい ます。今後の研修 日程や内容

の詳細 につ いて は ,教 務 第二課(TEL:03-5531-

0176)ま でお問い合わせ下 さい。

・プロジェク トマ ネージャコース(2/5～3/14)

・プロダクションエ ンジニアコース(2/12 ～3/13)

・ネットワークスペシャリストコース(2/3 ～3/13)

・データベーススペシャリストコース(2/4～2/26)

2.調 査研究事業

(1)情 報処理教育実態調査

わが国の情報処理教育に関する最新情報を把握

し,施 策検討に資することを目的に,平 成8年 度も

継続 してア ンケー ト調査(発 送数:産 ・学 で約

3,500件)を 実施 します。調査項目は,学 校および

企業における情報処理教育の体制,内 容 ,方 法,課

題 といった固定的なテーマに加え,企 業が求めてい

る人材 と学校が輩出 している人材 との比較や,情 報

処理技術者や教員に対する研修の実態把握 をテーマ

と したア ンケー ト調査 を実施 します。

現在,シ ンガポール国家 コンピュータ庁が実施 し

た調査結果 と昨年度の調査結果の比較 を実施 してい

ますが,そ の中か らキ ャリアに対する好 みを比較 し

た ものがあ りますので簡単 に紹介 します。

キ ャリアに対す る好み をシンガポー ルと日本 の情

報処理技術者 について比較 して見 ると,シ ンガポー

ルの情 報処理技術 者 の45%が 経営 管理分野 に進 み

たい と しているの に対 して,日 本 の情報処理技術者

は35%し か望 んでいませ ん。一方 ,こ の まま技術分

野の キャリアを伸 ば したいと している者は,日 本が

51%で あるの に対 して,シ ンガポールは31%と な

っています。 さらに,経 営管理分野 に進みたい との

意向の変化 を30歳 未満,30代,40歳 以上の年代別

に分 けて見 ます と,シ ンガポー ルは47% ,44%,

42%と 年 とともにその意向が減 るの に対 して ,日 本

は25%,36%,46%と 急増 しているこ とが分か り

ま した。

(2)教 科研究調査

平成6年 度 に制定 された 「情報化人材育成学科認

定制度」の審査 ・運用業務 を行ってい ます。

今年度}ま,ll類A(2年 制)の 更新時期 に該 当 し

たため,審 査 対 象 とな った件 数 は ,更 新が24件,

新 規が24件 で した。1類(3年 制)は 新 規の 申請

が13件 で した。

審査 の結果,1類 が4件,1類Aが32件(新 規

8件,更 新24件)合 格 しま した(通 産 省広 報NQ

13676,平 成8年10月28日)。

(3)連 絡事務 お よび地域交流

産業界 のニーズ に即 した情報処理教育の推進 と地

域 におけ る情報処理技術者教育の活性化 のため
,情

報処理専 門学校等の教職員や地域 の情報処理関連企

業等 を対象 とした 「地域交流 セ ミナー」 を全 国の主
ト

要都市で開催 します。本年度予定 している地域およ

び期日は,次 の通 りです。

・平成9年1月29日(水):大 阪市内

・平成9年2月5日(水):仙 台市内

・平成9年2月10日(月):東 京都内

(4)産 学連携の推進に関する調査研究

情報処理教育の円滑な推進を図るためには,産 業

界と情報処理教育機関との相互の補完が必要とされ

ています。平成8年 度は,当 該調査研究の最終年度
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に当り,産 学連携の一つの目的である実務教育に主

眼を置いて,専 門学校や大学等における産学連携の

実態と企業が学校に求めている情報処理教育と学校

から輩出される人材について調査研究 します。また,

第2回 目の 「産学連携フォーラム」の開催を予定 し

ています。

(5)高 度情報処理技術者育成指針に関する調査研究

標準カリキュラムが作成 されてから2年 以上が経

過 しましたが,そ の間の情報処理技術の進展には目

覚ましいものがあります。そこで,最 新の情報処理

技術に対応した形で標準カリキュラムの見直 しを実

施 し,そ の要点を取 りまとめます。

(6)マ ルチメデ ィアを用いた先進的教育手法に関す

る調査研究

集合研修における時間的,場 所的な制約の解消を

図るとともに,研 修成果の向上に資するため,マ ル

チメディア機器とネットワーク等を組み合わせた研

修環境 ならびに手法に関する調査研究 を行います。

本年度は,教 育手法の論理設計を実施するとともに,

モデル教材お よび模擬環境 を開発 し,教 育システム

の実現可能性の調査研究 を行います。

(7)専 門学校 における高度技術者および利用技術者

教育のあり方に関する調査研究

情報処理専門学校は,18歳 人口の減少 とともに,

今まで情報処理専門学校に入学 していた高校生が大

学等にシフ ト入学する傾向が顕著化 してきているた

め,専 門学校と大学の住み分けが必要になってきて

います。一方,大 学においては,大 学に通いつつ専

門学校で学ぶいわゆるダブルスクールが流行 してき

ています。

一方
,エ ンドユーザーコンピューティングの普及

とともに情報処理専門学校生の就職先も情報処理部

門から一般業務部門へのシフトが目立ってきていま

す。

このような背景の下,高 度情報処理技術者や利用

技術者 として育って欲 しい情報処理専門学校生が在

学中に修得 して欲 しい実務能力とその修得方法につ

いて調査研究を行います。

(8)高 度情報処理技術者育成のための基盤整備

近年の情報処理技術の進展には目覚ましいものが

あ ります。このため,最 新の情報処理技術に対応 し

た形で標準カリキュラムの見直 しを行うために必要

な基礎データの収集 ・分析を行い,標 準カリキュラ

ム改訂のための支援作業を行います。

(9)高 度情報処理技術者育成のための応用研究

教育現場における教育効果を高めるためには,最

新の情報処理技術の集大成であるマルチメディアの

活用が必要不可欠です。そこで,本 年度は情報シス

テムの利用技術者であるシステムア ドミニス トレー

タに焦点を当て,こ の育成に必要なマルチメディア

教材のプロトタイプを作成するとともに,マ ルチメ

ディア対応の研修施設の整備拡充を行います。

3.普 及啓蒙事業

高度情報化 人材育成標準 カリキュラムおよびこれ

に準拠 したモデルテキス トの普及のため,平 成8年

度 は新たに次のモデルテキス トを刊行 しま した。

この他,平 成6年 度 よ り標準 カ リキュラム に準拠

したモデルテキス トを発行 してい ます。モデルテキ

ス ト等 の内容 や購入方法 に関す るお問い合 わせ ば,

普 及振 興課(TEL:03・5531-0174)ま で お問い合

わせ下 さい。

・上級 システムア ドミニス トレー タテキス ト

・教育エ ンジニアテキス ト(メ デ ィア開発型)

・教育エ ンジニアテキス ト(イ ンス トラクシ ョン

業務)

・ソフ トウェア生産技術 スペ シャリス トテキス ト

・基本 システムスペ シャリス トテキス ト

・デベロ ップメン トエ ンジニアテキス ト

STEP推 進センタ

STEP推 進センターは,(財)日 本情報処理開発協

会に移管 されて以来,ほ ぼ1年 半になります。平成

8年 度は年度当初から(財)日 本情報処理開発協会の

もとで臨むという意味で,実 質的に新体制での初年

度ということになりました。平成8年9月1日 付で

5名,同10月1日 付で3名,同11月1日 付で1名

の事務局員増員 もあ り,当 面必要な組織 も固まりま

した。年度中には情報処理振興事業協会(IPA)と

の契約に基づ く企業間高度電子商取引推進事業への

取 り組み も開始され,STEP推 進の中核機関として

実質的な活動が一段と強化されます。
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1.国 際標準化事業

(1)ISO国 内対策委員会の開催

製品モデルデー タ交換 のための国際規格(STEP)

の 開 発 に 関 す る 審 議 を行 い ,DIS(Draft

InternationalStandard)9件 ,CD(Committee

Draft)2件,NWI(NewWorkItem)2件 ,そ

の他(StandingDocument)7件 に対 して 回答お

よび投票 を行 いま した。

(2)ISO国 際会議へ の参加 と交流

神戸(日 本),ト ロ ン ト(カ ナ ダ)で 開催 された

ISOTC184/SC4/WGsの 会議 に参 加 し,STEP規

格開発 の各 ワーキ ンググルー プ(WG)審 議 に出席

して,日 本 か らの 意見提 案 を行 うと ともに,各 国

STEPセ ンター との情 報交換 を行 い ま した。 なお ,

6月 に は 国 際 貢 献 の 一 環 と し て 神 戸 でISO

TC184/SC4の 会議 を開催 し,無 事 に役 目を果 た し

ま した。

CNRC(カ ナ ダ),UKCIC(イ ギ リス) ,台 湾の

ミッションの訪問 を受け,各 国のSTEPに 関連する

状 況 につ い て 情 報 交 換 をす る と と もに,STEP

ToolsInc.,CIMIO,ProSTEPの 各ベ ンダーの セ

ミナーおよび情報交換 を実施 しま した。

(3)産 業別AP開 発組織 との リエゾン

業種別CALSプ ロジェ ク トでのSTEPへ の取 り組

みに対 して,AP規 格,開 発環境,ツ ール等 につ き,

セ ミナー,情 報交換,技 術 支援 を実施 してい ます。

また,各 プ ロジェク トが効 率 よ く推 進で きるよう,

今後 も積極的 に取 り組み ます。STEP規 格 開発 は佳

境 に入ってお り,産 業界のニーズに答えるため,そ

してP-Member国 と して対応 す るための組織 につ

いて検討 を進めています。

2.JIS原 案作成事業

平成6年12月 にSTEP国 際規格 第1版 と して12

分 冊が制定 され,既 に平成7年 までにPart1(概 要

お よび基本 原理)ほ か7分 冊 についてJIS原 案 を作

成 しま した。平成8年 度は残 るPart44(製 品構成),

Part46(可 視表示),Part201(図 面表記 のための

製 図モ デル)お よびPart203(構 成 管理設 計)の

JIS原 案作 成のた めの作 業 を進 める とともに,今 後

制 定 され るSTEP国 際規格 へ の対 応 を検討 しま し

た。 また,STEPに 関す る用語集作成 について検討

を進めてい ます。

3.プ ロジェク ト推進事業

平成7年 度 に引 き続 き,標 準化動 向を調査 し,製

品モデルデータの表現技術 ・交換技術 ・リアル タイ

ム電算処理技 術等の調査研究 と,今 後重要 となる基

礎技術 について9つ のWGで 活動 してお り,そ の活

動成果 を平成8年 度成 果報告書 として まとめ ます。

現 在,CALS技 術研 究組 合(NCALS),IPA事 業

(企 業間高度電子 商取 引推進事 業)の 動 向を踏 まえ

なが ら,次 の事業 に取 り組 んでいます。

(1)技 術開発

①発電 プラン ト製品モデルデー タ交換技術

STEPやCALSの 動向 を把握 し,国 際協力 の もと

プラ ン ト ・プロダク ト ・モ デルのデー タ交換 につい

ての調査研 究 を強力 に推 進 してい ます。具体 的には

発電 プラン トのライフサ イクル全般 を支援す るプラ

ン ト ・プ ロ ダ ク ト ・モ デ ル と し てARM

(ApplicationReferenceModel)の 開発等 に取 り

組 んでい ます。

②3次 元設計デー タ交換技術

IPA事 業発足 を契機 に,従 来の技 術検討のベース

であ るAP202に 加 えて,AP203も 含 め ,製 品設計

業務 の立場か ら,生 産設計業務への電子的なデー タ

の 受 け渡 し(図 面 レス) ,お よび共 有技 術(例:

EXPRESS言 語,STEPツ ール)等 の調査 ・検 討 を

進 めてい ます。

③製品 と構成管理 データの表現 ・利用技術

AP203の 設計業務へ の適用の可否 について ,業 界

別/PDM別 に調査 ・検討 を進 めてい ます。造船 ・

家電業界 においては,製 品構成 データ・形状 デー タ

の業務適用 は困難だが,デ ー タ交換への適用は可能

な模様です。 また 自動車業界において は,AP203を

出発点 と して 自動車 の開発業務のSTEP化 を推進 し

た結果 がAP214で あ るため,AP214の 適用 を検討

しています。

④設計 と生産 のデー タインタフェース技術

JNCの マニユファクチ ャリング ・テク ノロジー分

科会 と合同で,AP224お よびAP213を 中心 にCAM

関連のモデル について検証 を進めています。 さらに,

製 品設計業務 と生産設計業務間のデー タイ ンタフェ

ース技術 について も
,生 産設計 の立場 か ら取 り組ん
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でい ます。

⑤機械分野 のアセ ンブ リモデル と解析技術

運動 シ ミュレー シ ョン ・組 立性等 の視点か ら,ア

セ ンブ リモ デ ル の検 討 を進 め る一 方,Part105

KinematicModelに つ いて は,新 しい文 書お よび

Issuelogを 添 えISO/TC184/SC4に 提案 し,平 成

8年12月 にISと して発行 され る予定です。

⑥ 製品のパ ラメ トリックな表現技術

現行 のCADシ ス テムの機 能や技術 の調査,パ ラ

メ トリックモデルに関す るス コー プの明確化 やデー

タモデルの検討,お よびパ ラメ トリックスの利用状

況や将 来動 向 につい てのユ ーザ ーニ ーズ等の調 査

を,サ ブワーキ ンググループを設けて進めています。

⑦ プロダク トモ デル を記述す る言語技術

プ ロダ ク トモ デル記 述 言語EXPRESSに つ いて

は,次 世代や他のモデル記述 言語 との統合化の動 き

が あ りま す が,EXPRESS-X,EXPRESS-V,

EXPRESS-M等 の動向調査 と,モ デル記述言語 と し

ての望 ましいあ り方 に関 し検討 を進めています。

⑧汎用機械部品の属性等の表現技術

多 くの組立部 品 には,汎 用の機械部 品(調 達 品)

が使用 され ます。 また,電 子部品 について は,既 存

の標準 を活用 した ライブラ リ化が進 むことが予想 さ

れ ます。 この ような状況下で,部 品情報の利用者 に

とって望 ま しい属性等 の表現技術 は何 か,検 討 を行

ってい ます。

(2)実 証 テス ト

プ ロジ ェク ト最 終年度(平 成10年 度)プ ラン ト

S/W標 準化 の実証検 証 の実施 に向 けて,製 品デ ー

タの表現技術 ・交換技術 の調査研究 を行 い,併 せて

広 く標準化 と実用化 に役立つ技術 を検討す るための

ワーキ ング グルー プ と して新 たに 「実証検証WG」

の設置 を前提 と して,プ ラン トS/W検 証 ア ドホ ッ

ク を発足 させ,大 枠 のス コープ等 を含 めて検討 を進

めて きま した。「実証検 証WG」 では,AP202(必

要 に応 じてAP203も 含 める)を メ イ ンターゲ ッ ト

に,検 証実験対象に絞 る予定 です。

4.調 査 ・研究事業

普及促進 の一環 としてセ ミナーの開催 お よびイベ

ン トに参加 し,STEPの 啓蒙 ・促進活動 を行 って き

ま した。

(1)ISO/TC184/SC4国 際 会 議 神 戸 会 議 期 間 中 に 次

の セ ミナ ー を 実 施 し ま した 。

◆STEPセ ミナ ー 「プ ロ セ ス 産 業 に お け るCALS/

STEP」 ◆

日時:平 成8年6月7日(木)9:30～17:00

場 所:神 戸 国 際 会 議 場502会 議 室

(神戸 市 中 央 区 港 島 中 町6-9-1)

参 加 者:60名

プ ロ グ ラ ム:

・CALS/STEP概 要

(株)日 立 製 作 所 日立 工 場 主 任 技 師 太 田 吉 美 氏

・欧 州 に お け る プ ロ セ ス 産 業 のSTEP

ICIEngineering,UKStuartLoad氏

・米 国 に お け る プ ロ セ ス 産 業 のSTEP

NISTMarkE.Palmer氏

・プ ロ セ ス 産 業 に お け るCALS/STEPの メ リ ッ ト

A.1.E研 究 社 芝 尾 紘 一 氏

・ ビ ジ ネ ス 上 の メ リ ッ ト達 成 の ロ ー ド マ ッ プ と

PIEBASEBIack&VeatchJohnVoellar氏

・STEPの 将 来 像

東 京 工 業 大 学 資 源 化 学 研 究 所 仲 勇 治 氏

・日本 に お け る プ ラ ン トCALS/STEP

旭 エ ン ジ ニ ア リ ン グ(株)河 村 幸 二 氏

・関 連 ソ フ トウ ェ ア ベ ン ダ ー に よ る デ モ 実 施

◆STEPセ ミ ナ ー「海外におけるCALS/STEPの 実用例」◆

日 時:平 成8年6月12日(水)9:00～18:00

場 所:神 戸 国 際 会 議 場3階 国 際 会 議 室

(神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町6・9-1)

参 加 者:100名

プ ロ グ ラ ム:

・セ ミナ ー 開 催 に あ た っ て

東 京 大 学 工 学 部 教 授 木 村 文 彦 氏

・STEPの 概 要

STEP推 進 セ ン タ ー 主 任 研 究 員 安 藤 真 佐 男 氏

・STEP -AKeyToolintheGlobalMarket

BritishAerospaceCorporateIT

HowardMason氏

・IntroductionofPDES
,Inc.andItsPilot

ProjuctPDESInc.RobertKiggans氏

・STEP-AP214fortheAutomotiveIndustry

Standardizationandimplementationefforts

inGermany
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Daimler-BenzGermanyJurgenMohrmann氏

・ASeamlessDesign -BuildEnterprise

BoeingCompanyDr .KingYee氏
・STEPfortheProcessPl

antIndustries

N・ti・n・II・・tit・t・・fStand・ ・d・&Tech・ 。1。gy

USAMarkPalmer氏

(2)当 推進 セ ンターの関連企業 ・団体等 の希望者 を

対象 にSTEP技 術の欧米先進 諸国の事例 ,商 品紹介

お よび将来性等 につい て次 のセ ミナ ーを開催 しま し

た。

◆STEPセ ミナー 「ツールお よび事例紹介」◆

日時:平 成8年8月8,9日(木 ,金)

10:00～12:30

場所:タ イム24ビ ル2階 セ ミナールーム1

(江東区青海2-45)

参加者:75名(2日 間延べ人数)

プログラム:

★8日 講師:ProSTEP社U
weStelter氏,Lutz

Blencke氏

・ProSTEP社 お よび製品の紹介(① 標準化
,②

製品,③ サー ビス,④ 製品技術の特徴 ,他)
'ProSTEP製 品の アーキテクチ ャ(① システム

アーキテクチ ャに関 して ,② ソフ トウェアの機

能 に関 して,③STEP実 装に関 して,他)
・実例 －ProSTEP製 品 を用 いたデー タ交換 実例

デモ と質疑応答一

*9日 講師:CIMIO社AdvianLa
ud氏

・CIMIO社 のSTEPデ ー タウエアハ ウスに関す

る紹介
,(①製品の適用範囲 と特徴 に関 して,②

ISO規 格 とANSI規 格 に沿 った技術製品 ,③ 産

業界規格あサポー ト紹介,他)

・CAD++製 品紹 介(①CAD++を 利 用 した

CAD/CAMベ ンダーに関 して,②CAD++を 利

用 したプロジェク ト例 の紹介,他)

・実演 －CIMIO製 品のデモと質疑応答

◆STEPセ ミナー 「STEPTools,Inc.商 品紹介お

よび最新版NIIIPデ モ」◆

日時:平 成8年8月23日(金)10:00～12:30

場所:タ イム24ビ ル2階 セ ミナールーム1

(江東区青海2・45)'

参加者:22名

講師:日 本総合 システム(株)森 福端 氏

プ ロ グ ラ ム:

・STEPTools
,Inc.と 商 品 紹 介

(①STEPTools,Inc.の 紹 介,②STEPTools

社 の 製 品 群 の 紹 介)

・NIIIP(NationalIndustrialInf
ormation

InfrastructureProtocol)プ ロ ジ ェ ク トに 関

して の 紹 介

(①STEPデ ー タ か らWebデ ー タへ の 変 換 方 法

に 関 し て,②NIIIPInfrastructure)

・最 新 版NIIIPデ モ

(①STEPTools,Inc.製 品 デ モ,② 部 品 コ ス ト

見 積 りデ モ)'

◆STEPセ ミ ナ ー 「米 国NIIIPプ ロ ジ ェ ク トの 最 新

成 果 と 将 来 展 望 」 ◆

日 時:平 成8年8月26日(月)10:00～12:30

場 所:タ イ ム24ビ ル2階 セ ミナ ー ル ー ム1

(江 東 区 青 海2-45)

参 加 者:23名

講 師:STEPTools,Inc .Ph.D.JohnValois氏

プ ロ グ ラ ム:

・STEPTools
,Inc.開 発 製 品 群 の 紹 介

・開 発 製 品 群 の 機 能 と技 術 的 特 徴 お よ び 使 用 例 の

紹 介(①ST-EXPRESS,②ST・Developer
,

③ST・Visualizer)

・開 発 製 品 の 適 用 例 の 紹 介(①ST
-Developer

,

②ST・Visualizer)

・今 後 の 同 社 の 製 品 開 発 動 向

・NIIIPプ ロ ジ ェ ク ト概 要 紹 介(① 同 プ ロ ジ
ェ ク

トに よ るSTEPTools,Inc .開 発 製 品 の 適 用 事

例,② 同 プ ロ ジ ェ ク トの 現 状 と 今 後 の 展 開)

(3)イ ベ ン トで の 啓 蒙 ・促 進 活 動 と してCALSJapan

l96(10月14～17日)
,DigitalmediaWorld(11月

20～22日)でSTEP準 拠 統 合 情 報 管 理 シ ス テ ム

「STEPManager'M」 を 出 展 す る と 同 時 に 次 の パ ネ

ル 掲 示 を 行 い ま し た 。

・STEP推 進 セ ン ター の 活 動(96年 度 版)

・進 む 業 種 別CALSとSTEP実 証 実 験

・ ト ッ プ ピ ー ク を迎 え る 国 際 標 準 化

・実 証 を待 つSTEPI芯 用 規 格

・STEPの 実 装 に 拍 車 を か け るHLDAI

・STEPManager'" -mp内 初 のSTEP準 拠 統 合

情報管理システム
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・STEPユ ニバ ーサル ・ブ ラウザ ソフ トウェア

構成管理の例

5.IPA事 業(企 業間高度電子商取 引推進事業)

平成8年2月 に 「STEPシ ステム構i築支援機能 の

開発」 をIPAの 企業 間高度電子商取 引推進事業へ応

募 しました。その後4月 に提案の採用が決定 し,11

月か ら本 格開発 に着手 しま した。

「STEPシ ス テ ム構1築 支 援 機 能 の 開発 」 は,

STEPを 利用促進す る上 で必須 となるシステム構築

のための支援機能(STEPシ ステム開発支援 ツール)

を当セ ンターで独 自に開発 し,2年 後 の実用期 に備

え ることを目的 とす るものです。STEPの 国際標準

を実用 する上では,STEP交 換 システム を実装 する

ことが不可欠です。つ ま り,こ の実装 をいか に容易

にで きるかがSTEP実 用化 のポ イン トとな ります。

し か しSTEPAIM(ApplicationInterpreted

Model:翻 訳 モ デ ル)はAPI(Application

ProgramInterface)の 仕組みが乏 しく,少 な くと

もARM(ApplicationReferenceModel:参 照 モ

デル)に 近いAPIは 準備 されてい ませ ん。 この こと

がSTEPの 実装 を極 度 に難 し くしてい る主 因です。

これ を解決 す るのが,「STEPシ ステム構築 支援 機

能の開発」です。

「STEPシ ステ ム構 築支援機 能の 開発」 で は,ユ

ーザーーーフレン ドリーなSTEPデ ータアクセス インタ

フ ェ ー ス(HLDAI:HighLeve1DataAccess

Interface)を 開発 します 。 また,こ の実現 のため

に先進 のマ ッピ ング技術 を採 用 し,「STEPシ ステ

ム構 築支援機能」 を整備 し,そ の実用性 を実証実験

する ものです。実証実験 では,本 システムが提供 す

る機能 を用 いて 「CADデ ー タ交換実験」 と 「PDM

でのSTEPデ ー タ活用実験」の双方を行 い ます。

「CADデ ー タ交換実験 」 では,次 の よ うな実験

を行 います。

・CAD用HLDAI実 証実験:CADア プ リケー シ

ョンか らみて,よ りフレン ドリーなインタフェ

ー ス で あ るHLDAIを 用 い て実 際 にCAD ～

STEP間 の デー タアクセス を行 い,そ の実用性

を実証 します。

・AP202実 証実験:STEPのAP202の プロ トコ

ル を用い た トラ ンス レー タを上述 のHLDAIを

使用 して開発 し,デ ー タ交換 を行 うことに より

本 システムでの実用性 を検証 します。

・PDM用HLDAI実 証 実験:HLDAIを 用 い て

PDM側 か らAP203のSTEPデ ー タにア クセス

することによ りその実用性 を実証 します。

・PDMで のAP203管 理実験:PDMシ ス テム と

して従来のPDMデ ー タに加えてAP203の デー

タを併せて管理 します。

以上 の ような実証実験 を可能 とす るため ,次 の よ

うな実験環境 を構築 します。

・HLDAIイ ンタフェースお よび ジェネレー タの

開発:本 システムの心臓部 となる もので,利 用

目的 に合 わせ た機能(HLDAIイ ン タフェース

機 能)を 実現 し,マ ッ ピ ン グ機 能 を用 い て

HLDAIラ イブラリー を生成(HLDAIジ ェネレ

ータ)し ます。

・HLDAIに よるCADデ ー タ交換のための機 能開

発 と環境整備:HLDAIを 用 いてCADとAP202

の トランス レー タを開発 し実証実験 に備えます。

・HLDAIに よるPDMで のSTEPデ ー タ活用 の

も

ための機 能開発 と環境整 備:HLDAIを 用 いて

PDMとAP203間 におけ る既存PDMに 対す る

AP203管 理 機 能 お よびPDMで のAP203カ ス

タマイズ機能を開発 し実証実験 に備 えます。

本 システムの中核 をなすHLDAIは,先 進 グルー

プで も未だ実現例 は乏 しく,こ こでの経験お よび成

果 はISOの 場 に大 き く貢 献 で きる もので す。 また

「マ ッピ ング技術」 は,ち ょう どニュー ワー クアイ

テムと してISOに おいて規格作 りの作業が開始 され

ようとしてお り,HLDAIの 成果 を随時ISOに 反映

します。なお,平 成8年 度の納 品物件 として は機能

仕様 書 ・構造仕様書 を予定 してお り,後 は平成9年

度の納品にな ります。

先端情報技術研究所

先 端 情 報 技 術 研 究 所(AITEC:Research

InstituteForAdvancedInformationTechnology)

では,内 外 の先端情報技術の研 究開発動 向調査(技

術調査 部)と 第五世代 コンピュー タ技術研究成果の

普及促進等(第 五世代 普及振興部)の 両事業 を実施
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しています。

AITECは 平成7年10月 に発足 し,そ の活動 も軌

道 に乗 ってきま した。 ここでは,平 成7年 度お よび

8年 度前半の活動状況 について紹介 します。

1.先 端情報技術 に関す る調査研究等

近年,ア メ リカを中心 として,情 報分野 にお いて

は,い わゆ るパ ラダイム ・シフ トが起 こ り,新 しい

技術 の研 究開発 と普及が急速 に進展 してい ます。わ

が国 と して も,ネ ッ トワー ク技術やマルチメデ ィア

技術 な ど新 しい情報技術 の開発 を一層 強化す る よう

迫 られ てい ます。 このため,日 本 と しての適確 な対

応策 を早急 に検討す る必要か ら,ア メ リカを主体 と

した諸外 国の先端的技術 開発 や情報産業の動 向 ,技

術 開発政策や制度等 について調査研 究 を行 うこ とと

しました。

平成7年 度は,ア メ リカの政府機関 におけ る先 端

情報技術分野への研究支出の現状 について調査 しま

した。その結果,ア メリカ政府機関の情報技術へ の

研 究開発支 出は約27億 ドル(2,700億 円)で あ り,

中で も高性能 コンピューテ ィ ング(Hpcc:High

PerformanceComputingandCommunications)

が11億 ドル を占め てい る ことか ら,HPCCに 重点

を置 いて掘 り下 げた調査 を行 いま した。

また,ア メ リカでは,研 究 開発の最終 目標 は商業

化 ・実用化である と考 え られ てい ますが,そ の基 と

なっている政策や制度,例 えば研究者や研 究所 な ど

が経 済的な利益追求 に向けて 自発的 に行 動するこ と

を促す仕組みや法的処置(Bayh-Dole法 など)に つ

いて も調査 してい ます。

さ らに,ア メリカの研究 テーマは表 に示す ように

大 き く分類で きることがわか りました。この中で も,

全 体 シス テムの プ ロ トタイプ開発 は特 に重 要であ

り,日 本 においては全体 システムの プロ トタイプ開

発が行 なわれる ことが少 ない点が問題 であることが

わか って きま した。全体 システムのプロ トタイ プ開

発は,基 礎技術 開発の評価 を明確 に し,さ らに商業

化 を促進す ることか ら,産 業の競争力強化に とって

重要 な役割 を果た してい ます。

平成8年 度 は,7年 度の調査 をさらに進め,基 礎

技術 の研 究開発 にお ける技術戦略 を通 じて,情 報産

業の競争力の確保 をいか に行 うかについて調査研究
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▼研究テーマの4分 類 一商業化への近 さをX軸 ,研 究

の適用分野の広 さをY軸 とする研究テーマの分類－

AvenueResearch SystemDevelopmen

(新分野開拓) (全体 システム(プ ロ トタイプ)開発)

SpecialistResearch AspectDevelopment

(特定分野研究) (部分システムのプロトタイプ開発)

を行っています。

(1)基礎技術の研究開発のあ り方に関する調査と試案

の検討一21世 紀に向けた情報技術の研究開発のあ

り方に関する調査一

情報産業の国際競争力の確保は,他 産業への波及

効果の観点からも極めて重要であり,わ が国の研究

開発が総体として効率的に行なわれることが競争力

の強化につながることから,わ が国の情報技術の研

究開発の在 り方について委員会(委 員長:後 藤 滋樹

早稲田大学情報科学部教授)を 設置 し,調 査研究す

る計画です。検討課題は次の項 目を予定 してい ま

す。

・実態を踏まえた研究開発モデルの構築

・このモデルに基づ く企業
,大 学,政 府の役割分

担

・この分担に基づ く技術戦略
,研 究開発ポー トフ

ォリオと更新のメカニズム

(2)重要な先端情報技術例の研究開発動向の調査

①ペタフロップスマシン研究動向調査'

アメリカでは,HPCC計 画の一部であるテラフロ

ップスマシンの研究開発の後 を受けで,1991年 よ

り20年 後を目標に,さ らに1,000倍 の性能を持つペ

タフロップスマシンの開発 をス ター トさせてい ま
ト

す。わが国としても極めて重要な研究開発であるこ

とからペタフロップスマシン技術調査ワーキンググ

ループ(主 査:山 口 喜教 通商産業省電子技術総合

研究所計算機方式研究室長)を 設置 し,調 査研究を

進めています。

②ネッ トワークとAI関 連の情報技術の研究開発動

向調査

インターネットに代表されるネットワークに関連

する新技術およびAI技 術を中心に,将 来の情報産



業の土台を生み出すと思われる基礎技術分野や重要

と思われる研究テーマを抽出するとともに,そ の研

究を効率的に進めるために必要なインフラの整備や

そのような研究開発投資の将来における社会への波

及効果について調査することを目的として,ネ ット

ワークおよびAI関 連新技術調査ワーキンググルー

プ(主 査:奥 乃 博 日本電信電話(株)N'1"r基 礎研究

所主幹研究員)を 設置 し,調 査研究を進めています。

2.第 五世代 コンピュータ技術研究成果の普 及促進

等

第五 世代 プロジェク トで研究 開発 され,無 償公 開

され たICOTフ リー ソフ トウェア(IFS)の 維持改

良お よびその普及 と,大 学等への委託 によるIFSの

拡大 ・再生産 を目指 した第五世代技術 の普及振興事

業 を実 施 してい ます。 これ らの事 業 は,ICOTの

OBや 関係者 で,現 在 は主要大 学の教授 や助教授 と

な っている方 々や,メ ーカーや ソフ トウェアハ ウス

で活躍 されている方 々の強力 な支援 を得て,い ろい

ろな新 しい試 みを展開 し,順 調 に進んでいます。

(1)IFSの 普及事業

①IFSの 維持改良お よび公開

IFS全100本 の うち利用度の高い20本 についてア

ク セ ス しや す く し,さ ら にKLIC,Quixote,

Hellicllな どの中心的 ソフ トウェアの維持 ・改 良作

業 を継続 して行 うとともに,詳 細 なプログラム説明

書 を整備 しました。

②KLICプ ログラミング ・コンテス トの実施

第五世代 プロジェク トで開発 された並列 プログラ

ミング言語KL1に よるプログラミングには現在,多

くの市販の ワー クステ ーシ ョンや汎用並列マ シンに

移植 された処理系KLICが 用い られてい ます。その

利用者の大幅 な拡大 を図 るため,KLICに よるプロ

グラ ミング ・コンテス トを実施 してい ます。 この た

め,KLICプ ログラ ミング ・コンテス ト実行委員会

(委員長:溝 口 文雄 東京理科大学教授)を 設置 し,

問題 の作成や審査方法 について検討 しました。.また,

本 コンテス トへの多数の方の応募 を促す ため,各 種

学 会 誌 や 専 門 誌 にて 募 集 を案 内す る と ともに,

Newsgroupへ の投 稿やWWWを 利 用 じて参加 を呼

びかけ,さ らにコンテス ト参加者へ のチュ← トリア

ル として,初 心者 を対象 にKLIC講 習会 を実施 しま

した。

本 コ ンテ ス トへ の参加登録者 は複数エ ン トリーを

含めて延べ100名 程 に達 しました。12月 中旬の実行

委員会 にお ける審査 により,最 優秀賞,優 秀賞,佳

作 を選定 して発表する予定です。

③IFS講 習会の実施

平成8年7月22,23日 の両 日,慶 慮義塾大 学理

工学部 におい てKLICを 中心 とするIFS講i習 会 を実

施 しま した。夏休み 中であったに もかかわ らず,30

名の受講者があ りました。

また,平 成8年12月5,6日 の両 日,九 州大学

大学院 システ ム情 報科学研究科(福 岡県春 日市)に

おいて同講習会 を実施す る予定です。

④IFSの アクセス状況

平 成4年8月 よ りICOT無 償 公 開 ソ フ トウェ ア

(IFS)の 公開 を開始 して以来,世 界 中か ら数多 くの

方 々 よ りアクセ ス頂 い てい ます。平成8年10月 末

時点 では,50ヶ 国以上 の国 々か ら累計 で約29,000

件 のアクセスがあ りま した。 中で も,KLICに 対す

るアクセス件数 の伸 びが顕著 で,約1,300の 方 々か

らダウンロー ドされ利用 されてい ます。

(2)新 たな知 的ソフ トウェア資源の創造

IFSの 拡 大 ・再生産 を目指 して,大 学等へ の委託

による知的 ソフ トウェアの研究 開発 を平成7年 度か

ら行 ってい ます。平成8年 度につ いて も新規テーマ

を公募 し,審 査委 員会の審議 を経 て11テ ーマ を採

用 しま した。これによ り,平 成8年 度 は,平 成7年

度か らの継続16テ ーマ と合 わせ て27テ ーマ を委託

す ることとな りました。審査 においては,多 くの人

に使 って もらうことので きるフリー ソフ トウェアが

で きるか否か に重点が置かれま した。

また,平 成7年 度 に大 学等 に委託 した22テ ーマ

について,新 たにその開発成果の ソフ トウェア(マ

ニュマル等 を含 む)をWWW上 に公 開(日 本語版 ・英

語版)し ま した。これ らの内容 については,AITEC

ホt・ムペ ー ジ(URL:http://www.icot.or.jp/)

をご賢 ください。

(3)知 的 ソフ トウェア資源の創造 と共有 メカニズム

調査

・アメ リカ等 と比べ大 き く遅 れをとって しまった日

本め先進 的なソフ トウェアの研究開発 について,先
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端情報技術研究所 では,IFSの 拡大 ・再生産の事業

を先進的な ソフ トウェアを生み出すためのメカニズ

ムの一つの実験 の場 として捉 える とともに,そ こに

おけ る問題点 の明確化や アメリカのメカニ ズム との

比較 な どを行 なってい ます。この作業 は,先 進 的 ソ

フ トウェア普及促進策調査研究委員会(委 員長:田

中 穂積 東京工業大学教授)お よび作業部会 を設置

して行 ってい ます。研究支援組織 の事例や その メカ

ニズムおよび課題等についての検討を経て,わ が国

としての研究開発支援メカニズムのあるべき姿に関

する提言案を作成する予定です。

なお,先 端情報技 術研 究所 における活動状況 は,

AITECニ ュース を通 じて随時お知 らせ しています。

配布 を希望 される方 は,irpr@icot.or.jpま でお申 し

込 み ください。

乏
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情報処理技術者試験センターから
お 知 ら せ

平成9年 度春期情報処理技術者試験は、次の予定で実施します。

1.試 験の区分および受験資格

試 験 区 分 受 験 資 格

プロジェク トマ ネージ ャ試験 平成9年4月1日 現在27歳 以上

システム運用管理エンジニア試験 平成9年4月1日 現在25歳 以上

プロダクシ ョンエ ンジニア試験 制限なし

デー タベーススペ シャリス ト試験 制限なし

マイ コン応用 システムエ ンジニア試験 制限なし

第一種情報処理技術者試験 制限なし

第二種情報処理技術者試験 制限なし

2.試 験 日

平成9年4月20日(日)

3.案 内書 ・願書の配布及び受付期間

平成9年1月7日(火)～ 平成9年2月7日(金)

4.案 内書 ・願書の配布場所

次の情報処理技術者試験センターの支部において配布 します。

支部名および電話番号 支部名および電話番号

北海道支部011-727・8556 中 国 支 部082-221-4505

東北支部022-227-0901 四国支部0878-37-2640

関東支部03-3436-1321 九州支部092-472-4575

中部支部052-261-6818 沖縄支部098-862-2137

近畿支部06-946-6301

5.受 験料

一律5
,000円

6.試 験地

北海道(4地 区)・ 東北(6地 区)・ 関東(15地 区)・ 中部(6地 区)・ 近畿(6地 区)・

中国(5地 区)・ 四国(5地 区)・ 九州(8地 区)・ 沖縄(1地 区)の 全国56地 区
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情報処理技術者試験に関する情報提供とお問い合わせ先

●情報処理技術者試験に関することは

(財)日 本 情 報 処 理 開 発 協 会

TEL:03-3591-0421

FAX:03-3591-0428

情報処理技術者試験センター

●情報処理技術者試験セ ンターでは次 の情報提供 サービス を行 っています。 どうぞご利用 ください。

・テ レホ ンサービスTEL=03-3591・0429

・FAX情 報サー ビスFAX情 報BOX:03-5512-9240(専 用 ダイヤル)

[情報内容]

案内書 ・願書の入手方法、試験 区分の内容 、応募者 ・合格者の統計分析資料等

[ご利用方法]

FAXか らファクシミリ情報BOXセ ンター(03-5512-9240)に 電話 して くだ さい。

・パ ソコン通信 による合格者名簿の掲示

PC-VANSIG(SIKEN)NIFTY・Serveフ ォーラム(FLICS)

●標準 カリキュラム ・テキス トに関す ることは

(財)日 本情報処理 開発協会 中央情報教育研究所

TEL:03-5531-0171

FAX:03-5531・0170

、
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平成8年 度下期 情報処理技術インス トラクタ

研修 コースのご案内

コ ー ス 名1コ ース番号1研 修 料1日 程

教 育 エ ンジニ ア コー ス

教育エンジニア 企画型業務 AO2 ¥69,500 97.2.17～97.2.21

教 育 エ ンジニ ア イ ンス トラク シ ョン業 務 BO2 ¥69,500 97.3.3～97.3.7

教育エンジニア メディア教材開発型業務入門編 CO2 ¥41,700 96.12.24～96.12.26

〃 CO3 ¥41,700 97.3.24～97.3.26

教育心理学入門 DO2 ¥41,700 96.12ユ7～96.12.19

技術 動 向 コ ース

パ ソ コ ン/ネ ッ トワー クの技術 動 向 HO2 ¥27,800 96.12.24～96.12.25

オ ー プ ンシス テ ム技 術 の動 向 102 ¥27,800 96.12.19～96.12.20

デ ー タベ ー ス技 術 の動 向 JO2 ¥41,700 97.3.19～97.3.21

パ ソ コ ン/マ ル チ メデ ィア技術 の動 向 KO2 ¥27,800 96.12.24～96.12.25

シス テ ム技 術 コース

クラ イア ン トサ ーバ 型 システ ム開発 MO2 ¥41,700 96.12.24～96.12.26

クラ イア ン トサ ーバ 型 システ ム開発 応用 編 NO2 ¥27,800 97.3.24～97.3.25

C言 語 プ ロ グラ ミング入門 とそ の指導 法 PO3 ¥69,500 96.12.16～96.12.20

第二種 共通 カ リキュ ラム コー ス

第二 種共 通 カ リキ ュ ラム共通知 識 の指導 ポイ ン ト SO2 ¥55,600 97.3.18～97.3.21

表現技法とその指導ポイント TO2 ¥69,500 96.12.16～96.12.20

シ ス テ ム ア ドミ ニ ス トレ ー タ コ ー ス

システ ム ア ドミニス トレー タ育 成 の指導 ポイ ン ト VO3 ¥41,700 97.3.19～97.3.21

ネ ッ トワ ーク利 活用技 術 WO2 ¥41,700 96.12.11～96.12.13

〃 WO3 ¥41,700 97.3.12～97.3ユ4

デ ー タベ ース利 活用技 術 XO2 ¥41,700 96.12.18～96.12.20

〃 XO3 ¥41,700 97.3.5～97.3.7

ケ ー ス ス タデ ィ と グ ル ー プ ウ ェ ア YO3 ¥27,800 96.12.18～96,12.19

関連 技術 コー ス

情報処理技術者試験直前重要項目のチェック

「速習 第二種情報処理技術者になるための学習内容の総チェックコース」 Z11 ¥27,800 97.2.6～97.2.7

〃 Z12 ¥27,800 97.3.26～97.2.27

「速 習 第 一種情 報処 理技術 者 にな るため の学習 内容 の総 チ ェ ック コース」 Z21 ¥27,800 96.12.16～96.12.17

〃 Z22 ¥27,800 97.3.18～97.3.19

「速 習 ア プ リケー シ ョンエ ンジニ ア(AE)に なるための 学習内容 の総チ ェ ックコース」 Z31 ¥27,800 96.12.25～96.12。26

〃 Z32 ¥27,800 97.3.24～97.3.25

「速 習 データベーススペシャリス トになるためのデータベースシステム設計の重点」 Z41 ¥27,800 96.12.16～96.12.17

〃 Z42 ¥27,800 97.3.17～97.3.18

オブ ジェ ク ト指 向 プ ログ ラ ミング入 門OMT編 Z51 ¥13,900 97.3.17

VisualC++入 門 コ ー ス Z61 ¥13,900 97.3.18

企 業 にお ける ネ ッ トワー ク技術 の利 用 「イ ン トラネ ッ ト」 Z71 ¥13,900 96.12.24

注1)開 催会場は、すべて中央情報教育研究所の教室 を予定 しています。

注2)研 修時間は、原則 として10時 か ら17時 までです。

注3)定 員は、すべて20名 です。お申 し込みが多数の場合は、受講 をご遠慮頂 く場 合が ございます。

お申 し込みが少ない場合は、やむを得ず 中止とさせ て頂 く場合 もございます。

注4)研 修料 には、消費税が含 まれています。

当研 修 に関 しての お 問 い合 わせ ば 、教 務第 一 課 で承 ってお ります の で、 ご遠 慮 な くお問 い 合 わせ下 さい 。

連 絡 先:〒135-73東 京都 江東 区 青海2・45タ イム24ビ ル19階

(財)日 本情 報 処理 開 発協 会 中央情 報 教 育研 究 所 教 務第 一 課

TEL:03-5531-0175FAX:03・5531-0170
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慰
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他 に、「シ ス テ ム ア ド ミニ ス ト レー タ テ キ ス ト」「上 級 シ ス テ ム ア ド ミニ ス トレー タ テ キ ス ト」、高

度 情 報 処 理 技 術 者 育 成 テ キ ス トシ リー ズ 「シ ス テ ム アナ リス トテ キ ス ト」「シ ス テ ム監 査 技 術 者

テ キ ス ト(上 ・下)」 「アプ リケ ー シ ョ ンエ ン ジ ニ ア テ キ ス ト」「ネ ッ トワー ク ス ペ シ ャ リス トテ キ,

ス ト」「教 育 エ ン ジニ ア テキ ス ト」「デ ベ ロ ップ メ ン トエ ン ジ ニ ア テ キ ス ト」「ソ フ トウ ェ ア生 産 技 術

スペ シャ リス トテ キ ス ト」「基 本 シ ス テ ム ス ペ シ ャ リス トテ キ ス ト」も好 評 発 売 中 で す 。'

【ご 購 入 方 法 】

全国 の書店 または官報 販売 所、政 府刊 行物 サー ビスセ ンター にて ご注文 くだ さい。

東 京都 官報 販売所(神 田)、大 阪府 官報 販売所(肥 後橋)、八重洲 ブ ック セン ター(八 重洲)、書 泉グ ランデ(神

田)、書 泉 ブ ックタ ワー(秋 葉 原)、三 省堂 本店(神 田)、紀伊 國屋 書 店(新 宿 ・渋 谷)、丸 善本 店(日 本 橋)、芳林

堂 書店(高 田馬場)に は、常時 置 い てあ りますので ご利 用 くだ さ い。

なお、直接購 入 を希望 され る方 は、東 京言書 普及㈱ 通信 販売 課(tto3-3292-3701)へ ご注文 くだ さい。

(財)日本情報処理開発協会
剛 『中央情報教育研究所
〒135-73東 京 都 江 東 区 青 海2-45タ イム24ピ ル19階

fto3-5531-0177(普 及 振 興 課)
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